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稲葉　上道

はじめに
　日本において、国の施策としてハンセン病対策
が始まった明治末から今日に至るまでの経緯につ
いては、これまでいくつかの法律名をもって非常
に簡単に触れられるにとどまることが多かった。
意外なことだが、この間の国の施策について概説
的・通史的に記した文章はほとんどなく、そうし
た叙述の紹介を利用者から求められるたびに、何
か適切なものはないかと探してきた。
　国の施策の通史的把握は、当館にとっても基礎
的な課題である。今後当館がハンセン病の歴史を
社会に伝えていく上ではもちろん、今や乱立して
いる感さえある大小様々な情報が、いつのどんな
状況を背景に持つものなのか、その位置づけを考
えるための物差しとなるようなものが必要だろ
う。そこで、まずは私なりの叙述を多くの人の前
に明らかにし、批評や指摘をいただいて、より正
確な国の施策についての概説的・通史的な歴史認
識が出来上がっていくための一助とできればと考
えた。
　なおこの文章は、国の施策の変遷を追うことを
目的にしており、作業や治療や処罰や文化活動な
ど、療養所内における患者・回復者の日常生活に
は触れていない。いわば、療養所の中にはほとん
ど立ち入らないものである。また、戦後日本のハ
ンセン病対策の実態を決定づけてきた大きな要因
として全患協運動があるが、全療協刊行の『全患
協運動史』『復権への日月』に詳しく書かれてい
るし、当館でも企画展示図録『たたかいつづけた
から、今がある』を以前発行しているので、ここ
では簡単にしか触れていない。療養所への収容や
療養所内での生活、あるいは社会復帰の増加が、
どのような施策を背景に生まれてきたのか、その
背景の部分を明らかにすることが目的である。
　また病名の表記は、その当時の用法に概ね沿う

（1）	 企画展図録『隔離の百年―公立癩療養所の誕生―』国立ハンセン病資料館　2009年

ことをめざし、あえて癩やらいも用いる。

ハンセン病対策の成立をめざす動き
　ハンセン病に対する社会の病観は、仏罰、けが
れ、家筋・血筋などの変遷をたどってきた。その
内、近代以降も支配的だったのは「家筋・血筋の
病」という迷信だった。
　国の施策として癩対策の必要性が唱えられた当
初、その理由は純粋に伝染病対策にだけある訳で
はなかった。社会事業のはしりである窮民対策と
しての恤救は、その非常に狭い対象にもかかわら
ず、行路病人と浮浪者を含めていた。その中に、
家を出て放浪していた癩患者がいた。しかし癩患
者も集住していた貧民窟は対象にしていなかっ
た。徴兵や課税の必要から、住所不定や貧困な者
の出現を防ぐ目的のあった風気取締は、治安を名
目に浮浪罪を設けて浮浪者を取り締まった。その
中に、家を出て放浪していた癩患者がいた。
　癩が伝染病だと分かると、これらに加えて伝染
予防を目的とした対策が必要になった。すでにコ
レラの流行を受けて六病（コレラ、腸チフス、赤
痢、ジフテリア、発疹チフス、天然痘）を対象に、
1880（明治13）年「伝染病予防規則」が制定され
ていた。こうした急性伝染病対策は隔離と消毒を
基本としており、癩の伝染予防もこれに倣うこと
となった。 （1） 
　一方、こうした対策とは別の観点から、1889（明
治22）年の神山復生病院を皮切りに、主に外国人
宗教者たちが私立療養所をつくり、道ばたなどで
物乞いをして生きていた患者を救おうとした。
　1873（明治６）年ハンセンがらい菌を発見し、
1897（明治30）年ベルリンにおける第１回国際癩
会議で、癩の撲滅には患者の隔離が唯一確実な方
法とされると、その知識は日本にももたらされた。
これを受けて東京養育院では、1899（明治32）年
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に隔離病舎回春病室が設けられた。この担当は光
田健輔医師だった。光田は、それまでにも存在し
ていた私立の癩病院とは異なり、「癩は伝染病」
という最新の正しい知識に基づき予防と治療にあ
たった最初の癩専門医の一人だった。
　帝国議会では、1900（明治33）年にはじめて実
施された全国規模での癩患者数調査の結果を根拠
に、根本正・斉藤寿雄・山根正次らが癩対策実現
のためにくり返し法律制定を試みていった。特に
山根正次は、「伝染病予防法」に癩を含める改正
案や単独法案を提出するなどした （2）。しかし日
清・日露戦争もあり、国家予算の確保がままなら
なかったため、政策としての癩対策はなかなか実
現しなかった。1905（明治38）年、回春病院のハ
ンナ＝リデルは大隈重信・渋沢栄一・島田三郎ら
の支持をとりつけ、癩対策の必要性を広く世に訴
えることに成功した （3）。このことが、山根らが長
年働きかけ続けた国の癩対策の実現を、大きく後
押しした。

ハンセン病対策成立当初の様相
　内務省はこのような状況を受けて、窪田静太郎
を中心に政府案をとりまとめ（4）、1907（明治40）
年「明治四十年法律第十一号」（通称 癩予防ニ関
スル件）（5）を成立させ、２年後には全国５カ所に
連合道府県立療養所を設けた。
　山根らが目指していた癩対策の手本は、ノル
ウェーやプロイセン、アメリカの支配下にあった
ハワイ（モロカイ島）やフィリピン（クリオン島）
などで、感染源となる患者すべての隔離によって
癩を制圧したとされるヨーロッパがモデルだっ
た。文明国である欧米に癩はなく、同じように癩
をなくさなければ、文明国の仲間入りを目指す日
本としては恥であるとの意識も働いていた。しか
し「明治四十年法律第十一号」により実現したの

（2）	 「癩病患者取締ニ関スル建議案」第16回帝国議会衆議院　明治35年３月６日
	 「伝染病予防法中改正法律案」第21回帝国議会衆議院　明治38年２月15日
	 「癩予防法案」第22回帝国議会衆議院　明治39年３月25日

（3）	 「リツデル嬢と癩病院」『東京日日新聞』明治38年11月７日
	 「一大国辱　野蛮の旧態」『毎日新聞』明治38年11月８日～11月14日

（4）	 「癩予防ニ関スル法律案」説明　第23回帝国議会貴族院　明治40年２月27日

（5）	 「明治四十年法律第十一号」　明治40年３月18日

（6）	 明治四十二年二月内務省訓第四五号「癩ニ関スル消毒其他予防方法」1909年

（7）	 保健衛生調査会「保健衛生調査会第一回報告書」大正６年

は、予算不足のために目指していたものとはほど
遠い内容だった。国の政策であるにもかかわらず、
道府県に療養所設立費と運営費を負担させた。収
容人数も３～５万人の患者数を推定しながら、「救
療の途なき」浮浪患者だけを収容対象とした1100
床に過ぎなかった。自宅にいる有資力の患者は、

「癩ニ関スル消毒其他予防方法」（6）による家庭内で
の予防方法について注意を受けるだけで、収容対
象からは除外されていた。感染源の一部しか隔離
しないこの対策は、公衆衛生の観点からは不徹底
なものだった。
　また療養所を設置して実際に浮浪患者を収容し
始めると、想定していなかった問題が起こってき
た。設備の貧弱な療養所への強制収容であるため、
当然逃走する者や、他の患者の療養に悪影響を及
ぼす者も現れ、療養所がその役割を果たす上で支
障を来しかねない事態が生じてきた。

ハンセン病対策の再出発
　これら対策の不備は、1909（明治42）年に療養
所が設置された後間もない頃から指摘されてい
た。1915（大正４）年内務省は国民の保健衛生（後
の公衆衛生）対策のために、乳児幼児学齢児童、
結核、花柳病、癩、精神病、衣食住、農村衛生状
態、統計の８つの課題について調査研究する保健
衛生調査会をつくった。その内の第四部会が癩で、
委員には山根正次・山田弘倫・光田健輔らが名を
連ねた （7）。1897（明治30）年から始まった全国癩
患者数調査は、警察が外見上の症状だけで患者と
判断していたが、この調査結果の推移は横ばい
だった。しかしその一方医師が行う徴兵検査では
多くの患者が発見され、調査の不正確さが指摘さ
れていた。加えて在宅の患者の多くは隠されてい
ることから、保健衛生調査会は実際には相当数の
患者が存在するに違いないと考えた。そしてすべ
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ての患者を隔離すれば、数十年で癩を絶滅させら
れるはずだとした。保健衛生調査会は、恤救や風
紀取り締まりの側面よりも、保健衛生すなわち国
力の低下防止を前面に主張し、保健衛生対策とし
ての癩対策に仕切り直そうとした。改善策のとり
まとめを目指し、法律面では、公私立療養所長の
意見聴取などもした上で （8）、浮浪患者しか収容で
きない規定を改め、在宅の患者も含めたすべての
患者を隔離できるようにする改正を主張した。ま
たかつてのヨーロッパのやり方に倣って、患者を
すべて離島などの一地域に移住させる方法を模索
し、光田健輔を八重山、草津温泉、瀬戸内海など
へ調査に派遣した。

以後80年近くに渡るハンセン病政策の基
本方針成立
　保健衛生調査会は1920（大正９）年に「根本的
癩予防策要項」 （9）を決議して内務省に提出した。
その内容は、「療養ノ資力乏シキ一萬人」を収容
するため、①道府県立療養所の増設、②療養の途
がなく無籍や本籍不明の者と、逃走癖があったり
他の患者の救護に悪影響を及ぼす道府県立療養所
入所者を収容するため国立療養所を新設、③有資
力の患者を収容するため自由療養区を設置、④行
政官庁は患者と保護者に伝染防止措置を命令、⑤
行政官庁は従業禁止・物の売買等の制限・消毒・
廃棄が可能、⑥従業禁止や収容により生活に困る
家族の援護、⑦患者の希望により療養所医長は生
殖中絶方法の施行が可能、というものだった。内
務省は以後これを国の癩対策の基本方針とし、
1922（大正11）年に「10年計画」を樹立した （10）。
しかし関東大震災（1923年）の発生などによりな
かなか予算を獲得することができず、道府県立療
養所の拡張だけは少しずつ行われたものの、改正
法案が提出されることも、国立療養所や自由療養
区が設置されることもなかった。その一方で各道
府県は警察により、依然として恤救や風紀取り締
まりの側面も持つ癩対策として、浮浪患者を療養

（8）	 内務省衛生局「保健衛生調査会第四部会（癩）議事速記録」大正８年　『ハンセン病資料集成』p74　不二出版

（9）	 保健衛生調査会「保健衛生調査会第五回報告書」大正10年

（10）	「20年計画癩絶滅策」『レプラ』第７巻第２号p121　日本癩学会　1936年

（11）	 柳橋寅男、鶴崎澄則『MEMORANDA OF THE INTERNATIONAL CONGRESS OF LEPROLOGY　国際らい会議録』国立療養所長島愛
生園内らい文献目録編集委員会　1957年

所に送っていた。
　ところで自由療養区の発想は、元々一大離島隔
離地の設立と同一のもので、患者が自活している
モロカイ島やパロールシステム開始以前のクリオ
ン島を参考に生まれていると考えられる。施設収
容とは異なり、患者が暮らしていける土地を確保
することで隔離するというものだ。これは、1909

（明治42）年の第２回国際癩会議（ベルゲン）に
おける決議「らい患者が任意的に承諾するような
生活状態のもとにおける隔離法がのぞましい。」
や、1922（大正11）年の第１回汎アメリカらい会
議（リオデジャネイロ）における会議録「最近の
各国のらい療養所のやり方は、この方向（＝文化
人の自由寛大な精神）で人権を尊重しつつ成功す
る道を見出している。これらのコロニーでは技術
的にも、社会的にも優れた方法と設備とをもち、
自発的隔離が行われている。それはコロニーで
あって自由に入り、その中に止まることによって
患者たちは社会を守っているのである。」からう
かがえるように、当時の世界的な潮流にも沿った
ものだった。また第２回国際癩会議は、「乞食らい、
浮浪者らいの厳格な隔離」も勧告しており、「救
療の途なき者」の隔離のための施設充実も世界の
潮流に沿っている。しかし内務省が「10年計画」
を樹立した翌年に開催された、第３回国際癩会議

（1923年　ストラスブルグ）ではすでに、伝染性
の強弱から患者を開放性と非開放性とに分けて、
それぞれに必要な処置を考えようとしていた （11）。
その点保健衛生調査会は、患者を隔離する先とし
て療養所か自由療養区かを判断する基準には、そ
の患者が有資力か無資力かを重視していた。癩は
絶対に不治で、すべての患者が伝染源になり得る
という前提に立てば、どのような状態で隔離して
おくかが、残る大きな問題だったということだろ
うか。

「10年計画」実現の第一波
　1927（昭和２）年ようやく国立療養所設置予算
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が認められ、岡山県の長島に初の国立療養所が建
設されることになった。当初の計画では、国立療
養所は療養の途がなく無籍や本籍不明の者と、逃
走癖があるなど他の患者の療養生活に悪影響を及
ぼす恐れのある道府県立療養所入所者を収容する
ための施設だったが、開園を間近に控え、道府県
から直接の患者収容も受け入れる方針に変わって
いった （12）。この変更は、当初の計画では400床の
定員を大きく割り込んだままになることを内務省
が心配したためで、光田健輔が全生病院から81人
もの患者を連れて赴任した理由のひとつでもあろ
う。1930（昭和５）年11月、連合道府県立療養所
と役割は重なりながらも、運営予算は全額国費に
より、充実した施設と職員待遇を備えた長島愛生
園が、初の国立療養所として誕生した。このこと
は患者の収容先として、国立と連合道府県立の間
に確執と混乱を生む原因ともなった。また同年10
月内務省は、保健衛生調査会の「根本的癩予防策
要項」に基づき1922（大正11）年に樹立した「10
年計画」を実現するべく、「癩の根絶策」として
３通りの具体的な計画を示した （13）。
　1931（昭和６）年４月、「明治四十年法律第
十一号」は「癩予防法」に改定された （14）。それま
でにも懲戒検束権付与や職員官制変更などのため
に幾度も改定がくり返されてきたが、この時の改
定は保健衛生調査会の「根本的癩予防策要項」を
実現するためのものだった。すなわち、入所まで
の間の従業禁止、物品の消毒、資力の有無に拘わ
らず病毒伝播の恐れがある患者全てに入所資格を
拡大、病毒伝播の恐れがある患者に入所を命じる
ことが可能、入所費や一時救護費の無償化、入所
による家族の困窮に生活費を補給、関係する医師
や職員による秘密漏洩の禁止、などを新たに加え
た。全ての患者を療養所に収容することを可能に
し、また患者が収容に応じやすくなる環境を用意

（12）	「明治四十年法律第十一号中改正法律案（癩予防ニ関スル件）委員会議録（速記）第二回」第56回帝国議会衆議院　昭和４年３月１日

（13）	 内務省衛生局「癩の根絶策」昭和５年　『ハンセン病資料集成』p335　不二出版

（14）	「癩予防法」　昭和６年４月１日

（15）	『藤楓協会創立三十周年誌』藤楓協会　昭和58年

（16）	「癩予防協会を設立」『レプラ』第１巻第４号p70　日本癩学会　1930年

（17）	「寄生虫病予防法案外一件委員会議録（速記）第四回」第59回帝国議会衆議院　昭和６年２月28日

（18）	『癩の話』癩予防協会　昭和６年

（19）	 霜崎、井上「湯之澤部落60年史稿」『レプラ』第12巻第６号p45　日本癩学会　1941年

することで、全患者隔離という遺漏のない公衆衛
生上の対策をめざした法改定だった。
　それと並行して、渋沢栄一や安達謙蔵内務大臣
らの働きかけにより、国民の間に癩予防・撲滅の
世論を起こすべく、国の癩対策に協力する民間団
体設立の機運が高まっていった。1930（昭和５）年、
次田大三郎地方局長の献策に基づき安達内務大臣
が貞明皇后に、皇室の力を借りて癩予防事業を達
成したい旨嘆願し、同年11月に御下賜金10万円を
得た （15）。これを原資にして1931（昭和６）年３月
癩予防協会が設立された （16）。それ以前にも時々公
私立療養所に金品を与えていた皇室は、これ以降
はっきりと癩患者の庇護者としての役割を公にし
ていくことになった。癩予防協会の目的は、癩の
予防絶滅に関する調査研究・宣伝・事業の後援等
で、予防に関する思想の普及啓発・調査研究や事
業の助成・患家の扶助・児童保育所設置・療養所
内に相談所設置・療養所収容患者の慰安・予防事
業従事者の奨励等の事業を行った。この内、予防
に関する思想の普及啓発が重視されるようになっ
たのはこの頃で、内務省が患者のいる家庭にパン
フレットを配布したり（17）、癩予防協会が一般向け
に小冊子「癩の話」を発行したりした（18）。これら
は無癩県運動を下支えする“正しい知識”を広め
る上で大きな役割を果たした。
　自由療養区の設置は、1932（昭和７）年国立療
養所栗生楽泉園の開設という形で実現した（19）。栗
生楽泉園内の自由地区は、有資力患者が家族と共
に移り住むことのできる場所で、現実には主に草
津温泉の湯ノ沢部落の移転先となったが、かつて
の離島に患者の一大集住地を設けるという発想を
引き継いだものだった。適地を見つけることがで
きなかったために、一カ所ではなく複数カ所に分
散して設置を目指すことに途中から変わっていた
が、ついに自由療養区が誕生した。草津に自由療
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養区を設置することには、地元中之条選出の衆議
院議員木檜三四郎による誘致も一助となった（20）。
これにより、保健衛生調査会が「根本的癩予防策
要項」で示した、連合府県立療養所の拡張、国立
療養所の設置（＝長島愛生園）、自由療養区の設
置（＝栗生楽泉園）という収容施設拡大の３点セッ
トが実現するに至った。収容人数についても、
1931（昭和６）年３月６日の衆議院で赤木朝治衛
生局長が、第一期計画として連合府県立療養所と
長島愛生園の拡張で５千人、第二期計画として栗
生楽泉園および以後の国立療養所新設と長島愛生
園の拡張で１万人、合計１万５千人を収容する計
画だと答弁した（21）。
　ちょうど同じ時期にあたる1931年、国際連盟は

『らい公衆衛生の原理』（22）を刊行した。社会的追
放ではない公衆衛生上の措置としての隔離（強制
も可）と治療が、らいの予防上最も効果があると
し、法律・疫学的管理・教育宣伝といった予防組
織の必要性を主張した。また強制隔離には、らい
を隠蔽する欠陥があるとも指摘した。以後、患者
の隔離に関して国際的な潮流は、国際連盟らい委
員会（1930年バンコク）、第４回国際らい会議（1938
年カイロ）、第二インドらい会議（1941年）など
において、社会的追放ではないことを前提に、基
本的に任意隔離とし強制隔離は説得が失敗した場
合に限り、その対象も伝染力のある開放性患者に
限る方向へ向かっていった（23）。

「10年計画」実現の第二波
　1935（昭和10）年３月、帝国議会は「癩療養所
拡張並癩研究所設置ニ関スル建議案」を可決し
た（24）。これを受けて内務省は、「官公立癩療養所
長ならびに所属府県衛生課長会議」を開催し（25）、

（20）	「療養理想村補助ニ関スル建議案（木檜三四郎君提出）委員会議録　第一回」第50回帝国議会衆議院　大正14年２月26日

（21）	「寄生虫病予防法案外一件委員会議録（速記）第五回」第59回帝国議会衆議院　昭和６年３月６日

（22）	 井上謙「らい予防方策の国際的変遷（２）」『愛生』昭和32年３月号

（23）	 井上謙「らい予防方策の国際的変遷（２）」『愛生』昭和32年３月号

（24）	「官報号外　衆議院議事速記録第二十七号」昭和10年３月２日

（25）	 大霞会『内務省史　第３巻』原書房　昭和55年　
	 なお『三十周年記念誌』（東北新生園　昭和44年）には、「内務省に国立らい療養所建設委員会を設立」との記載もある。

（26）	「20年計画癩絶滅策」『レプラ』第７巻第２号p121　日本癩学会　1936年

（27）	「建議委員会議録（速記）第五回」第69回帝国議会衆議院　昭和11年５月23日

（28）	「国立癩療養所設立建議」『レプラ』第６巻第６号p65　日本癩学会　1935年

（29）	 前掲　『内務省史　第３巻』

昭和11年度から20年度までの10年間で１万床実現
をめざす「20年癩根絶計画」を立てた（26）（27）。1922

（大正11）年に樹立した「10年計画」は、前掲の
1931（昭和６）年３月６日の赤木衛生局長答弁に
もあるように実現が遅れていた。「20年癩根絶計
画」はその遅れを取り戻そうとするものだった。
南九州に患者数が多いことから、鹿児島県選出の
衆議院議員である永田良吉の誘致活動もあって、
1935（昭和10）年に星塚敬愛園が、北部保養院の
補完的役割を要請されて1939（昭和14）年に東北
新生園が（28）、いずれも国立療養所として新設され
た。1931（昭和６）年に設立された県立宮古保養
院は２年後の臨時国立宮古療養所を経て1941（昭
和16）年宮古南静園として、回春病院から派遣さ
れた青木恵哉ら患者自身と沖縄MTLの努力を基
に1938（昭和13）年誕生した国頭愛楽園は、いず
れも国立療養所となった。また従来からあった５
公立療養所も1941（昭和16）年に国立療養所に移
管された。
　この内務省の計画に対して三井報恩会（1934年
４月設立）は、昭和12 ～ 14（1937 ～ 39）年度と
追加の昭和15（1940）年度の計４カ年で、３千床
分総額約240万円を寄付した。これにより国頭愛
楽園と東北新生園が新設され、栗生楽泉園・星塚
敬愛園・臨時国立宮古療養所・長島愛生園の既存
の各国立療養所が拡張された。内務省が「20年癩
根絶計画」でめざした増床計画は、当初の10年間
から４年間へと大幅に短縮された（29）。他にも三井
報恩会は療養所内への相談所設置、私立療養所へ
の寄付、癩予防協会を通じた各療養所への建物の
建設、京大皮膚科特研内の慈済会への治癩薬開発
研究費の寄付等を行った。昭和10年代のらい対策
において三井報恩会は、まぎれもなく政策を財政
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面で支える存在だった。また三井報恩会自体も、
飯野十造牧師が静岡市に設立した「友と成る会愛
の家」（元 御坤德禮讃会）による相談・一時収容
保護・輸送等に対し、事業委託という形で「救癩
事業」を行った（30）。

さらなる療養所の開設と「患者専用刑務
所」の設置
　この１万床確保のための取り組みとは別に、奄
美和光園と駿河療養所が国立療養所として開設さ
れた。奄美和光園は、奄美群島の患者数の多さに
対応するため星塚敬愛園の支所的役割を担うべ
く（31）、1943（昭和18）年に設立された。背景には、
1935（昭和10）年の林文雄（当時長島の医官）に
よる検診（32）以来一大濃厚地と目された奄美群島
に対する、星塚敬愛園および地元に組織された奄
美救癩協会の活動がある。従来の収容先は星塚敬
愛園または九州療養所で、船による長距離の移動
を伴うため、奄美群島内に療養所があった方が好
都合ということで設立に至った。また阪神地域で
の患者調査の結果、朝鮮半島に次ぐ多くの患者の
出身地として奄美群島が判明し、内地への流入を
防ぎたいという思惑もあった（33）。1940（昭和15）
年、厚生省は大島郡振興事業の一環として療養所
設立を鹿児島県知事に委嘱し、設立の運びとなっ
た。駿河療養所は、日中戦争を背景に、戦地でら
いを発症した傷痍軍人に報いるための特別な療養
所設置を、1941年に日本癩学会が厚生大臣宛て建
議するなど、その必要性の声を受けて設立され
た（34）。1945（昭和20）年、傷痍軍人駿河療養所と
して開所したが、戦争の終結を受け翌年には一般
の患者も収容する施設となった。
　療養所の患者収容能力を大きくする一方で、未

（30）	『財団法人三井報恩会　事業報告』昭和九年度～十七年度　三井報恩会　昭和10年～ 18年

（31）	「官報号外　衆議院議事速記録第三十五号」昭和13年３月27日

（32）	「林文雄　奄美大島の癩運動３日間」『レプラ』第７巻第２号p114　日本癩学会　1936年

（33）	「奄美大島に療養所を新設す」『レプラ』第11巻第３号p77-78　日本癩学会　1940年

（34）	  「建議書　２．傷痍軍人癩療養所建設ノ件」『レプラ』第13巻第２号p84　日本癩学会　1942年

（35）	「癩患者刑務所建設案」『レプラ』第４巻第３号p101　日本癩学会　1943年

（36）	「官報号外　衆議院議事速記録第十六号」昭和11年５月25日

（37）	「衆議院建議委員会議録第四回」昭和11年５月22日

（38）	『内務時報』第一巻第五号　昭和11年５月

（39）	「不穏患者取締に関して所長会議代表より陳情書提出」『レプラ』第７巻第６号p75　日本癩学会　1946

収容患者の中にいる重犯罪者への対処は長く課題
となっていた。一時、国立療養所の設立による解
決が図られたが、そのために誕生した国立療養所
であるはずの長島愛生園は当初の目的通りには運
用されず、この問題はそのままになっていた。そ
こへ登場してくるのが、癩患者専用刑務所設置論
だった。1933（昭和８）年、司法省は草津に癩刑
務所を置く意向を示した（35）。1936（昭和11）年５
月には衆議院建議委員会で「癩患受刑者収容ノ専
用刑務所設置ニ関スル建議案」が可決された（36）。
これに関連して、秋月種英司法参与官は政府委員
として、これまで度々議論があったが、国費を要
するので実現せずにきたと説明している（37）。一
方、『内務時報 昭和11年５月号』には、小鹿島に
朝鮮癩予防協会が設置し、社会で罪を犯した患者
を入れる癩患者刑務所（1935年設置の光州刑務所
小鹿島支所のことか）について、未だ他に類例の
ない特色との記述がある（38）。1936（昭和11）年８
月に長島事件が起こると、所長会議（代表光田健
輔）が内務・司法両大臣に、患者に対する行刑政
策の徹底を求める陳情書を提出するなど（39）、“不
穏患者”取り締まりの機運に一層拍車がかかった。
結局司法省が乗り気にならず、厚生省管轄下の栗
生楽泉園の一施設という形で、1938（昭和13）年
12月24日に特別病室が開設された。なお建設費は、

「20年癩根絶計画」のために三井報恩会が用意し
た国立療養所３カ所新設の費用の内、用地確保が
できなかったために中止となった中部療養所分を
分配し、栗生楽泉園の増築に充てられた中から捻
出された。
　しかしその後戦争の激化に伴い、「20年癩根絶
計画」は再び停滞していくこととなった。

6



「10年計画」実現の第三波
　戦争という中断を強いる大きな要因がなくなる
と、癩根絶計画は再開された。1949（昭和24）年
に厚生省で開催された全国所長会議では、従来の
根絶策の継続と再び無癩運動を展開することが話
し合われた（40）。厚生省は、必要とした政策に「癩
予防法」をより適合させる方向での改訂も視野に
入れつつ、30年計画として検診と増床による患者
収容徹底の方針をたて（41）、1949（昭和24）から
1953（昭和28）年度にかけて、8350床から12500
床へと大幅な増床を行った（42）。その結果、ついに
収容定員数は全患者収容が可能と想定される数に
達した。最後まで残っていた定床数の問題が解決
したことで、1922（大正11）年に内務省が建てた

「10年計画」が、ここに至ってようやく完成する
ことになった。
　再開された強制収容に加えて、1947（昭和22）
年から登場した化学療法が基本的に療養所でしか
受けられないことが、入所者数を増やす一因にも
なった。また1948（昭和23）年、国民優生法に代
わって制定された優生保護法は、国民優生法制定
時には帝国議会で否定されたらい患者への優生手
術を可能にする条項を含んでいた。1952（昭和
27）年には、前年に亡くなった貞明皇后の記念を
契機として、癩予防協会が藤楓協会として再出発
した。癩の予防と治療に関する国の施策に協力し
その絶滅を期すことを目的に掲げ、行う事業も予
防と治療の調査研究・患者と家族の援護・患者の
慰安・「未感染児」の職業補導・救癩思想の普及
などを行うとした（43）。戦後の癩対策は、戦前のそ
れを継続・強化する方向で再び歩み始めた。

（40）	 全国所長会議のメモ　甲第126号証

（41）	「癩根絶に卅年計画　まず全国的に検診」日経新聞1950年５月19日号

（42）	『昭和二十五年度 昭和二十六年度　国立療養所年報』厚生省医務局国立療養所課　昭和28年刊行
	 『昭和二十八年度　国立療養所年報』厚生省医務局国立療養所課　昭和29年刊行

（43）	「財団法人藤楓協会寄附行為」『創立三十周年誌』財団法人藤楓協会　昭和58年３月20日

（44）	「参議院厚生委員会会議録第十九号」昭和26年３月27日

（45）	「参議院厚生委員会（第十一回国会継続）会議録第一号」昭和26年９月12日

（46）	「参議院厚生委員会会議録第十号」昭和26年11月８日

（47）	「ハンゼン氏病法＜草案＞」『昭和二十九年度　参考書　評議員会』長島愛生園入所者自治会所蔵

従来のハンセン病対策に変化をもたらす
逆波
　その一方で日本国憲法が制定され、「癩予防法」
が新憲法に違反しているのではないかという疑念
も生じてきた。また1947（昭和22）年から始まっ
た化学療法の成果はめざましく、本格的な治せる
時代の到来は従来通りの癩対策に修正の必要性を
感じさせた。1951（昭和26）年には全国の療養所
入所者自治会から成る全国癩療養所患者協議会

（全癩患協。後に全患協）が結成され、療養環境
の改善などを求めて国会議員や厚生省に直接働き
かける患者運動が始まった。
　このように、一方では旧態依然とした方針の継
続・強化があり、また一方ではそれを崩しかねな
いまったく新しい事態が出現するという状況が生
まれた。そうした中、参議院厚生委員会は、戦没
者遺族の援護、保険経済、助産婦等、結核といっ
た課題と共に、らいについて調査するための小委
員会を設置し（44）（45）、新たならい対策を模索し始め
た。このらい小委員会は1951（昭和26）年６月に
九州の療養所を視察し、11月にはいわゆる三園長
証言の聴取を行った（46）。一方全癩患協は発足後間
もなく、「癩予防法」改正を議論し始め、全支部
の代表が初めて一堂に会した1952（昭和27）年の
第一回支部長会議では、望ましい法改正の要点を
まとめた。これを「ハンゼン氏病法＜草案＞」（47）

として、厚生委員会の長谷川保衆議院議員を通じ
て国会に提出し、法改正を実現しようとした。と
ころが提出直前になって、それまで法改正の意思
はないとしていた厚生省が法案提出を譲るよう長
谷川議員に働きかけ、「ハンゼン氏病法＜草案＞」
を下敷きにした厚生省作成の法案が国会に提出さ
れて、1953（昭和28）年８月「らい予防法」とし
て成立した。全患協は、厚生省案の望ましくない
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内容を知った1953年３月から、国会解散を経て再
提出・成立した８月までの間、断続的にらい予防
法闘争を展開した。この反対運動と参議院厚生委
員会の働きかけにより、「らい予防法」には付帯
決議が付き、以後全患協運動の足がかりとなって
いった。

完成をみた「10年計画」と現実とのズレ
　「らい予防法」制定を実現した厚生省は、1953（昭
和28）年９月、国立らい療養所長に「「らい予防法」
の施行について」（48）と「「らい予防法」の運用につ
いて」（49）を、各都道府県知事に「「らい予防法」
の施行について」を通知した。所長に対しては、
親族らへの福祉、入所患者の福利増進・更正指導・
教育、保育児童の福祉等を充実させるのだから、
入所患者の外出制限を厳格に実行すること、「患
者療養心得」の周知により秩序維持の実施は慎重
にしつつも必要な場合は厳正に行うことなどを求
めた。知事に対しては、患者収容が基本的人権の
重大な制約になること、秘密保持、家族の福祉等
について、注意を求める内容だった。また翌年４
月には、親族の援護を都道府県知事によるものと
して「らい予防法」の改正を行い、充実を図った。
　ちょうどこの頃から、化学療法により治った者
が増え、軽快退所者も増加していった。厚生省は
1956（昭和31）年、「らい患者の退所決定暫定準
則」（50）を各療養所長にだけ内々に示した。しかし

「準則」は退所を認める条件を厳しく設定し、治
癒や再発のおそれの判定は困難、この準則をもっ
て積極的に退所させる意図はないとしていた。そ
の２年後には藤楓協会の事業として、軽快退所者
世帯更正資金貸付事業も開始した（51）。「軽快退所
するものの社会復帰を一層促進させる」としなが
らも、対象者となる条件・金額・返済期限などの
設定は厳しいものだった。厚生省はまだ軽快退所

（48）	「らい予防法の施行について」昭和28年９月16日　国立らい療養所長あて厚生事務次官通知

（49）	「らい予防法の運用について」昭和28年９月16日　各国立らい療養所長あて厚生省医務局長通知

（50）	「らい患者の退所決定暫定準則」昭和31年　厚生省

（51）	「世帯更生資金の貸付について」昭和33年10月23日　各国立らい療養所長あて国立療養所課長通知

（52）	 全患協ニュース　1963年３月15日号

（53）	 全患協ニュース　1963年５月１日号

（54）	「ハンセン氏病の新しい知識」1963年６月　らい予防法改正研究委員会　全国々立療養所ハンセン氏病患者協議会

に消極的だった。この年は「らい予防法」制定か
らわずか３年後だったが、その一方で、かつて厚
生省が必要と考えた化学療法の治験期間10年を迎
える年でもあった。もはや化学療法の効果による
多くの治癒者の出現は無視できず、戦後再開した
根絶策の継続は急速に現実離れしたものになって
いた。加えて1956（昭和31）年のローマ会議や、
1958（昭和33）年に東京で開催された第七回国際
らい学会議などが、海外におけるらい対策の潮流
との乖離を知らしめた。

従来のハンセン病対策の継続と実質的変
化
　全患協は1962（昭和37）年12月、「らい予防法
改正研究委員会」を設置して高島重孝長島愛生園
長に協力を求めた。ちょうど全患協本部が長島愛
生園に置かれている時期だった。高島の依頼によ
り、らいの現状に明るい６人の専門家が招かれ、
1963（昭和38）年１～２月に講演を行った（52）。ま
た４月には厚生省から大村潤四郎療養所課長と小
西宏結核予防課長が呼ばれ、講演した。いずれも
現行のらい予防法・療養所運営・予防行政の在り
方について、見直しの必要性もしくは見直しの可
能性を述べるものだった（53）。全患協は、厚生省両
課長を除いたこれらの講演録に、療養所における
臨床や予防行政について全国10の療養所長と医務
部長らがどのように考えているのかを尋ねたアン
ケートの回答を加えて、1963年６月20日『ハンセ
ン氏病の新しい知識』を刊行した（54）。この中で高
島をはじめ、各所長らも概ね見直しを主張してい
た。また同日から開催した第８回支部長会議では、

「らい予防法」の改正と隔離政策による損失補償
を含む運動方針を決定した。この決定に基づき全
患協は、らい予防法闘争から10年後にあたるこの
年の８月、再びらい予防法改正運動を行い、厚生
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大臣に「らい予防法改正に関する要請書」（55）を提
出した。絶対隔離政策の踏襲、不完全な医療・福
祉、退所者に対する保障の欠落など、「らい予防法」
の不備を指摘した上で、19項目に渡り改正を求め
た。またここで初めて強制隔離による損失の補償
を要求した。これに対し厚生省は、「補償という
正面だったものは賛成出来ない。しかし、そのか
わり療養生活の面で厚い対策を考えていきたい。」
と回答し、早くも療養所内の改善を強制収容の補
償の代わりとする意向を示している（56）。続く10月
の陳情では、小西宏結核予防課長が、「三十九年
度にらい予防制度調査会を作るべく予算要求して
いる。その調査会において制度の改正について考
えたい。」「厚生省としても早く改正したいと思う
が、（中略）改正時期については三十九年度研究
して、四十年度改正する。」と予防法改正の具体
的な時期について明言している（57）。厚生省は1958

（昭和33）年、各都道府県知事宛に出した「らい
予防事業の実施について」において、「最近は医
療の進歩により療養所を軽快退所する患者も逐年
増加の傾向にあり、その社会復帰の円滑化が緊急
の課題となりつつある。」「らいは早期に発見し早
期に適正な治療をうければ治り得る病気であるこ
とを周知徹底」「あらゆる機会を通じて国民一般
に正しい知識を普及し、らいの現状を認識させる」
と述べていた（58）。1964（昭和39）年には、らい回
復者の社会復帰の促進を目的に掲げた就労助成金
制度が始まった（59）。この時期厚生省はすでに、患
者の隔離以外に伝染を防ぐ手立てがないという旧
来からの認識を改め、それを前提とした根絶策か
らの転換の必要性を認めていたものと考えられ
る。1963年は、「らい予防法」改正の機運が最も
高まった時だった。にもかかわらず現実には、「ら
い予防法」の改正が企図されることも、「らい予
防法」を厳格に適用しないらい対策の実質的転換
が社会に示されることもなかった。その理由とし
ては、全患協が打ち出した隔離政策による損失補
償に応じられないとしながら療養所内の改善のた

（55）	 全国々立療養所ハンセン氏病患者協議会「らい予防法改正要請書」1963年７月

（56）	 全患協ニュース　1963年８月15日号

（57）	 全患協ニュース　1963年10月15日号

（58）	「らい予防事業の実施について」昭和33年10月13日　各国立らい療養所長あて厚生省医務局長通知

（59）	「らい回復者に対する就労助成金制度について」昭和39年10月26日　各国立らい療養所長あて厚生省医務局長通知

めの予算獲得をもってそれに代えようと厚生省が
考えたこと、翌年の六・五闘争を受けて厚生省内
の態度が硬化したこと、全患協が療養所内での生
活や医療の改善を運動の主軸に置くようになって
いったことなどがあげられる。

もうひとつのハンセン病対策
　ちょうど同じ頃、沖縄ではらい対策のためのも
う一つの法律が誕生していた。1961（昭和36）年
に成立した「ハンセン氏病予防法」である。
　奄美と沖縄を含む南西諸島は、1945（昭和20）
年沖縄戦下もしくは終結直後にアメリカ海軍が出
した「ニミッツ布告」や、1946（昭和21）年２月
２日にGHQが出した「二・二宣言」により、北
緯30度以南が日本本土と行政分離された。南西諸
島は、沖縄諸島、宮古諸島、八重山諸島、奄美諸
島に分けられ、それぞれ沖縄諮詢会、宮古支庁、
八重山支庁、大島支庁が置かれて、アメリカ軍政
府の下で分割統治された。これらは1946 ～ 47（昭
和21 ～ 22）年にかけて、沖縄民政府、宮古民政府、
八重山民政府、臨時北部南西諸島政庁となり、さ
らに1950（昭和25）年11月、沖縄群島政府、宮古
群島政府、八重山群島政府、奄美群島政府となる
に至って、実質的な制約はあるものの知事と議会
議員の公選制が取り入れられた。また同年12月に
は ア メ リ カ 軍 政 府 か ら 琉 球 列 島 米 国 民 政 府

（USCAR）に代わり、各群島政府をまとめる中央
政府設立を目指すこととなった。しかしサンフラ
ンシスコ平和条約の内容が、北緯29度以南の南西
諸島をアメリカの施政権下に置くものであること
がわかると、日本復帰を求める声が強まったため、
条約発効日である1952（昭和27）年４月28日直前
の４月１日、USCARは自らの下に司法・立法・
行政の三権を有する琉球政府を設置し、各群島政
府を廃止した。翌年12月、奄美諸島だけが日本に
返還された。
　こうしたアメリカの統治下におけるハンセン病
政策は、同時期の日本のそれとは当然違っていた。
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1946（昭和21）年２月沖縄ではアメリカ海軍軍政
府から、患者全てを屋我地島癩療養所（前の国頭
愛楽園）へ隔離するよう指示した「軍政府本部指
令第115号」や、患者以外の者が屋我地島へ立ち
入ることを制限した「同第116号」が公布され
た（60）。翌年２月には、各民政府が療養所を創設し、
患者の隔離・治療を行い、患者の逃走や隠蔽と療
養所への立ち入りについて罰則をもって禁止する
等とした、「アメリカ軍政府特別布告第13号」が
出された（61）。奄美諸島では、1947（昭和22）年７
月アメリカ軍政官が奄美和光園の増床を指示し
た。プロミン治療が始まったのは、奄美和光園と
宮古南静園が1949（昭和24）年１月、沖縄愛楽園
が３月で、同年９月には、以後プロミン治療を進
めるスコアブランドがアメリカ軍政府公衆衛生部
長に就任した。1950（昭和25）年９月、３療養所
はアメリカ軍政府から各群島政府に移管され、さ
らに1952（昭和27）年４月、琉球政府設置に伴い
同厚生局の所管となった。罰則は廃止になったが、

「アメリカ軍政府特別布告第13号」の下、依然と
して完全隔離を目的とした施策は続いていた。
1953（昭和28）年12月日本返還に伴い、奄美和光
園は日本の厚生省が所管する国立療養所となり、
奄美諸島は８月に成立したばかりの「らい予防法」
の下、日本のらい対策の適用を受けることとなっ
た。後に沖縄が日本に復帰する時と違い、法令は
違えど共に強制隔離を基本方針とする対策間での
移行だったため、特に“問題”はなかったものと考え
られる。一方沖縄では、1954（昭和29）年７月レオ
ナルド・ウッド記念財団の医務主任ダウルらが、

「LEPROSY IN THE RYUKYU ISLANDS-1954」
を出した。この通称「ダウル報告書」は、沖縄に
おけるらい対策の現状、有病率、沖縄愛楽園と宮
古南静園入所者の状態等に関する調査報告を行っ
た上で、飲み薬であるDDSの活用、両園の治療・
設備・職員等の改善、検診や在宅治療を含む公衆
衛生対策の確立等を勧告していた（62）。これを受け

（60）	 沖縄県ハンセン病証言集編集総務局 編『沖縄県ハンセン病証言集　資料編』沖縄愛楽園自治会・宮古南静園入園者自治会 発行　2006年

（61）	 沖縄県ハンセン病証言集編集総務局 編『沖縄県ハンセン病証言集　資料編』沖縄愛楽園自治会・宮古南静園入園者自治会 発行　2006年

（62）	 沖縄県ハンセン病証言集編集総務局 編『沖縄県ハンセン病証言集　資料編』沖縄愛楽園自治会・宮古南静園入園者自治会 発行　2006年

（63）	 沖縄県ハンセン病証言集編集総務局 編『沖縄県ハンセン病証言集　資料編』沖縄愛楽園自治会・宮古南静園入園者自治会 発行　2006年

（64）	 沖縄県ハンセン病証言集編集総務局 編『沖縄県ハンセン病証言集　資料編』沖縄愛楽園自治会・宮古南静園入園者自治会 発行　2006年

（65）	「ハンセン氏病予防法」　『琉球政府公報　第68号』1961年８月26日

て「アメリカ軍政府特別布告第13号」は、事実上
の廃止となった。1956（昭和31）年４月にはロー
マ会議があり、1958（昭和33）年11月には第７回
国際らい会議（東京）が開催された。第７回国際
らい会議に参加したアメリカ民政府公衆衛生福祉
部長マーシャルは、沖縄に戻ると急激に在宅治療
を提唱し始め、退所可能な入所者が多いはずとし
て宮古南静園の転用にまで言及した（63）。これは

「マーシャル旋風」と呼ばれて、関係者の間に動
揺を巻き起こした。この頃から次第に沖縄のらい
対策は、開放治療へと政策転換する機運が高まっ
ていった。また同年３月から日本は、沖縄の２療
養所に対して医師を派遣する医療援助を始めてい
た。沖縄のハンセン病対策の現状を調査するため、
日本の厚生省から派遣された難波政士と滝沢正
は、1961（昭和36）年１月、「琉球におけるらい
対策に関する調査報告書」をまとめた。このいわ
ゆる「難波・滝沢報告」は、在宅治療を前提に、
患者の管理方式確立、患者教育の必要性、らいを
特殊な疾病として扱わないこと、軽快退所基準の
明確化と社会復帰の促進、園外厚生施設の設置、
収容して治療する場合は一般病院も可能、らいに
関する啓蒙教育は学校教育を重視、らい専門医の
養成、沖縄全島での検診等を勧告した（64）。これを
受けて同年８月、退所、在宅治療制度、疫学調査
などの規定を持つ「ハンセン氏病予防法」（65）が制
定された。日本で『ハンセン氏病の新しい知識』
が刊行され、全患協の改正要請運動が行われるな
ど、「らい予防法」改正の機運が最も高まった
1963（昭和38）年よりも、およそ２年前のことだっ
た。沖縄らい予防協会は、1962（昭和37）年６月
那覇市に特別皮膚科無料診療所を設置し、ハンセ
ン病の外来診療を開始した。また1964（昭和39）
年６月には、回復者の社会復帰を促進するための
職業補導施設である後保護指導所（厚生指導所）
を設置した。宮古島では1968（昭和43）年１月に
皮膚科無料診療所、石垣島では1970（昭和45）年
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５月に八重山社会医療センターが開設した。こう
した在宅治療制度と厚生指導事業は、沖縄が日本
に復帰した1972（昭和47）年５月以降も、「沖縄
県振興開発特別措置法」により維持された。また
日本復帰に伴い、沖縄愛楽園と宮古南静園は国立
療養所となった。後に見るように、この時期すで
に日本では、「らい予防法」の形骸化が進んでいた。
同じ法律の下にありながら基本方針の異なる２つ
の対策が併存することになったが、日本において
も実態としては沖縄の対策に抵抗のない状態に
なっていたためか、「らい予防法」の法文上の整
序が図られることはなかった。

療養所内に集中していくハンセン病対策
実現の場
　高齢化の進展、重い後遺症の残存、故郷との絶
縁などの理由により、社会復帰が望みにくい入所
者の割合が増えた。そのためこの後の全患協運動
は、看護切替を強く求めた六・五闘争（1964年）、
入所者間の収入格差是正を実現した自用費制度導
入（1971年）、ハンセン病療養所の医療の充実を
図る総決起集会と医者よこせデモ（1972年）、病棟・
居住棟などの更新築を進める施設整備（1970年代
以降）、盲人・高齢者・身体障害者への対応充実
を図る三対策（1970年代以降）など、療養所内の
生活や医療の改善に要求の重点を置くようになっ
ていった。1968（昭和43）年に発足した、超党派
の国会議員で作るハンセン氏病対策議員懇談会
は、全患協のこうした要求の実現に大きな力と
なった。1971（昭和46）年から用いられるように
なったリファンピシンは、数日の服用で菌の感染
力を失わせる、殺菌作用を持った治療薬だった。
この薬の登場は、「らい予防法」が定める「伝染
せさるおそれがある患者」の収容の必要性を失わ
せた。患者の隔離以外に伝染を防ぐ手立てがない
という旧来からの認識を前提に成立した「らい予
防法」とらい対策は、完全にその根拠を失ったの
である。全患協から様々な療養所改善要求を受け

（66）	「らい医学の手引き」高島重孝監修　「らい医学の手引き」刊行会編集　克誠堂出版発行　1970年

（67）	 全患協ニュース　1975年９月15日号

（68）	 全患協ニュース　1976年３月１日号

（69）	 らい療養所所長連盟「らい予防法」改正草案（昭和51年９月４日）　犀川一夫『ハンセン病政策の変遷』　沖縄県ハンセン病予防協会発行　
平成11年３月より

ていた厚生省は、強制隔離による損失補償を含む
「らい予防法改正に関する要請書」を突きつけら
れた1963（昭和38）年あたりから、「らい予防法」
を厳格に適用しない実質的ならい対策の転換ばか
りでなく、「らい予防法」自体を療養所予算獲得
の理由として使う“転用”を始めた。厚生省は、
表向き損失補償には応じられないとしながら、療
養所内の改善に努めることで補償に代えると考え
ていた。全患協の要求のほとんどが療養所内の改
善だったこともあり、藤楓協会に委託していた事
業の一部を除けば、以後政策実現の場面の多くは
療養所の中になり、厚生省が公に表明しないまま
その状態が進んだために、社会が「らい予防法」
の形骸化やらい対策の実質的な「転換」を知る機
会はほとんどなくなっていった。
　1970（昭和45）年11月に発行された『らい医学
の手引き』は、「らい予防法」について弊害と改
正の必要性を述べていた。この書籍は、国立療養
所の園長や医長といった管理職、国立多摩研究所
の医務部長、らいの治療を行っている大学病院の
教授ら総勢39人が分担執筆したもので、治療や研
究を行う現場の認識を反映している（66）。また、
1975（昭和50）年全患協が、「将来の療養所のあ
り方研究会」において三たび「らい予防法」の検
討に着手し（67）、所長連盟にも努力を求めたのを受
けて、所長連盟は1976（昭和51）年１月「らい予
防法研究班」を設置した（68）。同年９月、所長連盟
は「全国国立らい療養所所長連盟らい予防法改正
試案」（通称 石原試案）をまとめた（69）。この試案は、
入所しなくても治療を受けられるようにする、入
所を強制しない、療養所の役割を伝染性解消と重
い合併症の治療に置く、療養の必要が無くなった
らその旨を患者に説明する、らいの予防・医療・
福祉に関する厚生大臣の諮問機関として「らい予
防審議会」を設置する、などの内容からできてい
た。所長連盟はこの試案を全患協に提示したが、
強制退所を危惧する全患協と折り合えず、結局厚
生省に提出するまでには至らなかった。しかし「ら
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い医学の手引き」のような内容の書籍を発行し、
また予防法改正案を何の反対もなく準備できたこ
と自体、もはや「らい予防法」やらい対策が完全
に実効性を失っているとの共通認識が、厚生省や
療養所の医師たちの間で常識化していたことを示
している。1981（昭和56）年12月には、全患協の
陳情に対して森下元晴厚生大臣が「ハンセン病対
策に対する過去の過ちは、社会、国の罪である。
それを償う気持ちでやりたい」と発言した。この
発言は以後の厚生大臣にも基本的に引き継がれて
いったが（70）、1963（昭和38）年あたりから始まっ
た「らい予防法」の“転用”が継続していたこと
を意味していた。こうした状態を反映して、1970
年代半ば以降、退所や外出を厳しく制限すること
はなくなり、入所者はかなり自由に療養所の外に
出ることが可能になっていった。1983（昭和58）年、
厚生省は藤楓協会に委託してハンセン病予防事業
対策調査検討委員会を設置し、ハンセン病対策の
検討を始めたものの、「らい予防法」の形骸化に
伴い、問題としての認識は希薄になっていった。

「10年計画」の“終焉”と“新たなハンセン
病対策”の開始
　マスコミがエイズをセンセーショナルに報道
し、1987（昭和62）年に厚生省がエイズ予防法案
を策定すると、その法案と「らい予防法」との類
似性を指摘する声が新聞への投書などからあが
り（71）、「らい予防法」は期せずして注目を集める
こととなった。そのため所長連盟は同年、「「らい
予防法」の改正に関する請願」（72）を厚生省に提出
した。全患協は1985（昭和60）年以降、今一度「ら
い予防法」の改正に取り組もうとした。療養所内
の改善において、長年少しずつ積み上げてきた全
患協運動の成果を失うことを懸念する声も根強
かったが、組織内の紆余曲折を経て、1991（平成

（70）	 全患協ニュース　1987年11月１日号

（71）	 大西巨人「「エイズ法案」の不条理」朝日新聞　1987年５月19日夕刊

（72）	 全国国立ハンセン病療養所所長連盟（仮称）　「らい予防法」の改正に関する請願（昭和62年３月）　大谷藤郎『らい予防法廃止の歴史』勁草
書房　1996年　より

（73）	 全国ハンセン病患者協議会　「らい予防法」改正に関する要請書　平成３年４月

（74）	 全患協ニュース　1994年２月１日号

（75）	 全患協ニュース　1994年５月１日号

（76）	 日本らい学会雑誌　1994年　総会特別号

３）年「「らい予防法」改正に関する要請書」（73）

を下条進一郎厚生大臣に提出した。これを受けて
藤楓協会に設置されていたハンセン病予防事業対
策調査検討委員会は、1992（平成４）年３月「ら
い予防法」改正の検討に着手した。
　1994（平成６）年１月、ハンセン病予防事業対
策調査検討委員会がまとめる結論の方向性につい
て聞くため、全患協は藤楓協会の大谷藤郎理事長
と懇談した。大谷は「らい予防法」の改正は必然
的に廃止になるとの見解を述べ、全患協はその旨
を機関誌「全患協ニュース」に掲載した（74）。この

「大谷見解」は全国の入所者の間に不安と期待を
呼び起こしたため、同年４月の第44回臨時支部長
会議（多磨）において、大谷は再度各園代表の前
で見解について説明した。説明を聞いた全患協は
運動方針の変更を迫られ、らい予防法改正運動の
すすめ方については結論を保留し、各支部が持ち
帰って検討した上で、10月31日までに本部が集約
すると決定した。また直後の「全患協ニュース」
５月１日号に「大谷見解」の全文を掲載し、「ら
い予防法の「部分改正」を求める全患協の要求は、

（中略）法の廃止に繋がる必然性を含んだ要求で
あることが明らかになりました。」とコメントし
た（75）。
　一方この「大谷見解」を知った日本らい学会は、
1994年５月13・14日に開催される第67回総会にお
いて、急遽大谷に特別講演を依頼した。この場で
大谷は、「らい予防法」は廃止されるべきと述べ
た（76）。日本らい学会はこれを機に「らい予防法検
討委員会」を設置した。同年８月、全患協から大
谷見解について問われた厚生省エイズ結核感染症
課長尾嵜新平は、「（担当課として）基本的には同
じ考え方である。（中略）（法律が）どういう形に
なろうと、今の形が無くなって、療養所から出て
行ってくださいよ、ということは基本的に考えら
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れない」と発言した（77）。同年11月所長連盟は、廃
止と代替立法の同時実施を主張する「らい予防法
改正問題についての見解」を発表した（78）。
　全患協は1995年１月の第45回臨時支部長会議

（多磨）において、「らい予防法改正に関する要請
書」（1991年）の内容を補強した「らい予防法改
正を求める全患協の基本要求」を決定した（79）。「ら
い予防法」検討委員会で検討を重ねてきた日本ら
い学会は、同年４月の第68回総会で、廃止を主張
する「「らい予防法」についての日本らい学会の
見解」を発表した。これをもって、主要な関係者
の意見が廃止で出そろった。同年５月、ハンセン
病予防事業対策調査検討委員会（藤楓協会）は法
廃止を視野に抜本的見直しを求める中間報告を出
した（80）。同年７月６日、全患協は井出正一厚生大
臣に予防法の見直しについて要請し、同日厚生省
保健医療局長の私的検討会である「第１回らい予
防法見直し検討会」が藤楓協会で開催された。こ
の検討会は同年12月８日、廃止を強く求める報告
書を提出した（81）。1996年１月18日、菅直人厚生大
臣は厚生大臣室で全患協の各支部長たちを前に、

「らい予防法」の見直しが遅れたこと、法の存在
により患者と家族の尊厳を傷つけ苦しみを与えて
きたこと、優生手術により身体的・精神的苦痛を
与えたことについて謝罪した（82）。同年３月31日

「らい予防法の廃止に関する法律」（83）が国会で成
立し、翌４月１日施行された。

（77）	 全患協ニュース　1994年９月１日号

（78）	 全国国立ハンセン病療養所所長連盟「らい予防法改正問題についての見解」平成６年11月８日　全国ハンセン病療養所入所者協議会編『復
権への日月』光陽出版社　2001年　より

（79）	 全国ハンセン病患者協議会「らい予防法改正を求める全患協の基本要求」平成７年１月24日　全国ハンセン病療養所入所者協議会編『復権
への日月』光陽出版社　2001年　より

（80）	「ハンセン病予防事業対策調査検討委員会中間報告書」1995年５月11日　藤楓協会『創立五十周年誌』平成19年　より

（81）	「らい予防法見直し検討会報告書」1995年12月８日　藤楓協会『創立五十周年誌』平成19年　より

（82）	「全国ハンセン病患者協議会に対する厚生大臣発言要旨」平成８年１月18日

（83）	「らい予防法の廃止に関する法律」　『官報　号外特第５号』平成８年３月31日

（84）	 判決文

（85）	「ハンセン病問題の早期かつ全面的解決に向けての内閣総理大臣談話」平成13年５月25日　ハンセン病問題対策協議会における合意に基づく
新聞掲載広告より

（86）	「政府声明」平成13年５月25日　厚生労働省健康局疾病対策課『平成20年度「ハンセン病を正しく理解する週間」資料』より

（87）	「ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律」　『官報　号外第127号』平成13年６月22日

（88）	「基本合意書」平成13年７月23日／同　平成14年１月28日

（89）	「ハンセン病問題対策協議会における確認事項」平成13年12月25日　以降2018年度現在まで毎年

再び社会が認識するハンセン病対策へ
　「らい予防法」廃止後の1998（平成10）年７月
31日、星塚敬愛園と菊池恵楓園の入所者13人が、
同法存続の責任を問い、隔離政策に起因する損失
の補償を求めて、国を被告とする「らい予防法違
憲国家賠償請求訴訟」を熊本地方裁判所に起こし
た。岡山地裁、東京地裁でも同様の提訴がなされ、
熊本地裁判決が出た2001（平成13）年５月の段階
で、原告となった回復者数は全国で1700人に及ん
だ。熊本地裁は原告側勝訴の判決を下し（84）、国は
総理大臣談話（85）と政府声明（86）を出した上で控訴
を断念し、和解に応じた。2001（平成13）年６月
22日「ハンセン病療養所入所者等に対する補償金
の支給等に関する法律」（87）が制定され、在園年数
に応じて全入所者を対象に補償金が支払われた。
また同年７月と翌2002（平成14）年１月に原告・
被告間で「基本合意書」（88）が交わされ、国は名誉
回復措置を講じ、残る課題の解決に向け「ハンセ
ン病問題対策協議会」を設置して毎年話し合いの
場を設けることなどが決まった。この「ハンセン
病問題対策協議会」は原告団、弁護団、全療協で
組織する統一交渉団と厚生労働省との間で以後毎
年開催され、「確認事項」（89）を取り交わし、国の
ハンセン病政策の方向性を左右する重要な位置を
占めるものとなった。2005（平成17）年10月25日
には、韓国ソロクト病院と台湾 樂生院の入所者
が日本の植民地支配時代の癩対策への補償を求め
た裁判の判決が出され、和解により補償が行われ
ることとなり、2006（平成18）年２月10日「ハン
セン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に
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関する法律」が改正された（90）。
　一方でその間も、回復者の高齢化と人数の減少
は進み続け、療養所の存続自体が不安視されるよ
うになった。長年療養所に暮らしてきた多くの入
所者にとって、療養所は唯一残された生活と医療
の場となっているため、療養所の閉鎖は文字通り
死活問題だった。療養所内にいても社会と遜色の
ない生活が送れることを実現し、回復者しか利用
できない療養所の位置づけを改めて、地域開放や
他機能導入などを可能にすることで療養所の存続
を図ろうと、2008（平成20）年６月18日、「らい
予防法の廃止に関する法律」に代わって「ハンセ
ン病問題の解決の促進に関する法律」（91）（通称「ハ
ンセン病問題基本法」）が成立した。同法に基づき、
最後の一人になっても入所者が安心して暮らせる
状態の実現を目指して、療養所ごとに適した将来
構想の模索が続いている。しかし入所者がいなく
なるまでの間の療養所の将来構想と、いなくなっ
た後も人権学習等のための社会資源として療養所
を存続させていく永続化問題との間を、どのよう
につないで両立させるのかは、大きな課題となっ
ている。2014（平成26）年には、ハンセン病の後
遺症である身体障害を持ち、老齢となった入所者
の日常生活を支える必要から、入所者１人に必要
な看護師・介護員数を1.5人とし、その比率を
2018（平成30）年度段階で実現して、以後も維持
していくことが決まった（92）。その一方で、医師不
足は慢性化したままとなっている。
　2016（平成28）年２月には、患者・回復者の子
どもや兄弟姉妹も国のハンセン病対策によって被
害を受けたとして、「ハンセン病家族訴訟」が起
こされた。社会の偏見・差別は少なくなって来て
いるとも言われるが、回復者であることを周囲に
明かせない状況は依然として続いており、退所者・
非入所者が再入所・新規入所せざるを得ない原因
になっているとも言われている。2018年11月現在、
国立療養所で最も入所者数が少ないのは奄美和光
園で、24人となっている。数年後には、ハンセン
病療養所ではない別の施設への転換が予想され

（90）	「ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律」　『官報　号外第28号』平成18年２月10日

（91）	「ハンセン病問題の解決の促進に関する法律」　『官報　号外第129号（平成20年６月18日）』より

（92）	 全患協ニュース　2014年10月１日号

る。全国の国立ハンセン病療養所はどこも、ハン
セン病回復者である入所者がいなくなる時を目前
に控える状況にあり、閉鎖や転換などによりハン
セン病療養所としては存在しなくなる時代にさし
かかっている。現在、国のハンセン病対策には、
療養所の閉鎖や転換に伴い単に終止符が打たれる
のではなく、先述の療養所の永続化問題や、療養
所ごとの社会交流会館設置や、瀬戸内３園が取り
組む世界遺産化運動に見られるような、これまで
の100年以上におよぶ歴史や回復者が生きた証を
残すことに、方向転換していくことが望まれてい
る。

おわりに
　2007（平成19）年の国立ハンセン病資料館リ
ニューアルオープンに伴う、常設展示の全面更新
に、私は当時３人いた学芸員の１人として関わっ
た。全体的な展示構成と趣旨は、高松宮記念ハン
セン病資料館時代のものを踏襲し、展示手法も高
松宮記念時代に主に用いていた、実物資料を数多
く直接見せる列品展示的な方法を引き継いで、あ
えて露出展示も取り入れた。反対に映像や、パソ
コンを操作する仕掛けは、必要最低限に抑えた。
展示というものは実物資料が中心だとの至極まっ
とうな考え方が、高松宮記念時代の常設展示には
あったからだ。この方針に基づいて展示プランを
作った。解説文は、その展示プランを見て成田館
長が書いた文章を下敷きにして、作成した。
　その中で展示室１は、日本におけるハンセン病
対策の歴史的な経緯を追うための部屋との位置づ
けだった。しかしハンセン病対策の流れを、今日
まで順序立てて丁寧に追った書籍等がある訳では
なかった。当時のハンセン病の通史的な記述は、
療養所内の出来事を中心に、時折政策を取り上げ
たものが主で、別々のレールの上にあるものを無
理に一つの線で結びつけているかのような印象が
あった。直感的に、この事象とこの事象との間に、
何かすっぽりと抜け落ちているものがあるとは
思っても、それが何なのかを知ることは、容易で
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はなかった。細かく切れた断片をどうにかあては
めて、元の絵を無理矢理に想像する。そんな作業
をしているようだった。
　以来、自分自身の課題として、いつか通史的把
握をしなければならないと思い続けてきた。個々
の事象はもちろん、大まかな流れ、事象同士の関
連性、後世に与えた影響の強弱、全体や個別の事
象への評価といった、ハンセン病対策全体を通観
した歴史認識を、自分なりに持たなければならな
いと考えてきた。今回の叙述は、そのための一歩
にあたる。これが社会のハンセン病の通史的把握
を進めることに何らかの形で役立つのであれば、
もちろんありがたい。しかし私は国立ハンセン病
資料館の学芸員なので、当館に対する研究成果の
還元として、次の常設展示更新に役立つなら幸甚
である。

15





阿部　安成

　　　１
　本稿には、2019年１月時点で、国立療養所大島
青松園社会交流会館図書室（書庫をふくむ。以下、
社交館図書室、とする）で保管されている蔵書の
一部の目録を掲載する。同館図書室には、それぞ
れにかつての保管場所が異なる収蔵図書がある。
それらの旧蔵場所をおおまかにあげると、①文化
会館図書室（書庫をふくむ）、②12寮、③高松市
立庵治第二小学校、④全療協大島支部入所者自治
会事務所（以下、自治会事務所、とする）である。
　①わたしはこれまでに、国立療養所大島青松園

（以下、療養所名の表記から、国立療養所、を略す）
キリスト教霊交会の教会堂図書室にある蔵書の目
録をつくり、そののちに、療養所をめぐる「書史
論」を主題とした稿において、これから着手すべ
き仕事のひとつに文化会館図書室にある図書の総
点検と目録作成をあげた（1）。この図書室には、窓
と戸をのぞいた壁面のほぼすべてに木製の書棚が
備えつけられ、いくつかの項目に分類された図書
がならんでいた。その厖大な冊数に気おくれして
しまい、しかもさまざまな事情がかさなって、な
かなか目録づくりにとりかかれなかったところ、
ようやく2015年におおよその方針をさだめたうえ
で、蔵書の総点検を始めることができた（2）。それ
からは石居人也がおもに動いて目録づくりをすす
めている。いまのところ、書庫もふくむこの図書
室の蔵書のおおまかにではあれその全貌は、石居
ただひとりが把握している。彼は、大島以外の場
所でも蔵書の書誌情報をみるために、逐次刊行物
などをのぞいたほぼすべての蔵書の奥付などをデ
ジタルカメラで撮影した。彼こそがもっとも数多
くの文化会館蔵書１冊ずつに手をふれている。こ
の蔵書目録も、ちかぢかつくり終わる予定である。

（1）	 同目録は、阿部安成「国立療養所大島青松園キリスト教霊交会蔵書について―香川県大島の療養所を場とした知の蓄積と発信」（Working 
Paper Series No.107、滋賀大学経済学部、2009年３月）に掲載し、書史論は、阿部安成「島の書、書の園―国立療養所大島青松園をフィー
ルドとした書史論の試み（『国立ハンセン病資料館研究紀要』第２号、2011年３月）で展開した。

（2）	 「プロジェクト研究活動報告」（執筆は阿部。『滋賀大学環境総合研究センター研究年報』第13巻第１号、2016年）。

（3）	 前掲阿部安成「島の書、書の園」60ページ。

　②大島青松園の12寮には、瀬戸内国際芸術祭
2013（以下、アートセトウチ2013、とする）以降、
展示作品「北海道書庫」が設けられた。この書庫
におかれた図書（雑誌とそのほかをのぞく）の目
録を本稿に収載した。
　③2017年度末をもって高松市立庵治第二小学校
が休校となった。それにともない、同校にあった

「潮騒文庫」が2018年３月に自治会事務所に持ち
こまれた。この文庫には同校の生徒たちがつくっ
た木製の看板があり、その裏面に「森川重信氏寄
贈2001年10月吉日」と記されている。
　④自治会事務所にあった図書がすこしずつ社交
館図書室に搬入されている。
　現在、大島青松園社交館図書室で保管されてい
るさきにあげた４蔵書のなかから、②の目録をこ
こに掲載する。その蔵書を、「歌句詩文庫（仮称）」
という。

　　　２
　ここで、書史とはなにかをあらためて示してお
こう。わたしは史料という専門用語にかえてその
語を用いた――「書籍や書物という意味にくわえ
て、それらの歴史もあらわすという」この言葉を
梃子として、「療養所とそこに暮した療養者たち
の生への理解を少しでもまえに進め」ようとは
かったのだった（3）。ここには、過去を再現しよう
とするときに記録の内容や様式を証拠とするとい
うよりも、その記録が残ったり残らなかったりし
たり、いちどつくられた記録がそののちどのよう
に参照されたりされなかったりしてきたのかと
いった、過去を組みたてるときの手がかりとなる
記録が経てきた軌跡をふまえて、過去のようすが
歴史という連なりとなってかたちづくられてゆ

［論文］
書史を伝えること、書史から考えること

―国立療養所大島青松園で蔵書目録をつくる―
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く、その仕組みをとらえようとのねらいがあった。
残された記録には、かならず複数の人びとがかか
わったその痕も籠っている。記録はまた、ひとと
ひととがかかわりあう媒

なかだち

でもある。書史とは、過
去からいまへと継がれた、書き記された記録であ
り、また、その歴史をもあらわすとともに、それ
にかかわった人びとの交

か

わしぐあいの痕跡でもあ
るのだ。
　こうした過去のたどり方、歴史の書き方は、大
島でのフィールドワークをふまえて、わたしがわ
が身に課したひとつの構えであり、過去や歴史へ
のむきあい方はこれひとつにとどまらず、もっと
多様であってよい。たとえば、アートセトウチの
大島での「ディレクター」は、同人が担う「大島
での取り組み｛つながりの家｝構想」に「入所者
の皆さんの記憶・生活・文化をのこして伝える」
ことをおくとのべていた（4）。「ハンセン病を正しく
理解する講演会」において発信されたこうした発
言をふまえて、そののちのアートセトウチ2013で
は、「2007年から国立ハンセン病療養所「大島青
松園」に通い、入所者と交流を深めて大島の声、
記憶、文化を伝える｛つながりの家｝に取り組ん
できた」といい得る展示作品として「大島資料室
／北海道書庫」をつくったのだろうし、さらには、
アートセトウチ2013の公式図録といってよい書籍
の「総合ディレクターの話⑥／「大島の在り方を
考える会」が始まった」と題されたページで、「歴
史・記憶の展示をすること」をおこない、「島の
記憶を遺し伝えていこうという願いを受けるなら
ば、葬儀、盆供養をしっかりとやれる体制をつく
る、記憶・記録のための施設を用意する」という

「居住者の思いを掲げ、わたしたちが伴走する際
のスタンス」を表明できたのだろうし、「大島の
記憶・記録の整理と発信」などのための「施設、
プログラムの検討、準備にかからなければならな
い」との決意をも示せたのだろう（5）。大島青松園

（4）	 高橋伸行「〈高松テルサ・ハンセン病を正しく理解する講演会において〉「大島での取り組み｛つながりの家｝」」（『青松』通巻第658号、
2011年６月、10ページ）。『青松』は国立療養所大島青松園協和会（自治会）の機関誌。

（5）	 坂井基樹ほか編『瀬戸内国際芸術祭2013』（美術出版社、2014年、158、162ページ）。

（6）	 北川フラム「瀬戸内物語(70)大島青松園社会交流会館完成 隔離島から希望の地へ」（WEB版「四国新聞社／SHIKOKU NEWS」2016年11
月26日）。

（7）	 島田昌治「社会交流会館～完成記念式典について～」（『国立療養所大島青松園広報誌 大島 せいしょう君だより』第１号、2017年３月号、
４ページ）。

（8）	 前掲坂井基樹ほか編『瀬戸内国際芸術祭2013』（159ページ）。展示作品の写真も掲載。

社会交流会館管理棟の完成にさいして、アートセ
トウチ総合ディレクターは、「瀬戸内国際芸術祭
が始まる際のこと、入所者の合意を得て大島がそ
の舞台になることが決まった時、入所者の人たち
の気持ちを享（う）け、それに伴走しようと思い
ました。ここでの、隔離され差別された中での記
憶とその中でも前向きに生きようとした希望につ
いてです。そこでの作業は、／（１）記憶・記録
を遺（のこ）す作業、外部の人にその実態を知っ
てもらい、交流する作業＝これが社会交流会館の
実現と、その中身につながりました」とも社会の
公器に記していた（6）。
　ただし、2016年10月28日の時点での「完成」と
は「社会交流会館の管理部門」のみで、それは「多
目的ホール、休憩室、それに第二面会人宿泊所に
あった「カフェ・シヨル」」にすぎず、「記憶・記
録を遺」す場所となるはずの展示室も図書室も開
いてはいない（7）。「中身」はあったのか、それはな
にを指すのか。

　　　３
　では、「つながりの家」の「大島資料室／北海
道書庫」とはなにか。アートセトウチ2013の公式
図録によるとそれは、「「北海道」と呼ばれる島の
北側の地区にある一般寮の部屋を「大島資料室」
として公開した。〔中略―引用者による。以下同〕
入所者の蔵書を集めた「北海道書庫」も設けた。
入所者が出版した書籍や、詩集、随筆、小説など
も自由に閲覧することができた」とのこと（8）。こ
の書庫については、アートセトウチの公式ホーム
ページでは、「大島の歌人の間で受け継がれてき
た蔵書を収蔵した」との説明もあった（2018年８
月13日閲覧）。2013年にわたしが大島でこの展示
作品をみたとき、解説や説明がないことに驚き、
その不思議なようすを記録し、それが「アートプ
ロジェクトが歴史の伝承の何をどこまで担うべき
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か」を論点とした稿で参照された（9）。
　アートセトウチは大島において、「歴史」より
も「記憶」の語を多用し、ときにそれと「記録」
の語をならべたうえで、それらを残す、伝えると
くりかえし唱えてきたのである。だが実態はどう
か。アートセトウチ2013閉幕後も閲覧できる公式
図録に載る「つながりの家」の写真をみると、「大
島資料室」と名づけられた寮のなかに図書がなら
べられたり積みあげられたりしているようすがわ
かる。そうした図書が「北海道書庫」なのだろう
と想像がつくが、写真をみるかぎりでも展示室に
作品解題や作品解説のパネルもシートもみえず、
この「北海道書庫」をとおして、大島をめぐる「記
憶」や「記録」をどう残し、それらをとおしてな
にを伝えているのか、それがまるでわからないの
だ。
　アートセトウチの総合ディレクターは、「みな
さん、詩や句を詠むことがあって、図書室〔資料
室か書庫を指すか〕には、残された自費出版の本
が驚くほど多く、言葉に刻まれた苦難と覚悟のほ
どが伝わってきます」とこれまた社会の公器に記
した（10）。わずか２か所でもハンセン病をめぐる療
養所をまわり、そこにある図書室にゆけば、在園
者の著作が数多くあることはわかる。「驚く」とは、
療養所のようすを知らないか、療養者が「詩や句
を詠むこと」はまずないとの先入観があるからで
はないか。療養所を生きた彼ら彼女たちは、「苦難」
しかうたわなかったのか、なににむかうどういう
覚悟をどのような言葉と表現からうけとめたとい
うのか（11）。短歌１首、俳句１句を読まずとも、療
養所内でつくられた作品にたいして「言葉に刻ま
れた苦難と覚悟のほどが伝わってきます」と記す
ことはたやすく、多くの読者はそれを納得するだ
ろう。ハンセン病療養所をめぐる、ありふれた型
どおりの感慨が共有されるのである。「記憶」や「記
録」なるものをふまえたとの体

てい

をとって。

（9）	 阿部安成「海きて、しま見て、島知って―療養所の島を会場とする瀬戸内国際芸術祭2013観察記録」（Working Paper Series No.189、
滋賀大学経済学部、2013年５月）と宮本結佳「負の歴史的遺産における生活実践の伝承可能性―ハンセン病療養所におけるアートプロジェ
クトを事例として」（『環境社会学研究』第21号、2015年、脚注25）。

（10）	 北川フラム「瀬戸内物語(26)大島を歩く 「寄り添う」初心を再確認」（WEB版「四国新聞社／SHIKOKU NEWS」2013年３月30日）。

（11）	 ではたとえば「ついたての白布のかげに牡丹の花朱にひそまる内科室の午後」の１首をどうよむのか（村井紀編『明石海人歌集』岩波書店、
2012年、28ページ）。

　　　４
　大島青松園の12寮にあった図書はなにか。蔵書
目録をつくるときは、当然のこと、１冊ずつその
すべてを手にとり、開き、奥付などのページをみ
る。通読するわけではないからその内容を充分に
つかみはしないが、それがなにであるかはしっか
りとつかめるように努める。わたしと石居のこの
蔵書目録づくりでは、図書に挟み込まれたものも
１点ずつ確認し、仮の処置として、それらを中性
紙封筒に入れ、それがたりなくなったところで、
コピー用紙を二つ折にしてそこに挟み、元あった
図書の書名を鉛筆で書き入れた。図書室の作業で
は、容易には消せないインクを使わないことは常
識といってよい。また、図書の表紙見返しなどに
著者が記した献辞なども、ひとつずつ目録の備考
欄に入力した。ただし本稿掲載の目録では、紙幅
のつごうにより、備考欄も挟み込み欄も削除せざ
るを得なかった。
　12寮にあった図書は、「自費出版の本」ばかり
ではない――と、指摘するまえに、さきにみた新
聞連載記事にいう「自費出版」とはなにを指して
いるのかと問おう。出版社から刊行された図書で
も、その費用が自弁であればそれは自費出版であ
る。出版費用が自己負担だったかどうか、なぜわ
かるのか。おそらくは、私家版とか自家版とかい
いたかったのだろう。さらにいえば、12寮には大
島青松園在園者の著書よりも、島外在住者のそれ
のほうがはるかに多いのだ。12寮にあった蔵書を、
大島青松園在住者が自費で出版した図書としてし
まうと、それは蔵書の全貌を見誤ってしまうこと
となる。この蔵書には、大島青松園在住者に宛て
て寄贈された図書もある。それらには、謹呈の短
冊、送り状、書簡が挟み込まれたままとなってい
たり、献辞が記されたりしていることがある。
　そうした寄贈の跡をみると、送り先は、蓮井三
佐男、吉田美枝子、桂自然坊、島田しげる＝茂、
笠居誠一、山田静考、斉木創、沢田清宛てとわか
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る。蔵書のなかには、蓮井の著書『句集 一処不動』
（讃文社制作、1984年）、吉田の『歌文集 花なり
人も』（讃文社制作、1989年）、桂の『句集 寒林』

（讃文社制作、1988年）、島田の『美しき非情』（島
田しげる、1975年）と『仮面のつぶやき』（讃文社、
1991年。著者名は島一休止）、笠居の『義肢 水甕
社叢書第百六十八篇』（笠居誠一、1965年）、山田
の『句集 島の土』（藤原棋人、1969年）、斉木の『斎
木創歌集 かりん叢書一〇一篇』（角川書店、1997
年）などがあり、文芸創作活動をとおして、「ら

4

い
4

予防法」が現行法として機能していたときに、
ひととひととの交流があり、そのあいだを図書と
いう造

も

物
の

が往き交っていたようすをおもいうかべ
ることができる。
　ところで、「歌人」とはなにをするひとか。俳
句を詠むひとをそう呼ぶか、それは俳人か。なか
には句集も詩集もあり、俳人宛ての寄贈書もある
この蔵書を「大島の歌人の間で受け継がれてきた」
と説いてしまっては、それは正確な説明とはいえ
ないはずだ。

　　　５
　瀬戸内海の島に北海道――といわれれば、それ
はひとの耳目をあつめるだろう。大島の「北海道」
とはなにを指すか。さきにみたとおり、「「北海道」
と呼ばれる島の北側の地区にある一般寮の部屋を

「大島資料室」として公開した」というとき、「北
海道」とは「島の北側の地区」を指すわけだ。こ
れでよいか。
　より正確にいえば、大島の「北海道」とは、当
初は、島の北側にあった「女

〔マ　マ〕

療舎地帯」を呼ぶ「園
内特殊語」で、しかも、その「女療舎地区」と「男
療舎地区」とのあいだには両地区を隔てる山の「尾
根」がせりだし、そこには「監視所」まであった
という（12）。そしてどうも、海岸にむかってかつて
あったその尾根を削って寮舎を造成し、やがてそ
こにいまもある12寮が建てられたようなのだ（13）。
もちろん、女療舎がなくなってからは、たんに島

（12）	『閉ざされた島の昭和史―国立療養所大島青松園入園者自治会五十年史』（大島青松園入園者自治会（協和会）、1981年、214ページ）とそ
の典拠である、斉木創「俗説による園内特殊語―風雪50年の一考証」（『青松』通巻第151号、1959年11月、86ページ）。また、あさの・
しげる「諸般事始」（同前、67ページ）、芥今代「島にきて六十年」（『青松』通巻第339号、1978年６月、21ページ）、宮内ツルエほか「祝
開園四十周年座談会―在園四十年者に訊く」（『青松』６月号別冊、1949年６月、３ページ）を参照。

（13）	『救療事業調査書』（済生会、1912年）、『大正十四年統計年報』（大島療養所）、『大正十五年昭和元年統計年報』（同前）、『昭和二年統計年報』
（同前）、『昭和三年統計年報』（同前）に折り込まれた「大島療養所配置図」を参照。

の北部を「北海道」と呼ぶようになった可能性が
あるものの、厳密にいえば、いまある12寮のあた
りは、そう呼ばれるようになった当初の「北海道」
ではなかったとみてよい。
　しかも、2018年８月29日開催の大島青松園社会
交流会館準備委員会に出席した在園者に確認した
ところ、この蔵書の大元は、松浦（篤男）さんが
自分の住まいの35寮であずかっていた、在園者に
よって自費出版された図書で、新センター建設の
ためにその寮が取り壊しとなるところで、それら
を12寮に移したのだ――というと、12寮は「歌人」
たちの活動の場でも、彼ら彼女たちの意思で自分
たちの蔵書の置き場所としたのでもなかったこと
となる。歌人にとどまらず俳人や詩人たちの著書
と彼ら彼女たちの交流を知る手がかりとなる図書
のまとまりがあり、しかし、それらの厖大な冊数
の図書と、短歌、俳句、詩などの文芸創作活動や
それをささえる日々の生活がつながる場として12
寮があったわけではなく、そこはたんなる物置に
すぎず、しかも、そこが当初から「北海道」と呼
ばれていた確証もないのである。
　「北海道書庫」とは、大島で暮らし、大島を生
きたかつての人びとの営為をあらわす術語ではな
く、それは、アートセトウチ2013にあわせて、アー
トセトウチ2013運営のために、アートセトウチ
2013がみずから創りだしたいわば商標なのであ
る。商標はついたが、しかし、登録されたその書
庫にはいったいどういった図書があるのか、その
総数は何冊なのか、そうした情報をアートセトウ
チはまったく提供してこなかった。
　総体が不明なまま「北海道書庫」の蔵書が社交
館図書室に移管されるにあたって、その名称を「歌
句詩文庫」とする案を2018年10月25日開催の大島
青松園社会交流会館準備委員会にわたしが示した
ところ、疑義も異議もまったく示されなかった。
本稿掲載の蔵書目録にあらわれているとおり、こ
の文庫には、歌集、句集、詩集以外の図書もたく
さんある。物置としての12寮にどのように図書が
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おかれていったのか、もはやそれをたどることは
できない。そうしたところで、わたしは、この蔵
書のひとつの特徴が、歌人、俳人、詩人の営為に
そった貯まりぐあいにあると指摘してよいと判断
したので、「歌句詩文庫」と名づけることとした。
　ただし、同委員会には、異議がないから同意さ
れたとはならないようすがあるとわたしは感じて
いるので、蔵書の名称もまた未確定としておいた
ほうがよいのかもしれず、ここでは「歌句詩文庫

（仮称）」とすることとした。
　アートセトウチ2013から５年を経てようやく、
蔵書１冊１冊の書誌情報が一覧できる目録がつく
られたのである。

　　　６
　本稿掲載の目録はしかし、紙幅のつごうで抄録
版にとどめることとした。わたしと石居との協議
によりさだめた項目のなかでも、とくに蔵書印、
備考（書き込みなど）、挟み込みの欄に入力され
た情報は、かつての在園者の生の痕跡とでもいう
べき標であり、「歌句詩文庫（仮称）」をとおして
在園者のようすを知るときの手がかりとして活用
できる。
　療養所内にある蔵書の目録がつくられた例は少
ない。たとえば、「国立ハンセン病資料館蔵書検
索システム」と「長島愛生園編集「らい文献目録
社会編」（昭和32年刊）同園所蔵文献検索システム」
は、国立ハンセン病資料館ホームページをとおし
て利用ができ、使い勝手がよい（14）。ただしそうし
た検索システムをとおして開示される情報に、蔵
書印や書き込みや挟み込まれた書簡などの項目は
なく、それが書誌を構成する不可欠の情報として
とらえられてはいないようすがあらわれている。
療養所内の蔵書をめぐってそうした項目をたてた
目録はおそらく、わたしがつくった大島青松園キ
リスト教霊交会蔵書のそれが初めての試みであろ
う。
　「歌句詩文庫（仮称）」の１冊に、『賛美歌』が
ある（目録番号263）。その扉に「原田先生／昭和

（14）	 後者については「「らい文献目録社会編」資料の公開にあたって」と題された文章があり、この文献の概要を知ることができるが、前者につ
いてはそうしたいわば解題がなく、ただし、冊子体の国立ハンセン病資料館企画編集『ハンセン病図書館旧蔵書目録』（日本科学技術振興財団、
2010年）や山下道輔著、柴田隆行編『ハンセン病図書館―歴史遺産を後世に』（社会評論社、2011年）がある。

二十四年二月二十日洗礼／沢田清」（日付の箇所
に抹消線があり正確な判読は困難）、同書の表紙
見返しには「受洗昭和二十四年二月二十三日」と
の書き込みがみえる。おなじく『金大中獄中書簡』

（目録番号651）には、表紙見返しに印影「香川県
木田郡庵治町六〇三四の一／沢田清」の押印があ
り、『赤い実 金蒼生作品集』（同175）には沢田宛
ての葉書が挟まれていた。この文庫に沢田の著書
はないが、彼がたしかに手にした図書がある。も
う１冊あげると、『東京のコリアン・タウン枝川
物語』（同204）には、在日韓国・朝鮮ハンセン病
患者同盟委員長金奉玉から大島支部長沢田清宛て
の書簡が挟まっていた。
　『青松』誌上で連載された「聞き書き・それぞ
れの自分史」第20回に、沢田清が登場した（「長
い道程（その一）」通巻第525号、1997年２月、「長
い道程（その二）」通巻第526号、1997年４月）。「兄
貴とわしと２人が、強制連行みたいな形で日本に
来たのは昭和15年」と語りだした彼はかつて、釜
山から小樽に渡った。同誌には、李相沢の名で「私
の里帰り」と題された稿も載っていた（通巻第
454号、1990年１月）。太田昭生による写真集『魂
の島・大島―「らい予防法」廃止後の今』（発行
者記載なし、2000年、28ページ）に「沢田清（イ・
シャンテジュン）（78歳）韓国テーグ生まれ／昭
和15年 徴用され北海道の炭鉱へ。その後、大阪
の鉄工所で働く」と紹介された彼の肖像写真が載
る。
　大島で暮らした在日外国人がいくにんいたか、
その人数をわたしは把握していないし、それを報
せる統計もみていない。これまでまるで知られて
いなかった在日韓国・朝鮮ハンセン病患者同盟大
島支部があったということを、この文庫の１冊の
図書が伝えていた。
　この文庫に著書がある、吉田美枝子、島田茂、
今井種夫（萩原澄）、林みち子はその目がうまく
機能せず、大島青松園盲人会に入会していた。同
会会員の著書がこの文庫にあったことも、もとも
とこれらの図書をもっていた松浦篤男（徳男）が
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同会の世話係を担っていたと知ると合点がゆ
く（15）。
　「歌句詩文庫（仮称）」の図書は、おそらく松浦
などいくにんかの在園者を軸として、短歌、俳句、
詩、随筆などの創作をめぐって結ばれた園内外の
交わりをあらわすその痕であり、図書があらわす
交わりは、出身地を異にするひと、からだのなに
かしの機能がうまくはたらなかい人びとにもおよ
んでいた（16）。

　　　７
　目録を作成するにあたって、書誌情報について
は、かつてわたしが作成した大島青松園キリスト
教霊交会蔵書目録に掲載した項目をふまえ、また、
同園文化会館旧蔵図書の目録をつくりつつある石
居と協議のうえ、その掲載項目について決めた。
ハンセン病をめぐる療養所でのフィールドワーク
をとおしてわたしは、「書史には、その周囲で生
きた人びとの生が記録されている。そのなかの活
字にというよりもここでは、その物

モノ

としての往来、
保管と廃棄、そこに書き込まれた文字や傍線、そ
こに押された蔵書印が、療養所に生きた人びとの
生をあらわすとの見方をしている」と書き（17）、ま
た、「書史論のひとつの特徴は、手書きの原稿な
どもふくめた書を、そこに記された内容だけを扱
うのではなく、むしろ、書を造

も の

物としてみて、そ
れがどのようにつくられ流通するなかで、そこに
だれがかかわり、その当事者は療養所内でなにを
していた、どのような人物だったのかを問うとこ
ろにある」と議論と思索の展望を示し（18）、石居は
2019年１月７日作成の文書「入力要領（20190107）
補足説明」に「書籍を史料として扱うこと」と記
していた。
　こうした方針による書誌情報はその項目数が多
くなった。石居が基本設計をした項目をあげると、

（15）	 大島青松園盲人会の機関誌『灯台』の通巻第144号（2010年８月）が「特集・松浦徳男追悼」として編まれた。

（16）	 2018年８月29日の大島青松園社会交流会館展示準備委員会で同館の理念や目的をうたった文章が承認された原案阿部作成）。そこにある「す
べてのひとの人権が尊重されるよう願い、「社会」との交流の場所を設ける」の文言の「すべてのひと」には「少数者」をふくむとの意図を
籠めたものの「少数者」の語に落ち着きの悪さを感じていた。史料に「第三国人」と記された人びと、「盲人会」と名づけられた会に集う人
びとをどう呼ぶか。ここでは詳述しないが、数のうえで少なく、また自分が抱えている困苦からわが身を解放するには他者の手や眼などを必
要とするひとたちを、ひととひとを媒介するもの、簡潔には、つなぎ手と呼ぼうとおもう。

（17）	 前掲阿部安成「島の書、書の園」70ページ。

（18）	 阿部安成『島の野帖から―ハンセン病をめぐる療養所がある島でのフィールドワークから歴史を縁どる試み』（滋賀大学経済学部研究叢書第
51号、滋賀大学経済学部、2018年、91ページ。初出、『青松』通巻第658号、2011年６月）。

表題、表題よみ、編著者、編著者よみ、発行所、
発行者／発行人、印刷所、印刷者／印刷人、発行
関連情報（製本、製函、売捌所、発売所など）、
発行地、初版年月日、当該版年月日、刷、数量、
受入年月日、蔵書印、ラベル、備考（書き込みな
ど）、挟み込み、の19におよんだ。これらの項目
の情報は書籍の奥付から採録した。そこに、所番
地が記されているばあいはそれも目録に記載した
ため、文字数がとても多くなった項目もでてきた。
膨れあがった紙幅をそのまま本紀要に載せるには
無理があり、本稿では紙幅のつごうにより、表題、
編著者、発行所、初版年月日、当該版年月日、刷、
数量のみの抄録とし、19項目すべてを記載した目
録は、滋賀大学経済学部発行のWorking Paper 
Seriesとして公開する予定である。

　　　８
　表題欄には、図書の書名、副題、シリーズ名、
新書や文庫の名称、巻号数などを記載した。書名
と副題のあいだには全角スペースを入れ、それ以
外の名称は改行してあらわした。
　編著者欄には、著者は氏名のみ、編者は氏名の
あとに「編」、編者兼発行者のばあいは、その役
割のあとに全角スペースを入れて氏名を記載し
た。
　発行所欄には、奥付に発行または発行所と記さ
れた名称（発行人はのぞく）を記載した。
　初版年月日と当該版年月日の欄には、奥付には
それが漢数字やピリオドで記されていても、アラ
ビア数字と漢字に統一して記載した。
　数量欄には、2018年12月時点で、図書室開架に
配架されている数をアラビア数字のみであらわ
し、書庫内閉架となっている図書のうち「瀬戸内
国際芸術12寮展示／旧「北海道文
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庫」／から社会
交流会館へ移設（燻蒸・クリーニング済）⇒内、
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複数あるものは、１部を開架図書とし、残部は書
庫へ」と印字された貼紙のした２段にある分の数
に（　）をつけ、「瀬戸内国際芸術祭12寮／押入
にあった自費出版物在庫／旧「北海道文

〔マ　マ〕

庫」／（未
燻蒸・クリーニング済）」との貼紙がある棚にあ
る分の数に【　】をつけてあらわした。
　書誌情報の記載にさいして、旧漢字は新漢字に
なおし、俗字や別字と旧かなつかいはそのままと
した。ただし、人名についてのみ旧漢字をそのま
ま記載した。奥付以外から採録した情報には［　］
をつけて、推定であることをあらわした。
　こうした書誌情報を、編著者名のあいうえお順
にならべ、同一編著者の書籍が複数あるばあいは、
書名の同順にならべた。歌集、句集などの分類は
せず、図書、雑誌、そのほか、に分けたのみ。編
著者名と書名の読み方は、個々の書籍に記載され
たそれか、記載がないばあいは国立国会図書館な
どのデータベースを用いて採録した。
　目録は、Microsoft Excelに入力してつくった。
その作業を、大島以外の場所で、わたしではない
ひとでもできるように、2018年10月20日から24日
までの５日間で、対象とする開架分図書の奥付を
すべてデジタルカメラで撮影するとともに、まず
32点の図書についてさきの19項目すべての書誌情
報と、それ以降は、表題、表題よみ、受入年月日、
蔵書印、ラベル、備考（書き込みなど）、挟み込み、
についてのみを、阿部が入力した。ついで、10月
26日に阿部の勤務校での研究サポートを活用し
て、滋賀大学経済経営研究所スタッフがそのほか
の図書の書誌情報を入力し始め、それが12月18日
に終了した。さらに、社交館図書室書庫に別置さ
れていた図書や雑誌やそのほかを12月27日に撮影
し（一部未撮影）、そののち2019年１月３日まで
に阿部による図書全点の書誌情報入力確認を、１
月17日には雑誌全点の書誌情報の入力と確認を終
えた。３か月あまりの作業日数で、わたしたちは

「歌句詩文庫（仮称）」の図書と雑誌の目録をつくっ
た。
　ただし、「瀬戸芸12寮／旧「北海道書庫」／押

（19）	 前掲山下道輔『ハンセン病図書館』74ページ（初出は前掲国立ハンセン病資料館企画編集『ハンセン病図書館旧蔵書目録』）。

（20）	 前掲山下道輔『ハンセン病図書館』150ページ（初出は2008年３月９日付でハンセン病図書館友の会が公開した文書「ハンセン病図書館閉
鎖に際し図書資料の完全保存を訴える」）。

入の中に、自費出版物の在庫やゴミと一緒にしま
われていたもの。（雑多なものにつき残していま
す）／※二酸化炭素燻蒸済」」と記された貼紙の
ある箱に入っているそのほかについての一覧は、
2019年１月18日に作成を終えた。

　　　９
　図書（books）というよりも、ここでは１冊ず
つの本（a book）が、といおう――本という造

も

物
の

が療養所をめぐる人びとの交わりをあらわす。こ
れは、図書館学の知ともアートセトウチの展示と
も異なる、わたしたちのフィールドワークが得た
論点である。「歌句詩文庫（仮称）」は、療養所に
暮らす歌人、俳人、詩人たちがみずからの創作に
あわせて集い、療養所の外の同人とも短歌や俳句
や詩などを交わして結びあい、そうして療養所を
生きたその痕跡としてある。図書をならべた、図
書館のデータベースもアートの品揃えも、そうし
た知見を示すことはない。多磨全生園でハンセン
病図書館を担った山下道輔がのべた、「私たちも
昔のことは想像しながらでないとわからない。〔中
略〕見えないものを想像する。そのための資料で
はないか。／実物も図書も全部資料。一つ一つに
思い出がある。資料を残すというのは、事実も成
果も全部丸ごと残せということ。そうしないと当
時の様子が浮かんでこない」の言を（19）、長島愛生
園愛生編集部で仕事をした双見美智子による「入
所者でなければ価値を見出さない紙くず」との指
摘が（20）、いまや、療養所在住者自身によって「実
物も図書も」その価値を伝承しづらくなっている
このときに引き受けようとするならば、目録とい
ういわば財産台帳をしっかりとつくることが、療
養所に暮らし療養所を生きた人びとの営みをつか
み、それを伝えてゆくときに必要な作業なのだと
わたしはおもう。
　2018年12月27日に、大島青松園園長と同園協和
会（自治会）正副会長と石居、阿部の４名による
協議で、このさき、わたしたち石居と阿部が文化
会館図書室（書庫をふくむ）旧蔵図書、自治会倉
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庫史料（21）、などの整理をつづけることが認められ
た。国立療養所13園で開設されつつある社会交流
会館などの名称がついた園内施設には、「歴史資
料館」の機能をもつところがある（22）。大島青松園
の社交館もその機能を適切かつ充分に果たすため
に、保存と公開と活用の準則を明確にするととも
に、そうした議論の経緯も公開する必要がある。

（21）	 この自治会倉庫史料の整理は2012年に石居、西浦直子、松岡弘之、阿部の４名で始め、作業成果としての目録を、阿部、石居「香川県大島
の療養所に展開した自治の痕跡―療養所空間における〈生環境〉をめぐる実証研究」（『滋賀大学環境総合研究センター研究年報』第10巻第
１号、2013年）、阿部、松岡「逐次刊行物があらわす療養者の生―療養所空間における〈生環境〉をめぐる実証研究」（同前第11巻第１号、
2014年）に掲載した。

（22）	 阿部安成「展示の刹―ハンセン病をめぐる国立療養所園内施設の現在」（『彦根論叢』第416号、2018年５月）を参照。
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中

村
区

名
駅

　
毎

日
新

聞
社

19
94

年
8月

25
日

―
―

2

10
1

岡
本

麦
領

遺
句

集
　

黒
鞄

著
者

編
集

　
八

尾
市

北
本

町
一

ノ
七

七
　

岡
本

以
久

女
―

19
68

年
8月

―
―

1
10

2
句

集
　

囁
囁

記
小

川
双

々
子

大
阪

市
北

区
西

天
満

四
丁

目
一

〇
－

一
二

　
カ

ト
ウ

ビ
ル

　
湯

川
書

房
19

81
年

3月
10

日
―

―
1

10
3

く
ろ

は
ら

い
そ

　
第

二
句

集
一

宮
市

北
園

通
二

丁
目

　
小

川
双

々
子

豊
橋

市
草

間
町

字
東

山
一

〇
〇

番
地

　
祭

魚
書

房
19

69
年

12
月

25
日

―
―

1
10

4
幹

幹
の

声
小

川
双

々
子

大
阪

市
東

区
伏

見
町

二
ノ

二
二

　
ア

オ
ヤ

マ
ビ

ル
四

階
　

天
狼

俳
句

会
19

62
年

1月
10

日
―

―
1

10
5

尾
崎

徳
全

詩
集

［
尾

崎
徳

］
―

19
80

年
秋

分
の

日
―

―
1（

2）

10
6

暖
か

き
丘

長
田

順
子

編
集

発
行

者
　

香
川

県
庵

治
局

区
内

青
松

園
　

政
石

蒙
大

阪
市

南
区

南
阪

町
15

7　
短

歌
と

生
活

の
会

19
75

年
5月

5日
―

―
1

27



番
号

表
 題

編
著

者
発

行
所

初
版

年
月

日
当

該
版

年
月

日
刷

数
量

10
7

句
集

　
野

馬
長

田
白

日
夢

　
東

京
都

千
代

田
区

神
田

小
川

町
三

－
一

四
　

第
一

万
水

ビ
ル

　
本

阿
弥

書
店

19
87

年
6月

25
日

―
―

1

10
8

ア
ウ

シ
ュ

ビ
ッ

ツ
へ

の
旅

　
中

公
新

書
31

6
長

田
弘

東
京

都
中

央
区

京
橋

2－
1　

中
央

公
論

社
19

73
年

2月
25

日
―

―
1

10
9

世
直

し
の

倫
理

と
論

理
（

上
）

岩
波

新
書

青
版

81
1

小
田

実
東

京
都

千
代

田
区

一
ツ

橋
2-

5-
5　

岩
波

書
店

19
72

年
1月

29
日

19
72

年
3月

25
日

第
4刷

1
11

0
句

集
　

借
耕

牛
高

松
市

藤
塚

町
三

丁
目

十
二

の
二

五
　

小
野

蒙
古

風
高

松
市

天
神

前
三

番
一

六
号

　
四

国
新

聞
社

19
68

年
5月

15
日

―
―

1
11

1
電

気
用

一
般

数
学

　
電

気
用

数
学

全
書

尾
本

義
一

・
小

郷
寛

京
都

市
中

京
区

新
町

通
り

錦
小

路
上

ル
　

電
気

書
院

19
53

年
6月

25
日

19
55

年
8月

10
日

二
版

1
11

2
電

気
用

微
分

積
分

　
電

気
用

数
学

全
書

尾
本

義
一

・
小

郷
寛

・
片

山
愛

介
京

都
市

中
京

区
新

町
通

リ
錦

小
路

上
ル

　
電

気
書

院
19

54
年

2月
10

日
19

55
年

8月
15

日
二

版
1

11
3

新
版

　
昭

和
一

万
歌

集
編

纂
者

　
尾

山
篤

二
郎

・
矢

島
歡

一
―

19
32

年
8月

20
日

―
―

1
11

4
角

川
漢

和
中

辞
典

貝
塚

茂
樹

・
藤

野
岩

友
・

小
野

忍
編

東
京

都
千

代
田

区
富

士
見

町
二

の
七

　
角

川
書

店
19

59
年

4月
1日

19
65

年
1月

25
日

四
十

六
版

1
11

5
生

き
る

た
め

の
幸

福
論

加
賀

乙
彦

東
京

都
文

京
区

音
羽

二
丁

目
一

二
－

二
一

　
講

談
社

19
80

年
10

月
20

日
―

―
1

11
6

香
川

幸
夫

歌
集

　
運

河
歴

程
 

珊
瑚

礁
て

の
ひ

ら
叢

書
第

三
集

丸
亀

市
山

北
町

市
営

住
宅

二
十

一
号

　
香

川
幸

夫
高

知
県

須
崎

市
東

糺
町

四
番

の
二

十
三

号
　

千
頭

泰
方

　
高

知
コ

ス
モ

ス
短

歌
会

19
68

年
2月

5日
―

―
1

11
7

義
肢

　
水

甕
社

叢
書

第
百

六
十

八
篇

笠
居

誠
一

香
川

県
木

田
郡

庵
治

村
六

〇
三

四
ノ

一
　

青
松

歌
人

会
19

65
年

6月
10

日
―

―
1

11
8

ひ
と

つ
の

世
界

　
火

山
地

帯
同

人
作

品
集

火
山

地
帯

同
人

会
鹿

屋
市

星
塚

町
四

五
二

二
　

火
山

地
帯

社
19

78
年

2月
1日

―
―

2
11

9
歌

集
　

か
た

く
り

の
花

咲
く

峡
　

珊
瑚

礁
叢

書
第

12
篇

丸
亀

市
十

番
町

　
加

地
恵

高
知

県
須

崎
市

東
糺

町
　

高
知

コ
ス

モ
ス

短
歌

会
19

76
年

10
月

10
日

―
―

1
12

0
晴

眼
　

現
代

俳
句

選
書

①
梶

井
枯

骨
東

京
都

千
代

田
区

神
田

司
町

2－
7　

東
京

美
術

19
80

年
9月

10
日

―
―

1（
1）

12
1

歌
集

　
青

北
盛

岡
市

緑
が

丘
二

－
一

一
－

七
　

柏
崎

驍
二

東
京

都
新

宿
区

北
新

宿
二

丁
目

二
十

二
番

一
号

　
石

川
書

房
19

89
年

10
月

1日
―

―
1

12
2

徳
山

道
助

の
帰

郷
柏

原
兵

三
東

京
都

新
宿

区
矢

来
町

七
一

　
新

潮
社

19
68

年
1月

25
日

19
68

年
2月

29
日

三
刷

1
12

3
求

道
の

人
び

と
柏

原
祐

泉
・

紀
野

一
義

・
森

竜
吉

・
吉

田
久

一
東

京
都

千
代

田
区

外
神

田
二

の
一

八
の

六
　

春
秋

社
19

69
年

2月
10

日
―

―
1

12
4

火
星

人
編

集
発

行
　

火
星

会
香

川
県

庵
治

局
区

内
大

島
青

松
園

　
火

星
俳

句
会

19
56

年
6月

10
日

―
―

1
12

5
句

集
　

火
星

人
　

第
二

輯
編

集
発

行
　

香
川

県
木

田
郡

庵
治

村
六

〇
三

四
ノ

一
　

火
星

俳
句

会
―

19
65

年
9月

5日
―

―
1【

1】
12

6
句

集
　

火
星

人
　

第
二

輯
香

川
県

木
田

郡
庵

治
村

六
〇

三
四

ノ
一

　
火

星
俳

句
会

―
19

65
年

9月
5日

―
―

1

12
7

山
木

魂
　

峡
嵐

集
　

こ
の

梅
生

ず
べ

し
 

コ
ス

モ
ス

文
庫

③
片

岡
恒

信
・

佐
野

四
郎

・
安

立
ス

ハ
ル

東
京

都
三

鷹
市

井
ノ

頭
一

ノ
二

ノ
一

七
　

コ
ス

モ
ス

短
歌

会
19

87
年

6月
20

日
―

―
1

12
8

歌
集

　
た

ま
き

は
る

　
ポ

ト
ナ

ム
叢

書
第

一
三

一
篇

高
松

市
仏

生
山

乙
六

九
－

五
三

　
桂

孝
二

京
都

市
東

山
区

一
ノ

橋
宮

ノ
内

町
竹

口
マ

ン
シ

ョ
ン

　
初

音
書

房
19

75
年

4月
1日

―
―

1
12

9
句

集
　

寒
林

香
川

県
木

田
郡

庵
治

町
大

島
青

松
園

　
桂

自
然

坊
―

19
88

年
7月

1日
―

―
1（

6）【
26

】

13
0

土
佐

民
俗

記
桂

井
和

雄
高

知
市

相
生

町
七

拾
八

番
地

向
南

寮
　

海
外

引
揚

者
高

知
県

更
生

連
盟

19
48

年
12

月
1日

―
―

1

13
1

生
涯

加
藤

か
け

い
三

重
県

鈴
鹿

市
寺

家
町

二
九

〇
四

　
環

礁
俳

句
会

19
50

年
12

月
1日

―
―

1
13

2
捨

身
加

藤
か

け
い

名
古

屋
市

東
区

徳
川

町
五

ノ
一

　
荒

星
俳

句
会

19
52

年
11

月
10

日
―

―
1

13
3

加
籘

楸
邨

句
集

　
角

川
文

庫
加

籘
楸

邨
東

京
都

千
代

田
区

富
士

見
町

二
ノ

七
　

角
川

書
店

19
52

年
6月

30
日

―
―

1
13

4
俳

句
歳

時
記

　
新

年
の

部
　

全
五

冊
　

角
川

文
庫

角
川

書
店

編
東

京
都

千
代

田
区

富
士

見
町

二
ノ

七
　

角
川

書
店

19
56

年
1月

10
日

―
―

1
13

5
俳

句
歳

時
記

　
春

の
部

　
全

四
冊

　
角

川
文

庫
角

川
書

店
編

東
京

都
千

代
田

区
富

士
見

町
二

ノ
七

　
角

川
書

店
19

55
年

5月
10

日
―

―
1

13
6

俳
句

歳
時

記
　

夏
の

部
　

全
四

冊
　

角
川

文
庫

角
川

書
店

編
東

京
都

千
代

田
区

富
士

見
町

二
ノ

七
　

角
川

書
店

19
55

年
6月

20
日

19
55

年
8月

20
日

再
版

1
13

7
俳

句
歳

時
記

　
秋

の
部

　
全

四
冊

　
角

川
文

庫
角

川
書

店
編

東
京

都
千

代
田

区
富

士
見

町
二

ノ
七

　
角

川
書

店
19

55
年

8月
20

日
19

55
年

10
月

10
日

再
版

1
13

8
俳

句
歳

時
記

　
冬

の
部

　
全

五
冊

　
角

川
文

庫
角

川
書

店
編

東
京

都
千

代
田

区
富

士
見

町
二

ノ
七

　
角

川
書

店
19

55
年

11
月

15
日

―
―

1
13

9
ど

っ
こ

い
生

き
て

る
で

　
五

十
年

の
隔

離
の

時
を

越
え

て
岡

山
県

邑
久

郡
邑

久
町

虫
明

六
二

五
三

　
金

地
慶

四
郎

―
19

90
年

12
月

―
―

1（
1）

14
0

哲
学

者
の

私
生

活
金

森
誠

也
東

京
都

新
宿

区
西

大
久

保
二

－
三

〇
五

　
恵

南
ビ

ル
　

大
陸

書
房

19
78

年
1月

4日
―

―
1

14
1

救
わ

れ
た

生
活

　
週

報
断

想
1

～
3　

19
65

年
～

19
68

年
愛

媛
県

伊
予

三
島

市
中

央
5－

6－
2　

日
本

キ
リ

ス
ト

教
団

　
三

島
真

光
教

会
　

金
田

福
一

松
山

市
中

一
万

町
1－

1　
ユ

ニ
オ

ン
社

19
80

年
11

月
1日

―
―

1

14
2

闇
の

力
か

ら
の

解
放

金
田

福
一

東
京

都
豊

島
区

西
池

袋
5－

21
－

6－
20

5　
一

粒
社

19
91

年
9月

15
日

―
―

1

28



番
号

表
 題

編
著

者
発

行
所

初
版

年
月

日
当

該
版

年
月

日
刷

数
量

14
3

歌
集

　
は

る
の

ゆ
き

故
上

枝
静

子
・

富
山

ヒ
デ

・
綾

田
絹

江
―

[1
97

7年
］

―
―

1
14

4
句

集
　

都
草

紙
本

ひ
で

こ
／

編
集

　
岩

田
実

太
郎

―
19

73
年

10
月

25
日

―
―

1（
1）

14
5

こ
こ

ろ
の

旅
神

谷
美

恵
子

東
京

都
新

宿
区

須
賀

町
一

四
　

日
本

評
論

社
19

74
年

12
月

10
日

19
75

年
2月

25
日

第
一

版
第

二
刷

1
14

6
人

間
を

み
つ

め
て

神
谷

美
恵

子
東

京
・

名
古

屋
・

大
阪

・
北

九
州

　
朝

日
新

聞
社

19
71

年
8月

20
日

19
71

年
9月

10
日

第
2刷

1
14

7
人

生
の

本
2　

読
書

の
楽

し
み

亀
井

勝
一

郎
・

臼
井

吉
見

編
東

京
都

千
代

田
区

紀
尾

井
町

三
　

文
芸

春
秋

19
66

年
12

月
10

日
19

66
年

12
月

15
日

第
二

刷
1

14
8

人
間

の
心

得
　

自
覚

す
る

こ
と

認
識

す
る

こ
と

武
蔵

野
市

御
殿

山
町

一
ノ

八
ノ

二
二

　
亀

井
勝

一
郎

東
京

都
新

宿
区

矢
来

町
35

番
地

　
青

春
出

版
社

19
65

年
10

月
15

日
19

66
年

1月
1日

第
四

十
刷

1
14

9
私

の
人

生
観

亀
井

勝
一

郎
東

京
都

中
央

区
銀

座
西

八
ノ

四
　

文
芸

春
秋

新
社

19
64

年
9月

20
日

19
64

年
10

月
25

日
再

版
1

15
0

方
丈

記
　

講
談

社
文

庫
鴨

長
明

／
川

瀬
一

馬
校

注
、

現
代

語
訳

東
京

都
文

京
区

音
羽

2－
12

－
21

　
講

談
社

19
71

年
7月

1日
19

73
年

2月
4日

第
8刷

1
15

1
弁

証
法

入
門

　
正

し
い

認
識

を
求

め
て

茅
野

良
男

東
京

都
文

京
区

音
羽

2－
12

－
21

　
講

談
社

19
69

年
10

月
16

日
―

―
1

15
2

香
山

末
子

詩
集

　
草

津
ア

リ
ラ

ン
香

山
末

子
東

京
都

千
代

田
区

神
田

東
松

下
町

　
東

松
ビ

ル
　

梨
花

書
房

19
83

年
8月

15
日

―
―

1
15

3
有

田
蜜

柑
　

天
狼

同
人

句
集

シ
リ

ー
ズ

6
河

合
木

孫
東

京
都

渋
谷

区
渋

谷
二

丁
目

十
二

の
十

二
　

牧
羊

社
19

89
年

6月
30

日
―

―
1

15
4

明
治

10
0年

記
念

　
現

代
四

国
歌

人
総

鑑
河

合
恒

治
編

徳
島

県
那

賀
郡

羽
浦

町
　

河
合

方
　

日
本

歌
人

ク
ラ

ブ
四

国
地

区
事

務
局

19
68

年
7月

1日
―

―
1

15
5

歌
集

　
土

の
笛

東
京

都
杉

並
区

久
我

山
四

－
四

二
－

一
三

　
河

口
登

代
東

京
都

新
宿

区
北

新
宿

二
丁

目
二

十
二

番
一

号
　

石
川

書
房

19
88

年
4月

28
日

―
―

1
15

6
句

集
　

春
雷

川
染

陽
哉

／
編

者
　

大
島

親
之

介
―

19
56

年
7月

15
日

―
―

1
15

7
美

し
い

日
本

の
私

　
そ

の
序

説
川

端
康

成
／

訳
者

　
エ

ド
ワ

ー
ド

・
G・

サ
イ

デ
ン

ス
テ

ッ
カ

ー
東

京
都

文
京

区
音

羽
2－
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－
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講
談

社
19

69
年

3月
16

日
―

―
1

15
8

黒
部

川
第

四
発

電
所

　
世

紀
の

難
工

事
に

挑
ん

だ
土

木
技

術
関

西
電

力
建

設
部

編
東

京
都

千
代

田
区

霞
ケ

関
3の

3　
ダ

イ
ヤ

モ
ン

ド
社

19
65

年
9月

28
日

―
―

1
15

9
句

集
　

花
魂

岸
貞

男
東

京
都

目
黒

区
中

根
二

－
二

－
七

－
四

〇
三

　
邑

書
林

19
94

年
8月

11
日

―
―

1

16
0

梧
桐

　
岸

田
潮

二
句

集
大

阪
市

住
之

江
区

西
加

賀
屋

三
－

一
四
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岸

田
潮

二
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集
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田
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岡
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町
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一

五
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三
七

　
小

野
ビ

ル
　

手
帖

舎
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82
年

2月
15

日
―

―
1

16
1

ガ
ン

と
た

た
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っ
た
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年

間
　

死
を
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つ

め
る

心
岸

本
英

夫
東

京
都

文
京

区
音

羽
3－
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講
談

社
19

64
年

8月
20

日
19

64
年

11
月

10
日

第
4刷

1

16
2

名
ぐ

は
し

島
の

詩
　

長
島

愛
生

園
に

在
日

朝
鮮

人
・

韓
国

人
を

訪
ね

て
喜

田
清

千
葉

県
市

川
市

塩
浜

四
－

二
－

五
七

－
七

〇
四

　
海

声
社

19
87

年
3月

1日
―

―
1

16
3

句
集

　
焔

芯
　

京
鹿

子
叢

書
第

67
篇

京
都

府
城

陽
市

久
世

南
垣

内
19

2　
木

田
千

女
京

都
市

中
京

区
釜

座
通

夷
川

上
る

　
京

鹿
子

社
19

78
年

1月
1日

―
―

1
16

4
酔

い
ど

れ
船

北
杜

夫
東

京
都

新
宿

区
矢

来
町

71
番

地
　

新
潮

社
19

72
年

4月
15

日
19

72
年

5月
5日

2刷
1

16
5

き
だ

た
だ

す
句

集
　

詩
通

信
文

庫
詩

篇
第

五
巻

き
だ

た
だ

す
堺

市
六

条
通

り
1－
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詩
通

信
社

19
80

年
1月

5日
―

―
1

16
6

古
稀

薫
風

橘
高

薫
風

東
京

都
千

代
田

区
神

田
神

保
町

一
－

五
二

　
沖

積
舎

19
95

年
11

月
7日

―
―

1
16

7
い

の
ち

の
世

界
・

法
華

経
　

現
代

人
の

仏
教

5
紀

野
一

義
東

京
都

千
代

田
区

神
田

小
川

町
二

―
八
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摩
書

房
19

65
年

5月
20

日
19

74
年

10
月

20
日

新
装

版
第

一
刷

1
16

8
い

の
ち

の
風

光
　

現
代

に
生

き
る

仏
教

紀
野

一
義

東
京

都
千

代
田

区
神

田
小

川
町

二
ノ

八
　

筑
摩

書
房

19
67

年
10

月
9日

19
67

年
12

月
30

日
三

刷
1

16
9

永
遠

の
い

の
ち

 日
蓮

　
仏

教
の

思
想
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紀

野
一

義
・

梅
原

猛
東

京
都

千
代

田
区

富
士

見
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13
　

角
川

書
店

19
69

年
9月

10
日

―
―

1
17

0
仏

と
の

出
会

い
　

現
代

に
生

き
る

仏
教

2
紀

野
一

義
東

京
都

千
代

田
区

神
田

小
川

町
二

ノ
八

　
筑

摩
書

房
19

68
年

5月
8日

―
―

1
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1
大

悲
風

の
如

く
　

現
代

に
生

き
る

仏
教

3
紀

野
一

義
東

京
都

千
代

田
区

神
田

小
川

町
二

ノ
八

　
筑

摩
書

房
19

68
年

11
月

30
日

―
―

1
17

2
四

季
の

愛
紀

野
一

義
東

京
都

杉
並

区
和

田
二

ノ
七

ノ
一

　
佼

成
出

版
社

19
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年
9月

20
日
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―

1
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3
凛
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と

生
き

る
　

忘
れ

え
ぬ

人
々
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角

川
選

書
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0
紀

野
一

義
東

京
都

千
代

田
区

富
士

見
二

－
一

三
－

三
　

角
川

書
店

19
81

年
1月

30
日

―
―

1
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4
歌

集
　

子
鹿

の
耳

香
川

県
仲

多
度

郡
多

度
津

町
本

通
り

一
－

一
－

十
　

木
下

佐
紀

子
東

京
都

文
京

区
音

羽
一

－
十

七
－

十
一

－
三

〇
五

　
短

歌
研

究
社

19
92

年
6月

28
日
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―

1
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5

河
本

三
東

遺
句

集
　

青
玄

叢
書

第
36

集
編

集
者

　
藤

井
寺

市
藤

井
寺
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－
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木
下

十
三

 
遺

族
　

横
浜

市
鶴

見
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馬
場

町
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庄

田
朝

東
尼

崎
市

上
坂

部
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青

玄
俳

句
会

19
68

年
7月

15
日

―
―

1

17
6

赤
い

実
　

金
蒼

生
作

品
集

金
蒼

生
京

都
市

左
京

区
上

高
野

沢
渕

町
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の
56

　
行

路
社

19
95

年
6月

20
日

―
―

1
17

7
歌

集
　

夢
幻

門
　

コ
ス

モ
ス

叢
書

第
30

9篇
神

戸
市

須
磨

区
高

倉
台

六
丁

目
一

番
一

八
－

五
〇

四
号

　
木

山
蕃

東
京

都
江

東
区
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代
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丁

目
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七
号

　
伊

麻
書

房
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年
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―

1
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編
著

者
発

行
所

初
版

年
月

日
当

該
版

年
月

日
刷

数
量

17
8

句
集

　
聖

痕
［

邱
山

俳
句

会
］

香
川

県
木

田
郡

庵
治

村
大

島
青

松
園

　
邱

山
俳

句
会

19
59

年
11

月
5日

―
―

1

17
9

死
ぬ

瞬
間

E・
キ

ュ
ー

ブ
ラ

ー
ロ

ス
／

訳
者

　
川

口
正

吉
東

京
都

中
央

区
銀

座
三

の
二

の
一

　
大

阪
市

北
区

野
崎

町
七

七
　

北
九

州
市

小
倉

区
明

和
町

一
の

一
一

　
読

売
新

聞
社

19
71

年
4月

10
日

19
71

年
7月

25
日

第
三

刷
1

18
0

ア
カ

シ
ヤ

の
大

連
清

岡
卓

行
東

京
都

文
京

区
音

羽
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－
一

二
－

二
一

　
講

談
社

19
70

年
3月

20
日

―
―

1
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1
句

集
　

春
も

霜
降

る
桐

萱
雄

（
長

田
大

三
郎

）
名

古
屋

市
東

区
徳

川
町

五
ノ

一
　

環
礁

俳
句

会
19

59
年

12
月

1日
―

―
1

18
2

現
代

国
語

の
用

字
用

語
辞

典
釘

本
久

春
編

東
京

都
千

代
田

神
田

三
崎

町
1の

8　
福

音
館

書
店

19
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年
7月

1日
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年

3月
再

版
1
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3

遠
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街
串

田
孫

一
東

京
都

千
代

田
区

神
田

錦
町
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の

九
　

雪
華

社
19
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年
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月
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日

―
―

1
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女

教
師

　
現

代
俳

句
女

流
シ

リ
ー

ズ
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楠
節
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東

京
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谷
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渋

谷
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丁
目

十
の
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羊

社
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年

5月
20

日
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5
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狼
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句
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ー
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節
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東
京
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谷
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谷
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丁
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社
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年
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月
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日
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句
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東
京
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丁
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年
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鼓
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繁

東
京
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杉
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区
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4－
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－
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歌
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社
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日
―
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繁
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京
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田
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玉

書
房
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年
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0
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鸚
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島
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①
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京
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ス
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日
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句
集
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丁
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七
　

葛
山
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け
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丁
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華

書
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年
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日
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ド
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國

松
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・
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田

五
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・
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實

東
京
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代
田

区
神

田
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川
町
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の

八
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出

書
房

19
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年
4月

15
日

19
54

年
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日
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版
1
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谷
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美

抄
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音
楽

久
保
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東

京
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布
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六
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乃
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社
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年
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日

第
十

六
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1
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4
久

米
房
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歌
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久
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ス
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ス
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部
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年
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日
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―
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5
歌

集
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転
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ス
モ

ス
叢

書
第
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八
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京
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号
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書
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島
葭

子
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歌
集
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三
巻

倉
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み
な
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編

所
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市
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米
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三
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三
三
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五
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原
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年
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風
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紋

　
栗
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楽

泉
園
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者
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史
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吾

妻
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群
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妻
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生
楽
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園
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会
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年
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日
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⑨
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京
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9
句
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彩
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市
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区
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栗
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―
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年
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―
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1
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0

海
軍
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計
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尉
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泉
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吉

小
泉

信
三

東
京
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代
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井
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三
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秋
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年

8月
15

日
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年
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日
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刷

1
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1

句
集
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鳥
山
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譜
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俳
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編
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県
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妻
郡

草
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泉

園
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日
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句
集
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緑

叢
書
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京
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西
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懸
賞

界
叢
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兼
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四
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華
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菌

地
帯

　
水

甕
叢
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６
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右
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茂
樹

東
京

都
千

代
田

区
一

ツ
橋

二
ノ

三
ノ

一
　

小
学

館
19

70
年

1月
15

日
―

―
1

22
3

生
き

る
日

の
限

り
後

藤
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藤
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叢
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－
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藤
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会
19

87
年

6月
10

日
―

―
1

35
7

歌
集

　
珊

瑚
礁

　
形

成
叢

刊
千

葉
修

岡
山

県
邑

久
郡

邑
久

町
虫

明
六

五
三

九
　

長
島

短
歌

会
19

68
年

3月
5日

―
―

1
35

8
歌

集
　

守
礼

門
　

形
成

叢
刊

岡
山

県
邑

久
郡

邑
久

町
虫

明
65

39
　

千
葉

修
東

京
都

杉
並

区
高

円
寺

南
4－

43
－

9　
短

歌
新

聞
社

19
80

年
1月

15
日

―
―

1

34



番
号

表
 題

編
著

者
発

行
所

初
版

年
月

日
当

該
版

年
月

日
刷

数
量

35
9

新
制

　
地

理
学

概
説

地
理

教
授

同
志

会
　

代
表

者
　

守
屋

荒
美

雄
・

野
口

保
興

―
19

31
年

9月
25

日
―

―
1

36
0

句
集

　
琴

坂
塚

本
烏

城
京

都
市

伏
見

区
桃

山
福

島
太

夫
西

町
八

　
塚

本
恒

温
19

83
年

11
月

1日
―

―
1

36
1

句
集

　
海

綿
辻

長
風

／
編

集
　

青
松

編
集

部
―

19
59

年
8月

4日
―

―
1

36
2

句
集

　
四

十
代

辻
長

風
―

19
54

年
11

月
3日

―
―

1
36

3
関

数
論

講
義

辻
良

平
東

京
都

文
京

区
本

駒
込

5丁
目

9番
10

号
　

理
工

学
社

19
66

年
7月

10
日

19
72

年
2月

10
日

第
5版

1

36
4

辻
田

克
巳

集
　

自
註

現
代

俳
句

シ
リ

ー
ズ

第
Ⅴ

期
㉒

辻
田

克
巳

東
京

都
新

宿
区

百
人

町
三

－
二

八
－

一
〇

俳
句

文
学

館
内

　
社

団
法

人
　

俳
人

協
会

19
86

年
10

月
25

日
―

―
1

36
5

は
や

く
朝

に
な

ら
ん

か
な

　
津

島
貴

美
枝

追
悼

記
念

編
集

・
発

行
者

　
岡

山
県

邑
久

郡
邑

久
町

虫
明

六
二

五
三

ノ
一

　
津

島
久

雄
―

19
79

年
4月

1日
―

―
1

36
6

水
脈

　
冬

の
公

園
　

氷
心

　
コ

ス
モ

ス
文

庫
⑧

辻
本

敬
三

・
伊

藤
麟

・
蒲

池
由

之
東

京
都

三
鷹

市
井

ノ
頭

一
ノ

二
ノ

一
七

　
コ

ス
モ

ス
短

歌
会

19
80

年
6月

25
日

―
―

1
36

7
雪

景
山

水
　

長
流

叢
書

第
二

十
二

篇
吹

田
市

千
里

山
西

四
－

一
四

－
一

五
　

長
谷

方
　

土
田

和
子

東
京

都
千

代
田

区
神

田
小

川
町

三
ノ

二
　

不
識

書
院

19
81

年
8月

25
日

―
―

1

36
8

句
集

　
父

の
景

色
 

新
鋭

句
集

シ
リ

ー
ズ

Ⅲ
小

熊
座

叢
書

第
八

集
土

見
敬

志
郎

東
京

都
中

央
区

銀
座

六
－

七
－

十
六

　
第

一
岩

月
ビ

ル
　

東
京

四
季

出
版

19
90

年
10

月
20

日
―

―
1

36
9

癩
院

創
世

土
谷

勉
東

京
都

世
田

谷
区

世
田

谷
一

ノ
一

五
六

19
49

年
5月

25
日

―
―

1
37

0
運

命
を

ひ
ら

く
心

常
岡

一
郎

東
京

都
文

京
区

音
羽

二
－

十
二

－
二

十
一

　
講

談
社

19
68

年
4月

8日
―

―
1

37
1

大
学

理
工

系
　

微
分

積
分

学
鶴

見
茂

東
京

都
文

京
区

本
駒

込
5丁

目
9番

10
号

　
理

工
学

社
19

71
年

1月
1日

19
73

年
2月

25
日

第
4版

1
37

2
東

洋
歴

史
精

図
帝

国
書

院
　

代
表

者
　

增
田

啓
策

東
京

市
牛

込
区

揚
場

町
一

番
地

　
帝

国
書

院
19

27
年

9月
29

日
―

―
1

37
3

神
仙

の
人

　
出

口
日

出
麿

編
者

　
出

口
斎

／
企

画
編

集
　

東
京

都
文

京
区

小
日

向
四

－
六

－
一

九
　

共
立

会
館

　
講

談
社

出
版

研
究

所
　

代
表

　
山

本
康

雄
東

京
都

文
京

区
音

羽
二

－
一

二
－

二
一

　
講

談
社

19
89

年
10

月
18

日
19

89
年

12
月

25
日

第
四

刷
1

37
4

小
林

多
喜

二
手

塚
英

孝
東

京
都

千
代

田
区

神
田

小
川

町
二

ノ
八

　
筑

摩
書

房
19

58
年

2月
15

日
―

―
1

37
5

自
然

科
学

者
の

た
め

の
数

学
概

論
　

増
訂

版
寺

沢
寛

一
東

京
都

千
代

田
区

一
ツ

橋
2－

5－
5　

岩
波

書
店

19
54

年
10

月
30

日
19

77
年

2月
10

日
第

26
刷

1
37

6
懶

ぬ
き

が
た

く
　

日
本

全
国

歌
人

叢
書

第
15

7集
寺

田
阿

兄
東

京
都

文
京

区
目

白
台

二
－

一
三

－
二

　
近

代
文

芸
社

19
91

年
3月

13
日

―
―

1
37

7
電

気
工

学
ポ

ケ
ッ

ト
ブ

ッ
ク

（
JR

版
）

電
気

学
会

編
東

京
都

千
代

田
区

神
田

錦
町

3ノ
1　

オ
ー

ム
社

19
50

年
5月

20
日

19
73

年
5月

30
日

第
3版

第
１

刷
1

37
8

句
集

　
葦

［
天

狼
俳

句
会

高
槻

支
部

］
天

狼
俳

句
会

高
槻

支
部

19
88

年
10

月
31

日
―

―
1

37
9

歌
集

　
二

人
三

脚
土

居
原

重
男

・
土

居
原

鈴
子

―
19

82
年

12
月

1日
―

―
1

38
0

女
声

合
唱

組
曲

　
帽

子
の

あ
る

風
景

作
詞

者
　

塔
和

子
／

作
曲

者
　

柳
川

直
則

東
京

都
新

宿
区

神
楽

坂
6－

30
　

音
楽

之
友

社
19

91
年

7月
10

日
―

―
1

38
1

第
一

日
の

孤
独

塔
和

子
東

京
都

千
代

田
区

神
田

神
保

町
二

－
三

四
　（

寺
田

ビ
ル

）　
蝸

牛
社

19
76

年
3月

25
日

―
―

1
38

2
大

原
美

術
館

Ⅱ
現

代
絵

画
と

彫
刻

序
文

　
東

野
芳

明
／

解
説

　
大

岡
信

・
岡

田
隆

彦
倉

敷
市

中
央

1丁
目

1－
12

　
財

団
法

人
大

原
美

術
館

19
87

年
―

―
1

38
3

藤
楓

文
芸

　
第

2刊
藤

楓
協

会
編

―
19

70
年

3月
20

日
―

―
1

38
4

藤
楓

文
芸

　
第

3刊
藤

楓
協

会
編

―
19

71
年

3月
20

日
―

―
1

38
5

藤
楓

文
芸

　
第

4刊
藤

楓
協

会
編

―
19

72
年

3月
15

日
―

―
1

38
6

藤
楓

文
芸

　
第

5刊
藤

楓
協

会
編

―
19

73
年

3月
15

日
―

―
1

38
7

藤
楓

文
芸

　
第

6刊
藤

楓
協

会
編

―
19

74
年

3月
20

日
―

―
1

38
8

藤
楓

文
芸

　
第

7刊
藤

楓
協

会
編

―
19

75
年

3月
20

日
―

―
1

38
9

観
光

案
内

図
　

近
畿

地
方

と
そ

の
周

辺
［

塔
文

社
］

東
京

都
千

代
田

区
九

段
南

2
～

6
～

13
　

塔
文

社
―

―
―

1

39
0

療
園

の
灯

　
椎

名
ふ

さ
姉

の
信

仰
［

東
北

新
生

園
キ

リ
ス

ト
教

信
交

会
］

宮
城

県
登

米
郡

迫
町

新
田

　
東

北
新

生
園

キ
リ

ス
ト

教
信

交
会

代
表

　
松

野
全

彥
19

67
年

12
月

10
日

―
―

1

39
1

現
代

数
学

教
育

辞
典

編
集

委
員

代
表

　
遠

山
啓

東
京

都
中

央
区

入
舟

町
3の

3　
明

治
図

書
出

版
19

65
年

6月
1日

―
―

1
39

2
現

代
数

学
対

話
　

岩
波

新
書

青
版

64
3

遠
山

啓
東

京
都

千
代

田
神

区
田

一
ツ

橋
2－

3　
岩

波
書

店
19

67
年

5月
20

日
―

―
1

39
3

数
学

と
そ

の
周

辺
遠

山
啓

東
京

都
中

央
区

入
船

町
三

の
三

　
明

治
図

書
出

版
19

63
年

5月
―

―
1

39
4

ベ
ク

ト
ル

と
行

列
遠

山
啓

東
京

都
新

宿
区

須
賀

町
14

　
日

本
評

論
社

19
65

年
3月

25
日

19
73

年
3月

20
日

第
１

版
第

9刷
1

35



番
号

表
 題

編
著

者
発

行
所

初
版

年
月

日
当

該
版

年
月

日
刷

数
量

39
5

人
間

と
は

何
か

戸
川

行
男

編
東

京
都

港
区

南
青

山
3－

8－
36

　
思

索
社

19
75

年
11

月
10

日
―

―
1

39
6

生
命

の
尊

厳
　

人
間

の
世

紀
第

一
巻

時
実

利
彦

東
京

都
新

宿
区

南
元

町
一

四
ノ

一
　

潮
出

版
社

19
73

年
1月

25
日

19
73

年
3月

25
日

第
十

刷
1

39
7

歌
集

　
透

明
に

東
京

都
江

東
区

亀
戸

二
－

六
－

四
－

五
〇

二
　

等
々

力
亞

紀
子

東
京

都
千

代
田

区
神

田
神

保
町

二
ノ

二
〇

　
暁

ビ
ル

　
白

玉
書

房
19

78
年

6月
30

日
―

―
1

39
8

新
し

い
数

学
へ

の
ア

プ
ロ

ー
チ

⑮
　

電
子

計
算

機
　

FO
R

TR
A

N
・

A
LG

O
Lと

そ
の

応
用

刀
根

薫
・

恒
川

純
吉

東
京

都
文

京
区

小
日

向
4丁

目
6番

19
号

　
共

立
出

版
19

68
年

12
月

5日
―

―
1

39
9

大
島

の
冬

飛
谷

俊
雄

香
川

県
綾

歌
郡

府
中

村
二

八
六

四
　

農
村

文
化

社
19

50
年

11
月

1日
―

―
1

40
0

句
集

　
連

日
　

樅
叢

書
第

七
集

愛
知

県
東

海
市

大
田

町
郷

中
五

七
　

富
田

木
莊

名
古

屋
市

中
村

区
中

村
町

八
－

六
一

　
樅

俳
句

会
19

85
年

1月
15

日
―

―
1

40
1

量
子

力
学

的
世

界
像

朝
永

振
一

郎
東

京
都

千
代

田
区

神
田

駿
河

台
四

ノ
四

　
弘

文
堂

―
19

65
年

11
月

15
日

新
装

版
1

40
2

波
ま

く
ら

い
く

た
び

ぞ
　

悲
劇

の
提

督
・

南
雲

忠
一

中
将

豊
田

穣
東

京
都

文
京

区
音

羽
2－

12
－

21
　

講
談

社
19

73
年

1月
30

日
―

―
1

40
3

沖
縄

　
JT

B
旅

ノ
ー

ト
30

鳥
澤

誠
JT

B
日

本
交

通
公

社
出

版
事

業
局

19
92

年
7月

1日
―

―
1

40
4

川
柳

句
集

　
あ

す
か

豊
中

市
新

千
里

西
町

二
－

一
　

A
二

三
－

三
一

〇
号

　
中

尾
飛

鳥
豊

中
市

新
千

里
西

町
二

－
一

　
A二

三
－

三
一

〇
号

　
番

傘
折

鶴
川

柳
会

19
92

年
5月

17
日

―
―

1
40

5
長

尾
町

史
長

尾
町

史
編

集
委

員
会

編
香

川
県

大
川

郡
長

尾
町

役
場

19
65

年
12

月
15

日
―

―
1

40
6

き
み

子
文

集
中

川
き

み
子

東
京

都
千

代
田

区
神

田
司

町
二

－
七

　
東

京
美

術
19

90
年

12
月

20
日

―
―

1
40

7
川

柳
　

続
続

・
国

会
の

換
気

扇
仲

川
幸

男
東

京
都

練
馬

区
貫

井
四

－
一

－
十

一
　

暁
教

育
図

書
19

92
年

1月
1日

―
―

1
40

8
新

語
大

辞
典

編
集

兼
発

行
者

　
中

里
辰

男
東

京
都

文
京

区
音

羽
町

三
ノ

十
九

　
大

日
本

雄
弁

会
講

談
社

19
51

年
1月

1日
―

―
1

40
9

大
明

解
漢

和
辞

典
長

澤
規

矩
也

編
東

京
都

千
代

田
区

神
田

神
保

町
一

の
一

　
三

省
堂

19
60

年
3月

15
日

19
63

年
4月

10
日

第
10

刷
1

41
0

新
し

い
数

学
へ

の
ア

プ
ロ

ー
チ

⑧
　

い
ろ

い
ろ

な
幾

何
中

沢
貞

治
東

京
都

文
京

区
小

日
向

4丁
目

6番
19

号
　

共
立

出
版

19
67

年
8月

1日
―

―
1

41
1

歌
集

　
青

磁
岡

山
県

邑
久

郡
裳

掛
村

　
長

島
短

歌
会

岡
山

県
邑

久
郡

裳
掛

村
　

財
団

法
人

長
島

愛
生

園
慰

安
会

19
51

年
11

月
3日

―
―

1
41

2
合

同
歌

集
　

海
光

岡
山

県
邑

久
郡

邑
久

町
虫

明
六

五
三

九
　

長
島

短
歌

会
―

19
80

年
6月

1日
―

―
1

41
3

新
し

い
数

学
へ

の
ア

プ
ロ

ー
チ

②
　

論
理

中
谷

太
郎

東
京

都
文

京
区

小
日

向
4丁

目
6番

19
号

　
共

立
出

版
19

67
年

11
月

5日
―

―
1

41
4

歌
集

　
風

著
者

発
行

者
　

石
川

県
珠

洲
郡

内
浦

町
松

波
14

－
65

－
1　

中
谷

直
彦

―
19

87
年

11
月

20
日

―
―

1
41

5
歌

集
　

悠
悠

著
者

発
行

者
　

石
川

県
珠

洲
郡

内
浦

町
松

波
14

－
65

－
1　

中
谷

直
彦

―
19

89
年

3月
1日

―
―

1
41

6
作

文
集

　
私

の
印

著
者

発
行

者
　

石
川

県
珠

洲
郡

内
浦

町
松

波
14

－
65

－
1　

中
谷

直
彦

―
19

88
年

6月
15

日
―

―
1

41
7

句
集

　
潮

潮
会

　
会

長
　

永
野

秀
久

編
―

19
88

年
4月

10
日

―
―

1
41

8
新

し
い

数
学

へ
の

ア
プ

ロ
ー

チ
⑥

　
ト

ポ
ロ

ジ
ー

中
村

勝
彦

東
京

都
文

京
区

小
日

向
4丁

目
6番

19
号

　
共

立
出

版
19

66
年

10
月

1日
―

―
1

41
9

句
集

　
ひ

と
つ

ぶ
の

露
中

村
花

芙
蓉

―
―

―
―

函
の

み
42

0
句

集
　

埴
輪

童
子

鹿
児

島
県

鹿
屋

市
星

塚
45

22
　

中
村

安
朗

―
19

71
年

11
月

1日
―

―
1

42
1

昭
和

二
十

四
年

版
　

香
川

県
詩

短
文

芸
作

家
録

編
集

発
行

人
　

中
村

律
朗

高
松

市
五

番
町

　
香

川
県

庁
文

芸
会

19
49

年
12

月
27

日
―

―
1

42
2

福
音

丸
と

私
中

本
仁

一
東

京
都

中
央

区
日

本
橋

本
町

四
－

二
－

一
一

　
エ

ビ
ス

ビ
ル

　
燦

葉
出

版
社

（
さ

ん
よ

う
）

19
91

年
8月

10
日

―
―

1

42
3

下
へ

の
ぼ

る
歌

中
森

幾
之

進
東

京
都

新
宿

区
西

早
稲

田
2丁

目
3の

18
　

日
本

基
督

教
団

出
版

局
19

73
年

12
月

10
日

19
77

年
6月

30
日

4版
1

42
4

句
集

　
父

子
独

楽
岡

山
県

邑
久

郡
邑

久
町

虫
明

62
53

　
中

山
秋

夫
―

19
89

年
12

月
―

―
1

42
5

和
英

対
照

明
解

新
辞

典
　

特
製

編
著

監
修

者
　

東
京

教
育

大
・

名
誉

教
授

　
中

山
久

四
郎

東
京

都
千

代
田

区
西

神
田

二
丁

目
二

番
地

　
図

書
出

版
東

京
書

院
19

55
年

4月
１

日
印

刷
19

57
年

1月
10

日
十

二
版

1
42

6
岩

波
国

語
辞

典
西

尾
実

・
岩

淵
悦

太
郎

編
東

京
都

千
代

田
区

神
田

一
ツ

橋
2ノ

3　
岩

波
書

店
19

63
年

4月
10

日
19

63
年

6月
5日

第
2刷

1
42

7
岩

波
国

語
辞

典
　

第
2版

西
尾

実
・

岩
淵

悦
太

郎
・

水
谷

静
夫

編
東

京
都

千
代

田
区

一
ツ

橋
2－

5－
5　

岩
波

書
店

19
63

年
4月

10
日

19
73

年
1月

10
日

第
2版

第
3刷

1
42

8
歌

集
　

風
つ

子
高

松
市

前
田

西
町

一
〇

六
二

－
一

　
西

岡
春

重
コ

ス
モ

ス
短

歌
会

香
川

支
部

19
82

年
11

月
23

日
―

―
1

42
9

歌
集

　
こ

ん
ぴ

ら
み

ち
西

岡
春

重
―

19
90

年
1月

25
日

―
―

1
43

0
花

鳥
風

月
の

こ
こ

ろ
　

新
潮

選
書

西
田

正
好

東
京

都
新

宿
区

矢
来

町
七

一
　

新
潮

社
19

79
年

7月
5日

―
―

1
43

1
句

集
　

河
口

　
秀

逸
俳

人
叢

書
23

西
村

青
渦

東
京

中
央

区
銀

座
六

－
七

－
十

六
　

岩
月

ビ
ル

　
東

京
四

季
出

版
19

88
年

10
月

15
日

―
―

1
43

2
ア

ラ
ス

カ
物

語
新

田
次

郎
東

京
都

新
宿

区
矢

来
町

七
十

一
　

新
潮

社
19

74
年

5月
25

日
―

―
1

43
3

小
説

に
書

け
な

か
っ

た
自

伝
新

田
次

郎
東

京
都

新
宿

区
矢

来
町

71
　

新
潮

社
19

76
年

9月
10

日
―

―
1

36



番
号

表
 題

編
著

者
発

行
所

初
版

年
月

日
当

該
版

年
月

日
刷

数
量

43
4

聖
職

の
碑

新
田

次
郎

東
京

都
文

京
区

音
羽

二
－

十
二

－
二

十
一

　
講

談
社

19
76

年
3月

24
日

―
―

1
43

5
新

田
義

貞
　

上
巻

新
田

次
郎

東
京

都
新

宿
区

矢
来

町
七

一
　

新
潮

社
19

78
年

4月
25

日
19

78
年

8月
30

日
十

刷
1

43
6

新
田

義
貞

　
下

巻
新

田
次

郎
東

京
都

新
宿

区
矢

来
町

七
一

　
新

潮
社

19
78

年
5月

15
日

19
78

年
8月

30
日

九
刷

1
43

7
自

習
実

用
英

語
（

英
語

検
定

3級
用

）
日

本
英

語
教

育
協

会
編

東
京

都
新

宿
区

横
寺

町
旺

文
社

気
付

　
日

本
英

語
教

育
協

会
19

65
年

1月
10

日
19

66
年

2月
1日

重
版

1
43

8
資

料
・

現
代

の
詩

20
10

［
日

本
現

代
詩

人
会

編
］

―
20

10
年

4月
10

日
―

―
1

43
9

新
約

聖
書

　
19

54
年

改
訳

［
日

本
聖

書
協

会
］

東
京

都
中

央
区

銀
座

4丁
目

2番
地

　
日

本
聖

書
協

会
19

55
年

―
―

1
44

0
現

代
国

語
1　

教
材

本
文

日
本

放
送

協
会

編
―

19
64

年
4月

1日
―

―
1

44
1

大
学

講
座

　
数

学
日

本
放

送
協

会
編

N
H

K
サ

ー
ビ

ス
セ

ン
タ

ー
19

66
年

10
月

1日
―

―
1

44
2

大
学

講
座

　
数

学
日

本
放

送
協

会
編

N
H

K
サ

ー
ビ

ス
セ

ン
タ

ー
19

66
年

4月
1日

―
―

1
44

3
大

学
講

座
　

数
学

日
本

放
送

協
会

編
N

H
K

サ
ー

ビ
ス

セ
ン

タ
ー

19
67

年
10

月
1日

―
―

1
44

4
大

学
講

座
　

数
学

日
本

放
送

協
会

編
N

H
K

サ
ー

ビ
ス

セ
ン

タ
ー

19
70

年
1月

1日
―

―
1

44
5

大
学

講
座

　
数

学
日

本
放

送
協

会
編

N
H

K
サ

ー
ビ

ス
セ

ン
タ

ー
19

70
年

10
月

1日
―

―
1

44
6

大
学

講
座

　
哲

学
1

日
本

放
送

協
会

編
N

H
K

サ
ー

ビ
ス

セ
ン

タ
ー

19
72

年
10

月
1日

―
―

1
44

7
大

学
講

座
　

哲
学

1
日

本
放

送
協

会
編

N
H

K
サ

ー
ビ

ス
セ

ン
タ

ー
19

73
年

10
月

1日
―

―
1

44
8

通
信

高
校

講
座

　
数

学
Ⅱ

A
日

本
放

送
協

会
編

N
H

K
サ

ー
ビ

ス
セ

ン
タ

ー
19

64
年

10
月

1日
―

―
1

44
9

19
85

総
合

図
書

目
録

　
日

本
放

送
出

版
協

会
［

日
本

放
送

出
版

協
会

］
―

［
19

85
年

］
―

―
1

45
0

生
き

る
と

は
　

よ
ろ

こ
び

の
泉

シ
リ

ー
ズ

①
日

本
ミ

ッ
シ

ョ
ン

編
集

部
編

大
阪

府
羽

曳
野

市
埴

生
野

24
2－

3
19

70
年

8月
1日

―
―

1
45

1
カ

タ
ス

ト
ロ

フ
ィ

ー
の

理
論

　
そ

の
本

質
と

全
貌

野
口

広
東

京
都

文
京

区
音

羽
二

－
一

二
－

二
一

　
講

談
社

19
73

年
7月

4日
19

73
年

7月
30

日
第

三
刷

1
45

2
祈

る
著

者
　

野
島

泰
治

／
編

者
　

曽
我

野
一

美
（

責
任

）・
斉

木
創

（
専

任
）

京
都

市
伏

見
区

桃
山

町
養

斉
5

～
49

　
野

島
冨

美
19

73
年

9月
10

日
―

―
1

45
3

ら
い

と
梅

干
と

憲
兵

野
島

泰
治

―
19

71
年

3月
3日

―
―

1
45

4
句

集
　

孤
絶

芦
屋

市
西

芦
屋

町
八

－
一

三
　

野
尻

遊
星

大
阪

市
東

区
伏

見
町

二
－

二
二

　
ア

オ
ヤ

マ
ビ

ル
　

天
狼

俳
句

会
19

84
年

11
月

3日
―

―
1【

1】
45

5
歌

集
　

夏
埼

玉
県

川
越

市
熊

野
町

二
－

二
八

　
野

田
孝

之
東

京
都

三
鷹

市
井

ノ
頭

一
－

二
－

一
七

　
コ

ス
モ

ス
短

歌
会

19
71

年
1月

26
日

―
―

1
45

6
歌

集
　

遥
か

な
る

山
々

　
コ

ス
モ

ス
叢

書
第

19
3篇

東
京

都
杉

並
区

松
庵

二
－

一
六

－
一

五
　

野
田

白
楊

東
京

都
文

京
区

小
石

川
一

－
一

三
－

二
　

暁
印

書
館

19
82

年
9月

20
日

―
―

1
45

7
県

庁
と

県
都

山
口

野
原

清
司

山
口

市
中

河
原

町
二

の
一

七
　

防
長

自
由

政
策

研
究

会
19

81
年

11
月

20
日

―
―

1
45

8
延

原
大

川
歌

集
　

春
禽

の
声

延
原

大
川

紀
州

海
南

市
多

田
二

四
八

　
大

父
母

苑
19

64
年

3月
1日

―
―

1
45

9
随

筆
集

　
緩

な
る

べ
し

　
コ

ス
モ

ス
叢

書
第

29
7篇

東
京

都
杉

並
区

永
福

四
丁

目
二

三
－

一
　

野
村

清
東

京
都

江
東

区
永

代
二

ノ
十

六
ノ

七
　

伊
麻

書
房

19
88

年
8月

5日
―

―
1

46
0

野
谷

竹
路

句
集

　
日

本
現

代
川

柳
叢

書
第

21
集

野
谷

竹
路

東
京

都
文

京
区

本
郷

1－
15

－
4　

文
京

尚
学

ビ
ル

　
詩

歌
文

学
刊

行
会

19
92

年
3月

10
日

―
―

1
46

1
俳

句
と

短
歌

編
集

発
行

人
　

俳
句

と
短

歌
社

香
川

県
木

田
郡

庵
治

町
六

〇
三

四
ノ

一
　

大
島

青
松

園
　

火
星

俳
句

会
19

69
年

10
月

15
日

―
―

1【
10

2】
46

2
歌

集
　

蓑
虫

香
川

県
庵

治
局

区
内

60
34

の
1　

萩
原

澄
香

川
県

庵
治

局
区

内
60

34
の

1　
青

松
歌

人
会

19
66

年
11

月
15

日
―

―
1（

1）
46

3
光

あ
る

方
へ

　
関

西
ア

ラ
ラ

ギ
叢

書
第

10
集

香
川

県
木

田
郡

庵
治

町
大

島
青

松
園

　
萩

原
澄

香
川

県
木

田
郡

庵
治

町
大

島
青

松
園

　
青

松
歌

人
会

19
74

年
8月

15
日

―
―

1
46

4
雲

な
が

る
る

果
て

に
白

鷗
遺

族
会

編
東

京
都

千
代

田
区

神
田

小
川

町
三

の
六

　
河

出
書

房
新

社
19

67
年

4月
5日

―
―

1
46

5
後

宮
　

精
鋭

句
集

シ
リ

ー
ズ

19
橋

詰
沙

尋
東

京
都

渋
谷

区
渋

谷
2－

10
－

10
　

牧
羊

社
19

75
年

7月
20

日
―

―
1（

1）
46

6
句

集
　

紅
糸

橋
本

多
佳

子
東

京
都

千
代

田
区

神
田

駿
河

台
三

ノ
一

　
目

黒
書

店
19

51
年

6月
1日

―
―

1
46

7
随

筆
集

　
菅

原
抄

橋
本

多
佳

子
豊

中
市

浜
二

丁
目

五
七

五
－

一
　

七
曜

俳
句

会
19

69
年

12
月

5日
―

―
1

46
8

命
終

橋
本

多
佳

子
東

京
都

千
代

田
区

富
士

見
町

二
ノ

七
　

角
川

書
店

19
65

年
5月

29
日

―
―

1
46

9
句

集
　

小
閑

　
鶴

叢
書

第
一

六
一

篇
著

者
発

行
者

　
高

槻
市

藤
の

里
町

二
六

－
二

三
　

橋
本

文
比

古
―

19
83

年
1月

1日
―

―
1

47
0

句
集

　
一

処
不

動
香

川
県

木
田

郡
庵

治
町

大
島

青
松

園
　

蓮
井

三
佐

男
―

19
84

年
9月

1日
―

―
1（

6）【
60

】
47

1
句

集
　

遠
か

も
め

蓮
井

三
佐

男
―

19
91

年
12

月
1日

―
―

1（
4）【

2】
47

2
日

本
文

学
と

風
土

長
谷

章
久

東
京

都
文

京
区

音
羽

2－
12

－
21

　
講

談
社

19
69

年
4月

16
日

―
―

1
47

3
夕

茜
三

田
市

横
山

町
二

十
二

の
二

十
三

　
畑

井
政

雄
―

19
92

年
8月

―
―

1

37



番
号

表
 題

編
著

者
発

行
所

初
版

年
月

日
当

該
版

年
月

日
刷

数
量

47
4

藍
の

紋
　

北
国

海
浜

集
　

青
夏

　
コ

ス
モ

ス
文

庫
⑦

初
井

し
づ

枝
・

間
島

定
義

・
島

田
修

二
東

京
都

三
鷹

市
井

ノ
頭

一
ノ

二
ノ

一
七

　
コ

ス
モ

ス
短

歌
会

19
79

年
11

月
25

日
―

―
1

47
5

光
栄

あ
る

喜
び

花
岡

重
行

東
京

都
八

王
子

市
犬

目
町

86
－

10
　

一
麦

社
19

93
年

12
月

3日
―

―
1

47
6

歌
集

　
や

ど
り

ぎ
香

川
県

木
田

郡
庵

治
町

青
松

園
　

林
み

ち
子

香
川

県
木

田
郡

庵
治

町
青

松
園

　
青

松
歌

人
会

19
68

年
9月

1日
―

―
1

47
7

歌
集

　
夕

映
な

が
く

香
川

県
木

田
郡

庵
治

町
大

島
青

松
園

　
林

み
ち

子
―

19
88

年
3月

1日
―

―
1

47
8

心
よ

羽
ば

た
け

　
関

西
ア

ラ
ラ

ギ
双

書
第

12
集

香
川

県
木

田
郡

庵
治

町
大

島
青

松
園

　
林

み
ち

子
―

19
77

年
10

月
1日

―
―

1
47

9
モ

ン
テ

ー
ニ

ュ
・

エ
セ

ー
　

筑
摩

叢
書

10
選

訳
者

　
原

二
郎

東
京

都
千

代
田

区
神

田
小

川
町

2の
8　

筑
摩

書
房

19
63

年
9月

5日
―

―
1

48
0

ト
ル

ス
ト

イ
と

私
原

久
一

郎
／

編
集

人
　

浜
田

琉
司

東
京

都
千

代
田

区
一

ﾂ橋
　

大
阪

市
北

区
堂

島
上

　
北

九
州

市
小

倉
区

紺
屋

町
　

名
古

屋
市

中
村

区
堀

内
町

　
毎

日
新

聞
社

19
72

年
10

月
30

日
―

―
1

48
1

句
集

　
朝

日
子

原
田

一
身

熊
本

県
菊

池
郡

合
志

町
栄

三
七

九
六

19
79

年
7月

1日
―

―
1

48
2

歌
集

　
錐

体
外

路
　

自
画

像
シ

リ
ー

ズ
Ⅲ

京
都

市
左

京
区

吉
田

泉
殿

町
58

　
原

田
禹

雄
京

都
市

上
京

区
下

長
者

町
通

千
本

西
入

　
方

向
社

19
60

年
3月

14
日

―
―

1（
1）

48
3

詩
集

　
無

花
果

の
骨

に
原

田
憲

雄
京

都
市

上
京

区
下

長
者

通
千

本
西

入
福

島
町

37
4　

方
向

社
19

60
年

2月
23

日
―

―
1

48
4

句
集

　
触

る
る

原
田

美
千

代
熊

本
県

菊
池

郡
合

志
町

栄
三

七
九

六
19

79
年

7月
1日

―
―

1
48

5
ハ

ン
セ

ン
療

養
所

歌
人

全
集

ハ
ン

セ
ン

療
養

所
短

歌
会

編
東

京
都

港
区

新
橋

六
丁

目
一

三
－

一
三

　
藤

楓
協

会
19

88
年

3月
30

日
―

―
1

48
6

新
潮

国
語

辞
典

　
現

代
語

・
古

語
監

修
者

　
久

松
潜

一
／

編
修

者
　

山
田

俊
雄

・
築

島
裕

東
京

都
新

宿
区

矢
来

町
七

一
　

新
潮

社
19

65
年

11
月

30
日

―
―

1
48

7
数

学
点

景
一

松
信

／
編

集
　

図
書

編
集

室
東

京
都

中
央

区
築

地
5－

3－
2　

朝
日

新
聞

社
19

82
年

1月
25

日
―

―
1

48
8

数
値

計
算

一
松

信
東

京
都

新
宿

区
払

方
町

27
番

地
　

至
文

堂
19

63
年

10
月

15
日

―
―

1
48

9
句

集
　

竹
煮

草
　

鶴
叢

書
第

二
二

一
篇

平
尾

一
葉

山
形

市
南

原
町

一
丁

目
一

－
三

　
あ

う
ん

社
19

88
年

12
月

10
日

―
―

1
49

0
パ

ス
カ

ル
　

白
水

叢
書

9
訳

者
　

平
岡

昇
・

安
井

源
治

東
京

都
千

代
田

j区
神

田
小

川
町

三
の

二
四

　
白

水
社

19
77

年
1月

10
日

―
―

1
49

1
ら

い
療

養
の

実
際

　
化

学
療

法
を

め
ぐ

っ
て

著
者

発
行

人
　

東
京

都
渋

谷
区

宇
田

川
六

－
十

一
－

四
一

九
　

平
子

真
―

19
73

年
6月

20
日

―
―

1
49

2
歌

集
　

立
秋

　
コ

ス
モ

ス
叢

書
第

34
7篇

山
口

県
下

関
市

長
府

惣
社

町
3－

30
　

平
沢

真
里

東
京

都
杉

並
区

高
円

寺
南

4－
43

－
9　

短
歌

新
聞

社
19

90
年

9月
17

日
―

―
1

49
3

尾
瀬

に
死

す
平

野
長

靖
東

京
都

新
宿

区
矢

来
町

71
　

新
潮

社
19

72
年

6月
20

日
―

―
1

49
4

月
下

の
俘

虜
平

畑
靜

塔
東

京
都

台
東

区
浅

草
田

中
町

三
ノ

三
　

酩
酊

社
19

55
年

1月
1日

―
―

1
49

5
武

蔵
野

観
音

　
三

十
三

の
霊

場
　

古
寺

巡
礼

シ
リ

ー
ズ（

5）
編

集
兼

発
行

者
　

千
葉

県
銚

子
市

馬
場

町
29

3　
札

所
研

究
会

　
平

幡
良

雄
―

19
70

年
6月

25
日

19
75

年
4月

8日
改

版
1

49
6

歌
集

　
聖

童
女

な
る

　
コ

ス
モ

ス
叢

書
第

24
3篇

東
京

都
練

馬
区

栄
町

一
七

　
平

林
司

東
京

都
江

東
区

永
代

二
丁

目
一

六
番

七
号

　
伊

麻
書

房
19

85
年

9月
20

日
―

―
1

49
7

句
集

　
高

天
廣

田
天

涯
東

京
都

千
代

田
区

神
田

小
川

町
三

ノ
一

四
　

第
一

万
水

ビ
ル

　
本

阿
弥

書
店

19
84

年
11

月
24

日
―

―
2

49
8

盆
栽

老
人

と
そ

の
周

辺
深

沢
七

郎
東

京
都

千
代

田
区

紀
尾

井
町

三
　

文
芸

春
秋

19
73

年
5月

25
日

19
73

年
5月

30
日

第
二

刷
1

49
9

山
頂

の
憩

い
深

田
久

弥
東

京
都

新
宿

区
矢

来
町

七
一

　
新

潮
社

19
71

年
7月

20
日

19
71

年
9月

15
日

二
刷

1
50

0
合

同
句

集
　

群
礁

編
集

兼
発

行
者

　
蕗

之
芽

会
岡

山
県

邑
久

郡
邑

久
町

虫
明

六
五

三
九

　
蕗

之
芽

会
19

70
年

11
月

10
日

―
―

1
50

1
生

き
甲

斐
と

い
ふ

事
福

田
恆

存
東

京
都

新
宿

区
矢

来
町

七
一

　
新

潮
社

19
71

年
6月

25
日

19
74

年
7月

20
日

八
刷

1
50

2
荘

子
　

中
公

新
書

36
福

永
光

司
東

京
都

中
央

区
京

橋
2－

1　
中

央
公

論
社

19
64

年
3月

30
日

―
―

1
50

3
こ

の
道

を
行

く
　

わ
が

人
生

観
22

福
原

麟
太

郎
東

京
都

文
京

区
関

口
1 

の
33

　
大

和
書

房
19

71
年

3月
31

日
―

―
1

50
4

読
書

と
或

る
人

生
　

新
潮

選
書

福
原

麟
太

郎
東

京
都

新
宿

区
矢

来
町

七
一

　
新

潮
社

19
67

年
5月

10
日

19
67

年
7月

25
日

四
刷

1
50

5
句

集
　

千
年

　
炎

昼
叢

書
第

四
巻

藤
井

未
萠

―
19

79
年

4月
1日

―
―

1
50

6
俳

句
評

論
集

　
続

・
現

代
俳

句
の

観
照

藤
井

未
萠

―
19

79
年

5月
1日

―
―

1

50
7

藤
井

亘
集

　
自

註
現

代
俳

句
シ

リ
ー

ズ
Ⅴ

期
�

藤
井

亘
東

京
都

新
宿

区
百

人
町

三
－

二
八

－
一

〇
俳

句
文

学
館

内
　

社
団

法
人

　
俳

人
協

会
19

88
年

2月
10

日
―

―
1

50
8

歌
集

　
随

縁
往

来
横

浜
市

南
区

中
里

3－
25

－
3　

西
光

寺
　

藤
田

義
海

東
京

都
新

宿
区

北
新

宿
2丁

目
22

番
1号

　
石

川
書

房
19

92
年

10
月

1日
―

―
1

50
9

句
集

　
杖

藤
田

薫
水

香
川

県
木

田
郡

庵
治

村
六

〇
三

四
ノ

一
　

邱
山

会
19

52
年

9月
10

日
―

―
1

51
0

果
て

し
な

き
流

れ
の

な
か

に
藤

原
て

い
東

京
都

新
宿

区
市

谷
船

河
原

町
11

　
家

の
光

協
会

19
77

年
2月

3日
―

―
1

51
1

若
き

数
学

者
の

ア
メ

リ
カ

藤
原

正
彦

東
京

都
新

宿
区

矢
来

町
71

　
新

潮
社

19
77

年
11

月
20

日
―

―
1

38



番
号

表
 題

編
著

者
発

行
所

初
版

年
月

日
当

該
版

年
月

日
刷

数
量

51
2

川
柳

　
百

句
一

束
藤

原
世

史
春

 
編

集
印

刷
　

大
阪

府
吹

田
市

天
道

町
6番

15
号

　
藤

原
童

心
社

―
19

78
年

4月
3日

―
―

1

51
3

句
集

　
杖

国
鹿

屋
市

星
塚

町
四

五
二

二
　

不
動

信
夫

―
19

82
年

10
月

―
―

1

51
4

聖
霊

の
現

わ
れ

ロ
バ

ー
ト

・
フ

ロ
ス

ト
 

翻
訳

　「
生

け
る

水
の

川
」

翻
訳

委
員

会
大

阪
市

東
区

仁
右

衛
門

町
51

5　
大

阪
ク

リ
ス

チ
ャ

ン
セ

ン
タ

ー
19

72
年

8月
31

日
―

―
1

51
5

は
て

し
な

き
涯

　
強

制
労

働
・

発
病

・
結

婚
岡

山
県

邑
久

郡
邑

久
町

虫
明

六
二

五
二

　
許

在
文

・
金

潤
任

―
19

92
年

8月
―

―
1

51
6

新
し

い
数

学
へ

の
ア

プ
ロ

ー
チ

③
　

ベ
ク

ト
ル

穂
刈

四
三

二
東

京
都

文
京

区
小

日
向

4丁
目

6番
19

号
　

共
立

出
版

19
68

年
10

月
1日

―
―

1
51

7
思

考
と

信
仰

　
日

本
人

の
生

き
方

掘
秀

彦
東

京
都

新
宿

区
矢

来
町

七
一

　
新

潮
社

19
62

年
3月

31
日

―
―

1
51

8
わ

た
し

の
法

華
経

人
生

論
本

多
顕

彰
東

京
都

杉
並

区
和

田
二

－
七

－
一

　
佼

成
出

版
社

19
70

年
7月

15
日

19
70

年
11

月
10

日
六

版
1

51
9

句
集

　
雲

海
本

田
一

杉
大

阪
市

生
野

区
林

寺
町

三
丁

目
一

八
〇

　
星

雲
社

19
49

年
3月

10
日

―
―

1【
1】

52
0

句
文

集
　

大
汝

　
山

茶
花

叢
書

第
五

編
大

阪
市

旭
区

鴨
野

町
六

四
二

　
本

田
一

杉
大

阪
市

旭
区

鴨
野

町
六

四
二

　
鴨

野
発

行
所

19
39

年
4月

15
日

―
―

1
52

1
新

し
い

数
学

へ
の

ア
プ

ロ
ー

チ
⑤

　
新

し
い

代
数

本
部

均
東

京
都

文
京

区
小

日
向

4丁
目

6番
19

号
　

共
立

出
版

19
69

年
7月

20
日

―
―

1
52

2
句

集
　

高
原

　
炎

昼
叢

書
6

正
岡

冬
芽

―
19

81
年

3月
10

日
―

―
1

52
3

句
集

　
天

涯
の

座
増

葦
雄

―
19

85
年

11
月

―
―

1
52

4
仏

教
百

話
　

グ
リ

ー
ン

ベ
ル

ト
・

シ
リ

ー
ズ

4
増

谷
文

雄
東

京
都

千
代

田
区

神
田

小
川

町
2－

8　
筑

摩
書

房
19

62
年

11
月

30
日

19
63

年
1月

20
日

再
版

1
52

5
句

集
　

紅
炎

　
炎

昼
叢

書
１

著
者

発
行

者
　

松
山

市
御

幸
二

丁
目

二
－

二
〇

　
松

井
百

枝
―

19
79

年
2月

1日
―

―
1（

2）
52

6
歌

集
　

朝
光

の
島

香
川

県
木

田
郡

庵
治

町
大

島
青

松
園

　
松

浦
篤

男
―

19
90

年
2月

12
日

―
―

1
52

7
私

の
夢

・
日

本
の

夢
　

21
世

紀
の

日
本

松
下

幸
之

助
京

都
市

南
区

西
九

条
北

ノ
内

町
11

　
P

H
P

研
究

所
19

77
年

1月
1日

19
77

年
2月

5日
第

四
刷

1
52

8
現

代
俳

句
集

　
現

代
日

本
文

学
全

集
91

著
者

代
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摩
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梧
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句
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－
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叢
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追
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光
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―
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塩
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著
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澄

―
19

83
年

1月
5日

―
―

1
55

3
合

同
句

集
　

雲
海

集
編

集
人

　
大

阪
市

西
淀

川
区

姫
島

町
五

一
〇

　
箕

野
鯉

泉
大

阪
市

北
区

堂
山

町
四

四
　

雲
海

発
行

所
19

77
年

8月
31

日
―

―
1

55
4

微
分

積
分

学
Ⅰ

　
岩

波
全

書
27

4
三

村
征

雄
東

京
都

千
代

田
区

一
ツ

橋
2－

5－
5　

岩
波

書
店

19
70

年
9月

9日
―

―
1

55
5

歌
集

　
忘

瓦
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都
文

京
区

音
羽

町
3　

光
文

社
19

55
年

11
月

5日
―

―
1

58
3

女
の

歴
史

保
高

み
さ

子
東

京
都

新
宿

区
矢

来
町

七
一

　
新

潮
社

19
50

年
8月

31
日

19
50

年
9月

30
日

二
刷

1
58

4
宗

教
と

人
間

柳
田

謙
十

郎
東

京
都

千
代

田
区

一
番

町
一

七
－

三
　

創
文

社
19

71
年

4月
30

日
―

―
1

58
5

ア
イ

ン
シ

ュ
タ

イ
ン

伝
　

新
潮

選
書

矢
野

健
太

郎
東

京
都

新
宿

区
矢

来
町

七
一

　
新

潮
社

19
68

年
9月

30
日

―
―

1
58

6
新

し
い

数
学

へ
の

ア
プ

ロ
ー

チ
①

　
集

合
矢

野
健

太
郎

東
京

都
文

京
区

小
日

向
4丁

目
6番

19
号

　
共

立
出

版
19

66
年

5月
1日

19
66

年
6月

15
日

初
版

第
3刷

1
58

7
数

学
小

辞
典

編
著

　
矢

野
健

太
郎

・
茂

木
勇

・
石

原
繁

東
京

都
文

京
区

小
日

向
4丁

目
6番

19
号

　
共

立
出

版
19

68
年

10
月

5日
―

―
1

40
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初
版

年
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日
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該
版

年
月

日
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数
量

58
8

数
学

む
だ

ば
な

し
矢

野
健

太
郎

東
京

都
新

宿
区

矢
来

町
七

一
　

新
潮

社
19

60
年

11
月

30
日

19
62

年
8月

10
日

七
刷

1
58

9
数

学
メ

ラ
ン

ジ
ュ

矢
野

健
太

郎
東

京
都

文
京

区
高

田
豊

川
町

24
番

地
　

有
紀

書
房

19
63

年
1月

30
日

―
―

1
59

0
数

学
を

き
ず

い
た

人
々

矢
野

健
太

郎
東

京
都

文
京

区
音

羽
町

3の
19

　
講

談
社

19
66

年
9月

16
日

―
―

1
59

1
大

学
入

試
問

題
予

想
法

　
数

学
矢

野
健

太
郎

東
京

都
新

宿
区

須
賀

町
14

　
日

本
評

論
社

19
63

年
8月

30
日

19
68

年
1月

10
日

第
1版

第
5刷

1
59

2
日

蓮
山

岡
荘

八
東

京
都

文
京

区
音

羽
町

3－
19

　
講

談
社

19
66

年
5月

10
日

―
―

1
59

3
歌

集
　

蘭
の

花
愛

媛
県

宇
摩

郡
土

居
町

藤
原

一
－

一
二

　
山

上
松

根
愛

媛
県

宇
摩

郡
土

居
町

藤
原

一
－

一
二

　
童

馬
堂

19
85

年
3月

20
日

19
85

年
6月

10
日

増
刷

1
59

4
歌

集
　

辛
夷

咲
け

ば
鎌

倉
市

佐
助

一
－

三
－

三
　

山
川

澄
子

東
京

都
新

宿
区

北
新

宿
二

丁
目

二
十

二
番

一
号

　
石

川
書

房
19

81
年

10
月

28
日

―
―

1
59

5
句

集
　

構
橋

兵
庫

県
西

宮
市

苦
楽

園
五

番
町

二
三

　
山

口
誓

子
東

京
都

千
代

田
区

外
神

田
二

の
一

八
　

春
秋

社
19

67
年

3月
10

日
―

―
1

59
6

句
文

集
　

伊
勢

　
山

口
誓

子
還

暦
記

念
山

口
誓

子
大

阪
市

東
区

伏
見

町
二

ノ
二

二
　

ア
オ

ヤ
マ

ビ
ル

四
階

　
山

口
誓

子
還

暦
記

念
事

業
会

19
61

年
11

月
5日

―
―

1

59
7

自
作

案
内

山
口

誓
子

奈
良

市
杉

ヶ
町

三
三

（
富

士
屋

会
館

内
）　

増
岡

書
店

19
53

年
3月

1日
―

―
1

59
8

自
選

句
集

　
山

口
誓

子
　

光
陰

―
改

造
社

［
19

47
年

］
―

―
1

59
9

秀
句

の
鑑

賞
山

口
誓

子
東

京
都

文
京

区
音

羽
町

三
ノ

一
九

　
光

文
社

19
47

年
7月

25
日

―
―

1
60

0
青

女
　

山
口

誓
子

第
八

句
集

著
者

　
山

口
誓

子
／

編
集

兼
校

閲
人

　
片

山
栄

一
名

古
屋

市
中

区
御

幸
本

町
通

二
ノ

二
四

　
中

部
日

本
新

聞
社

19
50

年
5月

1日
―

―
1

60
1

天
狼

俳
句

歳
時

記
　

新
年

・
春

監
修

者
　

山
口

誓
子

／
編

著
者

　
松

井
利

彦
東

京
都

千
代

田
区

神
田

小
川

町
三

－
一

四
　

第
一

万
水

ビ
ル

五
F　

本
阿

弥
書

店
19

84
年

4月
10

日
―

―
1

60
2

天
狼

俳
句

歳
時

記
　

夏
監

修
者

　
山

口
誓

子
／

編
著

者
　

松
井

利
彦

東
京

都
千

代
田

区
神

田
小

川
町

三
－

一
四

　
第

一
万

水
ビ

ル
五

F　
本

阿
弥

書
店

19
84

年
7月

7日
―

―
1

60
3

天
狼

俳
句

歳
時

記
　

秋
監

修
者

　
山

口
誓

子
／

編
著

者
　

松
井

利
彦

東
京

都
千

代
田

区
神

田
小

川
町

三
－

一
四

　
第

一
万

水
ビ

ル
五

F　
本

阿
弥

書
店

19
84

年
9月

25
日

―
―

1
60

4
天

狼
俳

句
歳

時
記

　
冬

監
修

者
　

山
口

誓
子

／
編

著
者

　
松

井
利

彦
東

京
都

千
代

田
区

神
田

小
川

町
三

－
一

四
　

第
一

万
水

ビ
ル

五
F　

本
阿

弥
書

店
―

19
84

年
12

月
20

日
再

版
1

60
5

俳
句

鑑
賞

入
門

山
口

誓
子

大
阪

市
北

区
樋

上
町

四
五

　
創

元
社

19
67

年
3月

20
日

―
―

1
60

6
山

口
誓

子
集

　
現

代
俳

句
文

学
全

集
（

全
十

三
巻

）
山

口
誓

子
東

京
都

千
代

田
区

富
士

見
町

二
ノ

七
　

角
川

書
店

19
58

年
5月

30
日

―
―

1
60

7
和

服
山

口
誓

子
東

京
都

千
代

田
区

富
士

見
町

二
の

七
　

角
川

書
店

19
55

年
1月

20
日

―
―

1
60

8
遠

天
　

天
狼

同
人

句
集

シ
リ

ー
ズ

5
山

口
超

心
鬼

東
京

都
渋

谷
区

渋
谷

二
丁

目
十

二
の

十
二

　
牧

羊
社

19
89

年
5月

31
日

―
―

1
60

9
経

営
は

ひ
と

な
り

山
口

恒
則

東
京

都
中

央
区

銀
座

五
－

一
〇

－
一

三
　

電
力

新
報

社
19

94
年

1月
6日

―
―

1
61

0
山

口
県

の
歴

史
編

集
兼

発
行

者
　

山
口

市
巌

島
18

12
－

1　
山

口
県

（
企

画
部

広
報

課
）

―
19

67
年

3月
31

日
―

―
1

61
1

山
口

県
の

旅
　

観
光

カ
イ

ド
山

口
県

通
商

観
光

課
編

山
口

市
滝

町
1－

1　
山

口
県

庁
内

　
山

口
県

観
光

連
盟

19
76

年
3月

1日
―

―
1

61
2

歌
集

　
花

あ
け

び
東

京
都

世
田

谷
区

梅
ケ

丘
一

－
二

七
－

三
　

山
崎

千
鶴

東
京

都
新

宿
区

北
新

宿
二

丁
目

二
十

二
番

一
号

　
石

川
書

房
19

80
年

9月
24

日
―

―
1

61
3

句
集

　
島

の
土

香
川

県
木

田
郡

庵
治

町
六

〇
三

四
－

一
　

山
田

静
考

―
19

69
年

5月
15

日
―

―
1（

6）【
12

】
61

4
句

集
　

喜
寿

著
者

発
行

人
　

徳
島

県
名

西
郡

神
山

町
神

領
字

中
津

六
三

の
五

　
山

田
比

泥
男

―
19

87
年

11
月

12
日

―
―

1
61

5
今

日
を

生
き

る
山

田
無

文
東

京
都

文
京

区
音

羽
2－

12
－

21
　

講
談

社
19

71
年

8月
16

日
―

―
1

61
6

末
世

を
生

き
る

山
田

無
文

・
水

上
勉

東
京

都
文

京
区

音
羽

2－
12

－
21

　
講

談
社

19
74

年
1月

20
日

―
―

1
61

7
わ

た
し

は
誰

か
　

山
田

無
文

し
ん

じ
ん

文
庫

第
4集

山
田

無
文

東
京

都
千

代
田

区
外

神
田

二
の

一
八

の
六

　
春

秋
社

19
66

年
1月

10
日

―
―

1
61

8
合

同
句

集
　

新
樹

山
野

青
山

編
丸

亀
新

樹
俳

句
会

19
91

年
12

月
20

日
―

―
1

61
9

電
気

英
語

山
本

勇
・

渡
辺

茂
京

都
市

中
京

区
新

町
通

錦
小

路
上

ル
　

電
気

書
院

19
52

年
10

月
10

日
19

54
年

5月
20

日
三

版
1

62
0

歌
集

　
道

程
　

コ
ス

モ
ス

叢
書

第
29

4篇
出

雲
市

大
津

町
山

廻
一

七
〇

〇
－

二
　

山
本

圭
子

―
19

89
年

4月
20

日
―

―
1

62
1

俳
句

・
短

歌
　

近
代

文
学

鑑
賞

講
座

第
二

十
四

巻
山

本
健

吉
編

東
京

都
千

代
田

区
富

士
見

町
二

ノ
七

　
角

川
書

店
19

60
年

11
月

5日
―

―
1

62
2

合
同

歌
集

　
虹

虹
の

会
会

長
　

山
本

静
子

／
編

集
人

　
渡

辺
民

恵
大

阪
市

浪
速

区
恵

美
須

西
2－

9－
15

　
ま

る
い

ビ
ル

　
斉

藤
編

集
事

務
所

19
93

年
6月

9日
―

―
1

62
3

山
本

肇
句

集
　

鶴
叢

書
第

44
篇

岡
山

市
虫

明
局

区
内

日
出

六
五

三
九

愛
生

園
内

　
山

本
肇

東
京

都
練

馬
区

高
野

台
四

丁
目

九
番

十
一

号
　

鶴
俳

句
会

19
68

年
9月

10
日

―
―

1（
1）

62
4

父
・

山
本

五
十

六
　

そ
の

愛
と

死
の

記
録

東
京

都
港

区
赤

坂
南

青
山

5－
5－

4　
山

本
義

正
東

京
都

文
京

区
音

羽
2　

光
文

社
19

69
年

8月
15

日
―

―
1

62
5

歌
集

　
歳

月
　

コ
ス

モ
ス

叢
書

第
29

3篇
出

雲
市

大
津

町
山

廻
一

七
〇

〇
－

二
　

山
本

燎
―

19
89

年
4月

20
日

―
―

1
62

6
現

代
科

学
と

人
間

湯
川

秀
樹

東
京

都
千

代
田

区
神

田
一

ツ
橋

二
丁

目
三

番
地

　
岩

波
書

店
19

61
年

10
月

25
日

19
63

年
10

月
30

日
第

四
刷

1

41
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版

年
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量

62
7

心
ゆ

た
か

に
湯

川
秀

樹
東

京
都

千
代

田
区

神
田

小
川

町
二

－
八

　
筑

摩
書

房
19

69
年

10
月

25
日

―
―

1
62

8
創

造
的

人
間

　
筑

摩
叢

書
57

湯
川

秀
樹

東
京

都
千

代
田

区
神

田
小

川
町

2の
8　

筑
摩

書
房

―
19

66
年

6月
20

日
第

2刷
1

62
9

素
粒

子
の

探
究

　
真

理
の

場
に

立
ち

て
 

科
学

論
・

技
術

論
双

書
6

湯
川

秀
樹

東
京

都
千

代
田

区
神

田
駿

河
台

2ノ
3　

勁
草

書
房

（
大

和
出

版
部

）
19

65
年

5月
30

日
―

―
1

63
0

人
間

に
と

っ
て

科
学

と
は

な
に

か
　

中
公

新
書

13
2

湯
川

秀
樹

・
梅

棹
忠

夫
東

京
都

中
央

区
京

橋
2－

1　
中

央
公

論
社

19
67

年
5月

25
日

―
―

1
63

1
物

理
の

世
界

著
者

代
表

　
湯

川
秀

樹
講

談
社

19
64

年
6月

16
日

―
―

1
63

2
本

の
中

の
世

界
　

岩
波

新
書

青
版

49
3

湯
川

秀
樹

東
京

都
千

代
田

区
神

田
一

ツ
橋

2－
3　

岩
波

書
店

19
63

年
7月

20
日

―
―

1
63

3
歌

集
　

母
子

草
広

島
市

西
区

己
斐

上
五

－
七

六
七

－
一

一
　

横
山

扶
實

子
東

京
都

新
宿

区
北

新
宿

二
丁

目
二

十
二

番
一

号
　

石
川

書
房

19
81

年
11

月
10

日
―

―
1

63
4

与
謝

野
晶

子
集

與
謝

野
晶

子
東

京
市

牛
込

区
矢

来
町

三
番

地
　

新
潮

社
19

15
年

3月
17

日
19

17
年

1月
26

日
六

版
1

63
5

歌
集

　
川

渚
八

王
子

市
子

安
町

一
ノ

二
九

ノ
六

　
吉

岡
靜

子
東

京
都

新
宿

区
北

新
宿

二
丁

目
二

十
二

番
一

号
　

石
川

書
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儀同　政一　　金　貴紛

１．2014年８月に学芸部社会啓発課が
２人体制で発足
　ハンセン病患者・回復者への偏見・差別と人権
侵害の再発防止には、ハンセン病についての正し
い知識が不可欠であり、ハンセン病を理由として
人を差別し、地域社会から排除することは許され
ない。病気がその人の姿かたちをどのように変え
ようとも、人は人として尊重されるということを
繰り返し学習することが大切である。
　ハンセン病患者・回復者に対する偏見・差別、
排除の解消と名誉回復のため、私たち社会に同じ
過ちが繰りかえされないため、より多くの方々に
当資料館に来館していただきたいが、遠方の方な
ど当館への来館が難しい場合が多くある。ハンセ
ン病問題に対する啓発活動は全国規模で行われる
のが望ましいと考える。そのため、外部講演、ま
た、自治体等が主催する写真パネル展への講師派
遣、語り部ＤＶＤや啓発ＤＶＤの作成、啓発用パ
ンフレットの作成と普及など啓発事業を強化推進
するため、2014年８月に社会啓発課が発足した。
社会啓発課の主な事業は下記の通りである。

１）教育啓発活動
ａ．�講師派遣：市民公開講座、新任職員人権研

修会、人権担当教員・職員研修会、小中学
校等の教育機関、医学部・看護学部などへ
の講師派遣

　　�教員免許更新講習：10年目研修、教員研修
プログラムの研究、東京学芸大学教員免許
更新講習の実施

ｂ．�講演内容：ハンセン病医学、ハンセン病の
歴史と政策、ハンセン病療養所と入所者の
現状、人権についてなど。

ｃ．時間：１時間～２時間、
ｄ．費用： 無料

２）教育委員会に対する小中学校の誘致活動
教育委員会に資料館の人権学習プログラムを説明
し、小中学校の来館について誘致活動を行う。

３）「ハンセン病と人権」夏期セミナーの開催
　教員の方にハンセン病問題について正しい理解
をしていただき、生徒たちにハンセン病問題を通
して、命と人権の尊さと大切さを伝える教育を取
り組んでいただくため、教員を対象としてハンセ
ン病問題を総合的に学習できる「ハンセン病と人
権」夏期セミナー（参加費無料）を開催する。

４）英語版啓発ＤＶＤの作成
　英語版「ハンセン病を知っていますか」を作成

（2016年に作成）

５）ハンセン病関連機関、学会・自治体・学校・
地域との連携
ａ．�社会交流館・歴史館、学芸員との連携
　　�資料館・博物館、大学等関係機関との研究

連携
ｂ．�市民公開講座・講演会の開催：市民、学生、

教職員、医療･福祉関係者など
ｃ．�学会、他の人権団体と交流・連携し、疾患・

障がいを持っている方への偏見・差別、人
権侵害について調査・研究を行う。

ｄ．�学会：学会発表、論文発表、
ｅ．�研究連携：研究費獲得、大学・研究機関と

の共同研究の推進

６）情報センター機能
・ホームページの充実
　�キッズコーナー、Q&Aコーナー、英語ページ

の充実をはかる。

［論文］
国立ハンセン病資料館事業部社会啓発課の活動と展望
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２．「ハンセン病と人権」夏期セミナーの
取り組み
2015年「ハンセン病と人権」夏期セミナーの開催
　2015年８月19日・20日に国立ハンセン病資料館
で教員を対象に、21世紀を担う子供たちが困難に
立ち向かい思いやりの心を持ち、お互いの個性や
違いを認め合い、命と人権を大切にする人権教育
を進めるためのきっかけを作っていただくための

「ハンセン病と人権」夏期セミナーを開催し47名
が受講した。募集要項には、対象を小中学校の教
員・養護教員としていたが、高校や大学の教員、
教育委員会、社会福祉協議会などからも是非参加
させて頂けないかと強い要望が出されたため、定
員に満ちていなかったことから参加を認めた。開
催日程は、教育委員会に教員が夏期研修として参
加しやすい日程をお聞きし決めた。近隣の教育委
員会と校長会で夏期セミナーのお知らせをした
が、インターネットでハンセン病問題について検
索し、資料館のホームページで夏期セミナーのこ
とを知り受講を希望したという参加者の方が多く
なった。
　配布資料として、日程表、講演レジメ、資料、
出張講座の案内を入れたファイルをお渡しした。
19日は、開校式では館長挨拶と館長ミニ講演、Ｄ
ＶＤ「ハンセン病を知っていますか」上映、語り
部・平沢さんの「人生に絶望はない―ハンセン病
とともに70余年―」、金学芸員の「ハンセン病問
題の歴史と資料館のあゆみ」、「資料館見学」を行っ
た。初日の最後に参加者と「意見交換会」が行わ
れ、長野県の教員から、「学校で人権の授業をし
てきたが、実感を伴って、自分自身のものとして
語れないことがあって今回参加した。今回の講座
を楽しみにしている。病気になっても人は人、共
感していかなければならない、自分が病気になっ
たらどうなんだろうかということを考えていかな
ければならいということをお聞きしてハッとさせ
られた。患者は大変な生活をさせられていた。あ
のようなことを国はしていたんだということを、
第三者的に言っていた自分がいた、これからは、
自分自身のものとして語れる授業をしていきた
い」と感想が寄せられた。
　20日は、儀同社会啓発課長の「ハンセン病医学」、

黒尾学芸部長の「多磨全生園内フィールドワー
ク」、語り部・佐川さんの「ハンセン病と人権」、
最後にハンセン病問題を通して子ども達が命と人
権の尊さを学び自己の行動につなげることのでき
る授業実践をするために佐久間建氏の「ハンセン
病問題を授業化するには」の講演を行いました。
講演終了後の討議で、平沢さんから「今後、学校、
保護者、子供たちが一緒になってハンセン病問題
を通して、命と心の教育を一歩ずつ広げて行く取
り組みを進めていただきたい」との発言があった。
講師の佐久間氏からは、子供たちに「今日、人権
問題を学習したことを、親にも気持ちを伝え話し
合いをしましょう」と宿題を出しているとの補足
発言があった。
　閉校式では、夏期セミナーが業務の一環として
認められるよう修了証書を発行した。
　夏期セミナー修了後、参加者からアンケート33
通が寄せられた。８月21日の読売新聞には夏期セ
ミナーの記事が掲載された。今回の「ハンセン病
と人権」夏期セミナーの開催が、教員、社会福祉
協議会、人権担当者、教育委員会などから期待さ
れていたということがよく分かった。今後、夏休
みだけでなく冬休み・春休み開催、一日講座、土
日連続講座、授業実践のための研究会、平沢さん
と話そう会＋親子で学ぶハンセン病、教員向け講
座、出張一日セミナーなどの具体化を検討してい
る。夏期セミナー終了後、セミナーに参加された
横浜市の小学校教員から６年100名の講演依頼が
あった。また、沖縄愛楽園入所者自治会より依頼
があり、2016年度から毎年、同園交流会館におい
て教員向け講座で講演を行っている。
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2015年夏期セミナー参加者

職　種 人数（人） ％
小学校 16 	 34.0
中学校 10 	 21.3
高校 3 	 6.4
大学 6 	 12.8
教育委員会 2 	 4.3
社会福祉協議会 2 	 4.3
人権啓発センター 1 	 2.1
会社 6 	 12.8
その他 1 	 2.1
合計 47 	 100
アンケート回収率　　33人/47人＝70.2%

2015年夏期セミナーのアンケート

１．授業実践でもやもやしていたところが
クリアになった。

２．自分で本を読み、見学するだけでは得
られない実感を得て学習することが出来
た。

　�とても充実した時間をありがとうござい
ました。

３．２日間の流れがとてもよかった。初めて
の人でも学習内容がとても理解しやすい
流れだったと思います。

４．このような学びの機会をいただけたこ
と、出会えたことに心より感謝いたしま
す。２日間、一分一秒がもったいないほ
ど､ 夢中でお話をお聴きしました。

５．他人事ではなしに、自分のこととして
考える。強く心に響きました。

６．平沢さん、佐川さん、お二人の入所者
の方のお話を聞くことができた事が、と
てもよい体験になりました。お話をいた
だいたこと事を、しっかり子供たちに伝
えていき、「人権の森」を守っていきたい
と思います。

７．東京都の教員全員に対し研修を行って
ほしいと思います。教員になる人間は知っ
ておかなければ事実がここにはたくさん
あると思います。

８．ハンセン病医学に関するセミナーも新
鮮だった。大学で講師として教える際、
取り上げ実践する方法としても役たつ。

９．佐久間先生の報告、とてもよくわかり
ましたが、もっと時間をかけてお聞きし
たかったです。

10．都道府県、市区町村の教育委員会に申
し入れて全教師対象にセミナーを開催し
てもらいたい。

2015年夏期セミナーに対する要望事項

要望事項

１ 県教育委員か会を通して、多くの先生に
参加してほしい

２ 市教育委員会とタイアップの開催
３ 具体的教材を用いた実践授業

４ 少年少女舎のフィールドワーク、土塁の
見学、入所者の方との交流

５ 対象を広げて一般社会人の研修を行って
いただきたい

６ 社会的にも啓発活動を行っている方の実
践報告があるとよい

７ 東京都の教員全員に対し研修を行ってほ
しい

８ 東村山の教員対象の企画があるとよい

９ このセミナーは、毎年行ったほうがよい。
教育委員会を通して全教員にいくとよい

10 夏休みに３～４日間の集中したプログラ
ムが必要

11 親子向けセミナ－があるとありがたいで
す

12 入所者の生活について知りたい

2016年ハンセン病と人権夏期セミナーの開催
　2016年８月19日（金）「ハンセン病と人権」夏
期セミナーを当館映像ホールで開催した。時間は
午前10時から16時25 分までで、118名の方々に参
加していただいた。今年は対象を一般として広く
参加を呼びかけた。実際には参加者の七割は教員
で占められ、学校現場からの関心の高さがうかが
えた。
　本年度の内容は館長講義、ガイダンス映像視聴、
語り部の平沢保治さんのお話、学芸員らによるハ
ンセン病医学・歴史等の講義、館内見学であった。
　館長の講義では参加者に対する「あなたたちは
差別者ではないのか」という問いかけから始まり、
それぞれが内面に持つ差別意識について考えて欲
しいと訴えた。その後、ガイダンス映像「ハンセ
ン病を知っていますか」の視聴をはさみ、語り部
の平沢保治さんから「ハンセン病と人権」という
テーマでお話いただいた。14歳で全生園に入所し
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てからの半生を振り返りながら、今子ども達に伝
えたいことは「命とこころの大切さ」であり、啓
発活動の担い手となる子ども達への期待を語っ
た。またそのためには教育が何よりも重要である
とした。
　午後からは、儀同社会啓発課課長が「ハンセン
病医学」について、金学芸員が「ハンセン病問題
の歴史と資料館のあゆみ」というテーマで講義を
行った。
　展示見学では、長時間に渡ったプログラムにも
関わらず、参加者からは疲れも見せず熱心に見学
する様子が見られた。セミナーの最後に、黒尾学
芸部長より代表者に修了証書を手渡し、本セミ
ナーの幕を閉じた。
　夏期セミナー修了後、参加者からアンケート66
通が寄せられた。また、８月29日の毎日新聞に夏
期セミナーの記事が掲載された。
　２回目となる今年は、当館のホームページのみ
の広報であったにも関わらず、10代から80代まで
幅広い年齢層、職域の方々から申込みをいただい
た。受付締切り後の申込みも多くあり、映像ホー
ルの定数の関係で残念ながらお断りしたが、主催
者が想像する以上の反響だった。
　今後は夏期セミナーを開催する回数を増やすこ
と、２日間コース、フィールドワーク、授業実践
などの専門コースも考えたい。また今回いただい
たご意見やご感想を参考に、内容をより充実させ
ていきたい。

2016年夏期セミナー参加者

職　種 人数（人） ％
教員 81 68.6
教育委員会 4 3.4
民生委員 1 0.8
県庁・区市役所 9 7.6
清掃事務組合 2 1.7
社会交流会館 1 0.8
NPO 2 1.7
学生 6 5.1
弁護士 1 0.8
会社 6 5.1
その他 6 5.1
合計 118人 100
アンケート回収66人/80人＝82.5%

2016年夏期セミナーのアンケート

１．今度、自校の生徒を連れて見学しよう
と思い、その前に自分自身でもしっかり
勉強しようと今回のセミナーに参加しま
した。

２．最初の成田先生のお話で「他所事で片
付けないで、自分のこととしてわかって
ほしい」という言葉で、生徒に伝えるべ
きメッセージが決まりました。私も生徒
と一緒に向き合っていきたいです。次は
セミナーに生徒を連れてきたいです。是
非フィールドワークもよろしくお願いし
ます。」（40代男性）

３．改めて生きていく勇気、自分の立場を
考える時間を与えてもらい、とても参考
になった。（60代女性）

４．一日という長い研修でしたが、館長の
成田さんのはじめの言葉から、とても衝
撃的で、心に突き刺さりました。差別に
ついて考える時、差別される側と、する
側の構図ができる。大切なのは自分の目
や耳で真実を知り、想像力をもって考え
ること、その先にできる事を行動に移す
ことであり、このセミナーに参加した一
人としての役目なのではないかと感じま
した。（30代女性）

５．成田先生の「同情しての涙」でなく、「そ
の人の立場に立って、隣で涙を」との表
現が心に残りました。相手の立場に身を
置くことはなかなかできることではない
ので、せめて想像力を豊かにしたいと思
います。

６．平沢保治さんの力強いお話に感動しま
した。これからも長くご活躍ください。

７．語り部平沢氏のお話、医学、歴史的見
地からの講演と内容が多岐にわたる、非
常に理解しやすいセミナーだったと思い
ます。

８．正直なところ何も知らなかったことを、
はずかしく思っています。逆に知ること
が出来うれしく思っています。そして、
職場や子ども達にも伝えていきたいと思
います。

９．平沢さんのお話や館長のお話を伺って、
啓発をすること、続けるためには長い年
月が必要であって、当事者の方の声や、
その人達の気持ちを感じ、自分に置き換
えることができるか？と自分に何度も問
いかけていました。これからも、いつも
自分に問いかけをしながら、人権尊重を
していきたいと考えています。
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2016年夏期セミナーに対する要望事項

要望事項
１ フィールドワークを行ってほしい。
２ 図書館の本の紹介をしてほしい。

３ 子ども達が今の問題として学べる企画を
作っていただきたい。

４ ハンセン病と文学、ハンセン病と戦争な
どのテーマで講座をしてほしい。

５ もう少し掘り下げた内容があってもよい。
たとえば１回目、２回目とわける等。

６ 女性の人権に当てた内容のものもあれば
と思います。

７ 一人一人の歩みと思いを知ることができ
るようなもの。

８ 回復者との座談会をして欲しい。

９ ハンセン病を通じて差別や社会を考える
企画をお願いしたい。

10 ボランティアとして参加することも検討
したいです。

11 是非７月にも開催して下さい。

12 この問題を真剣に考える人が一人でも増
えるような啓発活動をして欲しいです。

13 看護師は、どのように過ごしどのように
考えていたかを知れる企画を見たい。

14 参加者同士の意見交換ができるものがあ
ると嬉しいです。

15 夏期セミナーを数日やって頂けるとあり
がたいです。

16 学校で一般教師が行っているハンセン病
に特化した　授業の実践の紹介。

2017年（平成29年）ハンセン病と人権夏期セミナー
の開催
　2017年は、北海道の参加希望者の要望もあり、
７月28日、８月18日の２日間開催した。それぞれ
90人、80人の計170人の参加があり、2015年（50名）、
2016年（120名）より大幅に参加人数が増えた。
昨年度までは８月のみの開催であったため、人数
がこの日に集中したが、今年度は７月に比べ８月
の参加申し込みの出足は鈍かったが、その後『朝
日新聞』にセミナー関連記事が掲載されたことも
あり、申し込み者が増加した。以下、終了後の改
善点等を示す。

１．内容
　今年度も昨年度同様、15分のＤＶＤ「ハンセン

病を知っていますか」視聴、ハンセン病医学講座、
語り部講義、歴史講座、展示室見学であり、アンケー
トでは「内容が充実していて極めて分かりやすい」
など大部分の方が内容に満足するという感想で
あった。そうした声とともに「さらに詳しい内容に
ついて知りたい」、「フィールドワークを開催してほ
しい」、「親子で参加できる企画をたててほしい」、

「海外の事情についても知りたい」等、積極的にハ
ンセン病問題に向き合おうとする声が多くあった。
これらの感想や意見をもとに来年度以降、セミナー
の複数回開催やセミナー対象者に限定した企画、
少人数によるより専門的な内容の講座等、学校で
授業化するためのテキスト作りなど外部講師の招
聘についても視野に入れ、計画していきたい。

２．参加者
　今年度の特徴として、10代から80代までの幅広
い層の参加者が見られたことがあげられる。また
高校・大学の教員と生徒、親子、夫婦等、家族で
参加される方々も見られた。職業別としては小中
高の教員だけではなく、社会福祉施設、大学教員、
看護師、一般企業職員等であった。新聞購読者に
よる参加者は主に60代以上が多く、当館について
初めて知ったという方がほとんどであった。また、
関東近隣からの参加者が多かったが、神奈川、千
葉など当館まで片道２時間以上かかる参加者も少
なくなかった。中にはこれまで例年開催していた
教員研修を中止し、本セミナーへの参加を決めた
団体もあった。参加者から外部講演依頼の要望も
出ており、患者・回復者の偏見・差別の解消と名
誉回復のため、職場・地域・学校でハンセン病問
題の普及啓発の担い手となっていただけることが
期待できた。

３．今後の検討事項
・ＨＰ以外の広報を検討する。
・より広い昼食会場を確保する。
・�申し込み方法の改善（現状ＦＡＸでの申し込み

に加えインターネットでの申し込みなど）。
・�セミナーの開催時期、時間や内容、対象者、対

象人数等の検討。
・セミナー開催にかかる人員の確保。
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2017年７月夏期セミナー参加者

職　種 人数（人） ％
教員 54 60.0
教育委員会 1 1.11
県庁・区市役所 5 5.5
社会交流会館 2 5.5
NPO 3 3.3
学生 3 3.3
弁護士 1 1.11
会社 5 5.5
病院 5 5.5
消防 1 1.11
福祉 1 1.11
その他 9 10.0
合計 90人 100.0
アンケート回収  44人/90人＝48.9%

2017年７月夏期セミナーのアンケート

１．今回、このセミナーに参加出来て、ハ
ンセン病のこと、患者さんのこと、人権
のことなど、たくさんの事を知ることが
出来て、本当に良い経験が出来ました。

２．自分自身がハンセン病について何も知
らいないということを改めて認識しまし
た。「人権」、「差別」の問題は、非常にデ
リケートな問題だという思いもあり、な
かなか正面から向き合えていませんでし
たが、今回のお話を聞き、まずは自ら考え、
そして教育に携わる者として子供達に伝
えていこうと強く思いました。

３．何度も資料館に来ていましたが、これ
だけまとまって講話を聞くのは初めてで
受け取り切れないほどのたくさんのもの
を得ることができました。平沢さんのお
話を聞けたのは、とても大きなことで、
ずっと心に残ることになると思います。

４．私は、日頃から憲法について学び、人
権について考える機会がありますが、今
回のセミナーで通じて、知識のなさや、
学びを深め、それを発信できるようにな
らねばと思いました。今回のこのセミナー
での学びから、よりハンセン病に関する
歴史などを理解して、人権とは？を問い
続けていきたいと思います。

５．私は1997年生まれなので、ハンセン病
については今まで全くの無知でした。で
もそれは言い訳であって、学ぶ機会は今
までたくさんあったのだろうな、と考え
ると、自分も無関心だった人たちの一員
だったのだなと感じました。このハンセ
ン病の差別・偏見の根本を知ることで、
現代の世の中にある同様のもの、いじめ
などの問題の解決の糸口を発見できるの
はないかと思います。

2017年７月夏期セミナーに対する要望事項

要望事項
１ 家族被害に関する展示。

２ ハンセン病に対する日本と外国での具体
的な違い。

３ 人権の森散策会があったら嬉しいです。

４ 今後も同じ企画を続けてほしい。冬期セ
ミナー、秋期セミナー、春期セミナー等。

５
今後も継続していただき、たくさんの方
がハンセン病について学ぶ機会を提供し
ていただきますようお願いいたします。

2017年８月夏期セミナー参加者

職　種 人数（人） ％
教員 15 18.75
県庁・区市役所 1 1.25
社会交流会館 1 1.25
NPO 4 5.0
学生 3 3.75
会社 16 20.0
病院 2 2.50
消防 1 1.25
福祉 1 1.25
その他 36 45.0
合計 80人 100
アンケート回収  50人/80人＝ 62.5 %

2015年夏期セミナー佐川修さん講演
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2017年８月夏期セミナーのアンケート

１．“子どもは地球の宝”平沢さんの言葉に
感動しました。平沢さんの言葉一つ一つ
が心に響きました。どうぞお体を大切に
してください。今回のセミナーでハンセ
ン病について病理的・歴史的に学ぶこと
ができました。今日学んだことはほんの
一部だと思いますので、このことをきっ
かけにかかわっていきたいと思いました。
子どもたちにも伝えていきたいと思いま
す。

２．タイムスケジュールに沿い大変充実し
濃い内容のセミナーでした。平沢さんの
お話は実体験者として強く心に響く内容
でした。成田館長の「他人ごとにせず自
分ごと」で考えよ！という言葉は私の次
の行動に結びつけるつもりです。ありが
とうございました。

３．成田館長の話にならって「人権を考える」
上で私に出来ることは、今年５年生の担
任なので子どもたちにハンセン病に関す
る知識や歴史的背景について私が「考え
る」のでなく、子どもたち自身に「気付
かせる」ような授業を作っていくことだ
と思いました。

４．素人にもわかる医学的な解説がとても
わかりやすく勉強になりました。平沢さ
んには入院中にもかかわらずご講演いた
だき感謝でいっぱいです。成田館長の人
権のお話にはドキリとさせられました。
自分自身何もしていないことがよく自覚
できました。金さんのよどみない説明に
は晴れ晴れと聞き入りました。わかりや
すかったです。

５．何度も来館していますが、こんなに熱
意あふれる皆様が働いていらっしゃると
は知りませんでした。資料館が活動する
生き物として彩やかに見えて来ました。

６．現在高校２年生でハンセン病の方々の
お話を直接伺いたいと思い参加させてい
ただきました。あと10年すればハンセン
病の差別の苦しみを知る方はほとんどい
なくなってしまうと思います。若い世代
がこのあやまちを正しく理解し、後世へ
伝えることが大事だと改めて感じること
ができました。全生園の中も散歩できた
ので大満足です。ありがとうございまし
た。

７．教員をしていますが全く知らないこと
ばかりで驚き通しの一日でした。差別や
人権については外国語教育を通じて考え
てきたつもりでしたが自分の中で理解で
きる部分と身体で拒んでいる部分があり
生涯を通じての課題と思います。生まれ
からこれまで受けてきた教育、生育環境
などが大きく影響していると感じます。
ただこのような私たちだからこそ次世代
に語れることもあると思いますので学ん
だことを教育の中に生かしていこうと思
います。

８．長時間のセミナーでしたが、非常に充
実した時間でした。人権について改めて
考えるきっかけになりました。

９．一日のセミナーですが、内容が充実して
いて、極めて分かりやすく、勉強になり
ました。ハンセン病の内容詳しく解説す
るとともに、啓発についても工夫がなさ
れいて、優れたカリキュラムと考えます。
関係者の方々の長年の熱意と努力の足跡
が示されていて心動かされるものがあり
ました。

10．医学的面を含め充実した内容だったと
思う。質問時間もそれなりにさかれてお
り、双方向でのセミナーとなった。

2017年夏期セミナー平沢保治さん講演
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2017年８月夏期セミナーに対する要望事項
要望事項

１
医療従事者では」ないのですが、ハンセ
ン病の医療面のお話をさらに伺ってみた
いです。

２
夏期セミナーを夏期以外にも一般向けに
企画して頂けたらと思います。（例えば春
休みとか）

３ 他の人権問題とのコラボ。人権侵害を与
える上で共通点を探る企画。

４ 全生園の方を巡るツアーみたいのがあれ
ば参加したいと思いました。

５

企業や地域のコミュニティ―センター等
の人権担当者、社会教育主事の人向けの
セミナーの開催。企業（職場）や地域で
ハンセン病の問題、歴史についてどう教
えるかを学べるセミナー、講座をお願い
します。

６ 優生思想を掘り下げて、世界の流れの中
で検証して欲しいです。

2018年（平成30年）ハンセン病と人権夏期セミナー
の開催
　2018年７月27日「ハンセン病と人権」夏期セミ
ナーを当館映像ホールで開催した。今年で４年目
を迎える。今年は対象を一般として広く参加を呼
びかけた。猛暑のなか、日本全国（近隣地域から
遠方は北海道、佐賀県、奈良県など）から68名の
方々に参加していただいた。時間は午前10時から
16時25 分まで開催した。今年の特徴は、大学・
高校の先生と生徒の参加者が多かったことであ
る。
　夏期セミナーでは、ハンセン病問題を総合的か
つ体系的に学び、授業などにも生かせるよう「ハ
ンセン病を知っていますか・DVD上映」、「ハン
セン病医学（―ハンセン病問題から学ぶこと―）・
講義」、「ハンセン病と人権（人生に絶望はない―
ハンセン病とともに70余年―）・語り部のお話」、

「館長挨拶」、「ハンセン病問題の歴史と資料館の
あゆみ・講義」、「資料館見学」などのプログラム
を実施した。
　毎年、夏期セミナーの参加者から外部講演依頼
の要望とハンセン病資料館来館数が増えており、
患者・回復者の偏見・差別の解消と名誉回復のた
め、職場・地域・学校でハンセン病問題の普及啓
発の担い手となっていただけることが期待できる。

2018年夏期セミナー参加者

職　種 人数（人） ％
教員 15 22.1
教育委員会 2 2.9
民生委員 3 4.4
県庁・区市役所 5 7.4
NPO 1 1.5
学生 12 17.6
消防署 2 2.9
会社 6 8.8
その他 22 32.4
合計 68 100
アンケート回収 48人/ 68人＝70.6%

2018年７月夏期セミナーのアンケート

１．人の命や人権についてハンセン病を学
ぶことを改めて考えることができました。
ハンセン病患者の隔離政策がつい最近ま
で合法化されていたことに驚きと怒りを
覚えました。逆境の中にあっても希望や
夢を持ち続けて強く優しい平沢さんのお
話も心に響きました。園内を散策して大
きくなった木々に囲まれ、ここで生きて
きた人たちの悲しみ苦しみ命の尊さを語
りかけてくれたような気がします。また
来たいです。（来館回数、はじめて）

２．語り部さんが減ってきている中、この
セミナーでたくさんのことを知ることが
できて本当に良かった。国の誤った政策
はもちろんハンセン病のこと患者のこと
を知らなかった、知ろうとしなかった、
知ろうとしなかったことも大きな誤ちの
一つなのではないかと思った。どんな格
好をしていようがどんな病気や障害を
もっていても「人」なんだという共通理
解が大切だと改めて思った。今回の学び
を通して次は私が周りに伝えるという行
動をしていきたい。（来館回数、はじめて）

３．来てよかったです。本やTVを通じて知っ
ているつもりでしたが当事者の方々の話
を直接きくことは本やTVでは得られない
力強さがありました。特に平沢さんのお
話を伺ってハンセン病への差別は人災だ
と思いました。病気以外に社会が病気な
んだと思いました。人がこれだけのこと
を人にしたというのは「絶望」ですが平
沢さんの話を聞いて、それでも希望はあ
る、頑張ろうと思いました。ありがとう
ございました。（来館回数、２回目）
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４．セミナー、語り部の会を含めて４回目
の訪問になりますが何度訪れても同じよ
うなことはなく新たなことを学び思いを
深めています。教師としてだけでなく「ひ
と」としての生き方在り方を自分の中で
問い直し自分自身を耕すかけがえのない
機会となっています。心から感謝いたし
ます。ありがとうございます。（来館回数、
４回目）

５．調布で８年程前に平沢さんのお話を伺っ
て以来、平沢さんのファンでお話をまた
直接聴くことができとてもよい一日を過
ごすことができました。何度聴いても差
別に対する人権無視の政策や私たちの意
識の根深さに悔しさを感じつつ一方で平
沢さんの愛に勇気をもらいます。私たち
は平沢さんの話を聴いて今後はどのよう
に生きていくのかということを考えてい
くことが大切なのだと改めて思いました。

（来館回数、４回目）
６．資料館は何度も見学させていただいて

いましたが詳しい話を聞いてみたくて参
加させていただきました。レジュメや解
説がわかりやすくハンセン病のことを
もっと多くの方に知ってもらいたいと思
いました。また平沢さんの力強い語りに
心打たれました。儀同学芸員の「自分が
気付かぬうちに差別をしている」という
言葉を聞いて自分自身も知らぬ間にそう
しているのだろうと改めて考えさせられ
ました。（来館回数、８回目）

７．「らいは治らない」としていたのは誰な
のか？という成田館長の問いかけ。治る
はずの病を不治とし感染症を遺伝病・伝
染病と誤った認識を持ちつづけ嫌った社
会、世間。正さなかった国、行政。どこ
で間違えたのか間違いに気づいた時に正
そうとしなかったのはなぜなのかを検証
しつづけることが必要だと感じました。
今も新しい差別・偏見が生まれつづけて
いるからこそ。自分は差別をする側にい
るかもしれないと意識しなければ気づけ
ないことが沢山あると思います。

2018年７月夏期セミナーに対する要望事項
要望事項

１
女性の体験者のお話を聞いてみたいです。
強制隔離政策を進めてきた側の人のお話
は実現できないでしょうか。

２
もうすでにされているかもしれませんが、
患者さん達の創作活動（文学なども）に
ついてもっと知りたいです。

３

若い世代がどう感じたかを知りたい。世
界各国のハンセン病対策の歴史について
⇒なぜ日本が遅れたのかが浮き出るよう
な内容

４ 医師、看護師、職員の意識、生活につい
ても知りたい。 

５

ハンセン病についてお話をして下さった
方との名刺がたくさんほしいから、名刺
交換をする企画があるとたくさんの人と
ふれ合うことができると思います。

６ ひき続き今回のような夏期セミナー、資
料提供はありがたいです。

７ 標本胎児のことをとりあげてほしいです。
（あまり知られていないので）

８

いつも大切な学びの機会をいただき、あ
りがとうございます。いつか、性別、年
代（年齢）などを問わず、ハンセン病を
通して学んだことを意見交流できる場が
できましたら幸いです。

考察
　「ハンセン病と人権」夏期セミナーは、2015年
に教員向けに第１回夏期セミナー（２日間）には、
定数60人対し47人が、2016年に対象を限定せずに
第２回夏期セミナー（１日間）には、定数50人に
対し、118人が参加した。第２回は、職種を限定
せず、１日開催としたことで、定員を大幅に上回
る参加者となった。しかし、第２回の118人の参
加者の70％は、教員であったこと、しかも、学校
単位、教育委員会単位の参加者が増えたことから
2015年夏期セミナーのような教員に特化した夏期
セミナーの開催を考えなければならない。2017年、
第３回夏期セミナーは、「北海道の学校は、８月
中旬から授業が始まるので７月に開催して頂きた
い」などの要望が出ていたことから、７月と８月
の２回開催した。各回定員50名に対し、７月90名、
８月80名で、合計170名が参加した。
　2018年、第４回夏期セミナーは、８月の日程上
の都合で７月１回開催とした。今年の特徴は、大
学、高校の教師と生徒、親子の参加者が増えたこ
とである。このことから学校としてハンセン病問
題に取り組んでいただけることが期待できる。
　都道府県職員、教育委員会、教員、企業の人権
担当者などの参加者から寄せられたご意見やアン
ケートから、「ハンセン病と人権」夏期セミナー
の開催が期待されていたということが明らかに
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なった。また夏期セミナーに参加された方々から、
「夏期セミナーを継続して開催して頂きたい」、「学
校や職場に来て講演をしていただきたい」、「都道
府県の教育委員会に申し入れて、すべての先生に
聞いて頂きたい」との要望があった。これまで要
望の強かった親子で学ぶハンセン病講座、出張夏
期セミナーについては開催したが、今後、１日講
座、２日講座、専門講座、授業実践のための講座
についても具体化を検討したい。

３．外部講演の取り組み
　外部講演は、2015年度以前も語り部や学芸員等
によって行われてきたが、年数回を数えるにとど
まっていた。要請の多い語り部の外部講演も、高
齢化にともない年々困難になる中、社会啓発課は
館外での社会啓発活動を一つの大きな柱とするこ
ととなった。
　課員２名を中心とする外部講演について、近隣
学校、教育委員会への周知も行ったが、2015年度
より当館ホームページに情報掲載を行ったため、
ホームページからの申込みが多かった。2015年度
から2018年度（2018年12月現在）までの具体的な
取組みは次の通りである。

2015（平成27）年

職　種 団体数 人数（人）％（人数）
小学校 2 230 4.2
中学校 6 2264 41.4
高校 2 1284 23.5
大学 5 887 16.2
看護学校・ 
医療関係 3 150 2.7

教育委員会・
教員 5 248 4.5

官公庁 3 180 3.2
一般 5 220 4.0
合計 31 5463 99.7

　2015年度は、外部講演をホームページに掲載し、
募集を行った初年度であったため上半期の申込は
少なかったが、夏以降、申込団体も増え、最終的
には外部講演参加者数は5363人となった。この人
数は、当館の年間来館者数の約２割にあたり、需
要の高さが明らかになった。

　団体の種別ごとの人数と全体の割合を見ると、
小学校から大学までの全体の割合は85%を超え、
学校教育におけるニーズの高さが特徴的である。
特に中学校からの申込数が最も多く、参加人数も
全体の４割を超えた。これは、中学校の学年人数
が多く、当館へ一度に見学が不可能である点や、
当館までの移動時間、距離の問題にも起因すると
考えられる。
　学校現場では授業時間、コマ数が決められてい
るため、柔軟に対応することにより、学校現場で
ハンセン病関連授業時間を設定していただけ、さ
らなる需要が見込まれると予想される。館内にお
ける社会啓発活動だけではなく、館外における活
動の可能性の高さが表れた結果となった。

参加者からの声

［小学生］
・�私はハンセン病について全く知らなかっ

たので、とても勉強になりました。今、
自分にできることは、ハンセン病のこと
を友人や家族に話し、そこからどんどん
広がっていけばいいと思います。

・�人間が人間を差別してしまうのではなく
て、病気の人間を守っていくなどの行動
をしていくべきだと考えた。自分も自分
や周りの人と違う部分があるから、差別
はしないようにしたい。

・�人同士の違いを（自分もふくめて）「欠点」
という言葉に置きかえず、「違い」として
考えるようにしたい。

［中学生］
・�今回のお話を通して、ハンセン病に対す

る偏見があったことを知りました。ハン
セン病以外にも偏見を持たれている病気
はたくさんあると思うので、なくしてい
かなければならないと思いました。

・�病気というのはかかってしまった本人が
一番辛いはずなのに、その周りにいる人
たちが差別をするのは本当にいけない事
だと思います。

［大学生］
・�特に印象に残ったのが「差別は無意識の

うちに起こる」ということだ。確かに自
分も知識がないままにハンセン病は恐ろ
しいという意識があった。
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・�誰もが差別に関して無関係ではない。た
だ単に同情するのではなく、「自分がいつ
でも被差別者の立場になり得る」ことを
人々全員が認識することが元ハンセン病
患者の方々に対しての大きな償いになる
のではないか。

・�患者の高齢化が進んでしまった今は、生
活の保障や社会復帰の支援、名誉の回復
といった償いしかできない。しかし、世
の中には今も新しい差別が生まれており、
ハンセン病とは関係のないことであって
も、個人が正しい知識を持つことによっ
て、新しい差別を抑制することが患者へ
の償いに繋がる。

［看護学生］
・�病気の治療もそうだが人に言えない、言っ

たら社会から嫌われるなど、社会的にも
大変な思いをしていることがわかった。
また後遺症による顔・身体の変形はある
かもしれないが、一人の人間として対等
に接することが大切で、思いやりの心と
正しい知識が必要であると思った。

・国からも差別を受けたという壮絶な背景
がある患者さんにどういう言葉をかけれ
ばいいかわからないという質問に対し、

「その人に共感すること」、「患者さんと話
をすることが大切」と回答されたことが
とても印象に残った。このことはどんな
患者さんにも共通することだと思うので、
この気持ちを大事にしていきたい。

2016（平成28）年度

職　種 団体数 人数（人） ％
小学校 4 686 14.1
中学校 6 1,627 33.4
高校 1 10 0.2
大学 4 335 6.8
看護学校・ 
医療関係 5 530 10.9

教育委員会・
教員 9 339 6.9

官公庁 6 910 17.0
一般 7 500 10.2
合計 42 4,937 99.5

　2016年度は昨年に引き続きホームページのみの
広報であったが、申込件数が2015年度の1.3倍増
となった。高校の申込は昨年度に比べ１件減少し
たため、人数も減少した。しかし、今年度は教育

委員会・教員の団体申込件数が増加し、全体の約
25%を占めた。教育関係者からの関心の高さが示
された結果となった。
　今年度の特徴は、小学校から大学までの割合と
その他社会人の層がほぼ１対１となったことであ
る。さらに医療、教育関係、官公庁以外に社会教
育施設や企業からの一般団体申込みがあり、様々
な分野からの関心の高さがうかがえる結果となっ
た。

参加者からの声

［小学生］
・�ハンセン病のお話をききながら、ハンセ

ン病のかん者さんの気持ちを考えると、
泣きそうになりました。私には想像する
事しかできませんが、療養所で暮らす日々
はどれくらいつらかっただろうと思いま
した。

・�お話の中で特に療養所での生活が印象に
残りました。望郷の丘でふるさとを思い
出すことがあるときいたときには、とて
も悲しい気持ちになりました。らい予防
法がなくなった今でもハンセン病の回復
者の心には傷が残っていて、しかも失わ
れた年月は戻ってきません。だから今、
私たちにできることを取り組んでいきた
いと思います。

［大学生］
・�最近、ヘイトスピーチの勉強をしていて

人権についても、日本は法律の整備がか
なり遅れていると感じていましたが、「ら
い予防法」の廃止についても遅れたとい
う事実に問題意識を持ちました。島国と
いう地理要因が大きいのかもしれません
が、マイノリティや人権について日本は
まだまだ努力が必要だと思います。

儀同参与による外部講演の様子
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[教員（小学校）]
・�昨年６年生を担任し、１回目に指導をし

た子どもたちには私自身ハンセン病につ
いての知識不足であり、今回の研修を受
け申し訳ない気持ちでいっぱいになりま
した。児童の「知りたい」と思う気持ち
を引き出すために、どのように出会わせ
るかということが大事であると考えまし
た。今回学んだ人権問題に関心をもつ感
性を育てることを大切に指導していきた
いと思いました。

・�無意識における差別意識・偏見、わがこ
とと思いました。深く反省の思いです。

・�病気を知らず、「癩」と聞いただけで恐ろ
しいと感じていました。しかし、学ぶこ
とにより身震いするほど恐れていた自分
の感情も安心させることができました。
無知を恥じています。よく知ることは大
事ですね。

・�差別とは、やはり、自分もしているのだ
と考えさせられた。家族は、どんなに胸
が張り裂ける人生を送ったのだろう。

・�知らずに来たことをすまなく思いました。
ハンセン病と烙印を押された人々も私と
同じ人です。これから生きよい社会づく
りに参加していきます。

・�ハンセン病について今までずっと他人事
として考えてきたように思います。近く
に患者の方もいないため、実感がわかな
いことも事実ではありますが、講演の中
で「差別意識は無自覚」なものであると
いわれていたように、認識していても自
分が差別者になりうるということを知り
ました。ハンセン病の方に限らず、自分
の言動などが、どのように相手に害をお
よぼしてしまうのか、日々気にかけて生
きてゆきたいと思います。

2017（平成29）年度

職　種 団体数 人数（人） ％
小学校 4 692 9.2
中学校 8 3,247 43.3
高校 0 0 0
大学 16 1,274 17
看護学校・ 
医療関係 2 110 1.5

教育委員会・
教員 3 80 1.1

官公庁 11 1,370 18.3
一般 9 720 9.6
合計 53 7,493 100

　2017年度に入り、外部講演事業は３年目を迎え
た。本年度も主な広報はホームページのみであっ
たが、特徴としては前年度までに依頼をした団体
が継続して申し込みをするという事例が増え、結
果的に新規の申し込み団体も含めると件数、参加
人数ともに大幅に増加した点があげられる。また、
大学からの依頼が増えたことも特徴としてあっ
た。法学部、歴史学部、美術学部など、多岐にわ
たる専門分野からの視点でハンセン病問題を捉え
ようとする依頼者の増加があった。大学だけでは
なく、一般団体からもその他の社会問題やマイノ
リティに関する課題につなげ、ハンセン病問題を
通して社会の実態を捉えようとする参加者の増加
が特徴的であった。
　一方で高校からの依頼は本年度、ゼロとなり、
若い世代へのアプローチが課題としてあげられ
た。当館への来館者においても若い世代は多くな
い。館内事業と合わせた取り組みが必要であると
の認識を持つこととなった。

参加者からの声

［小学生］
・�私は今日のお話を聞いて、普段あたり前

のように自由を生きることができている
ことの大切さをあらためて感じました。
当時、ハンセン病になってしまった人は、
家族や友達など会いたい人に会うことが
できなくなり、本当にかわいそうだと思
いました。また、もう少し早くきまりを
かえていれば、幸せになれた人もいたと
思います。今日のお話のおかげで生きる
ことの幸せを実感しました。

・�私はハンセン病の患者さんは、施設に隔
離され、家族ともはなればなれになって
しまい、さびしかったのと同時に不安だっ
たのではないかと思いました。それでも
自分らしく生きるために運動を続け、力
強く生きてきた人々はすごいと思いまし
た。これからは差別のない平和な世の中
になってほしいと思いました。
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［中学生］
・�当時の療養所の様子が、とても人の病気

を治すための場所には思えなかった。し
かし、それと同時に私も病気の詳細を知
らなかったら、ハンセン病の目に見える
変形などの後遺症に眉をひそめてしまう
のではないかという自分の中にあるかも
しれない差別の心に恐怖を抱いた。無知
は時に凶器となって人を傷つけてしまう。
そのため、ハンセン病に限らず、世間か
ら誤解や差別をされている病気を知る努
力をし続けていかなければと思う。

・�絶望の中にいてなお、自分たちの生きる
意味や道を見つけ出そうとするハンセン
病回復者たちの姿はとても力強いと感じ
ました。これから先、体験者たちがいな
くなってもハンセン病に関する歴史は
失ってはいけないものです。

［看護学生］
・�講演を聞く中で普段、生活している中で

無意識で差別していることが、自分にも
あるのではないかと思い、はっとした。「相
手の立場になって考える」という看護の
場で大切にしていることを実生活でも生
かしていけたらと思う機会となった。

・�障害を持つことでその人が生きにくい人
生になってしまうのは、障害のない人の
障害に対する知識や理解が不十分である
ためだろう。将来医療従事者を目指す者
として、生きにくい世界を変えたい。ハ
ンセン病に限らず、障害を持っている立
場になり、考えることが大切だと思った。

［大学生］
・�私たちは、差別、偏見に対して自分に無

関係なことだと思わずに、自分の心の中
にも差別意識があることを認識すること
が大切だ。そうすることで、ハンセン病
回復者の方だけでなく、病気や障害を持っ
ている人も生きづらさを感じることなく、
人間らしい生活を送ることができると思
う。

・�国が法律を撤廃しなかったことは問題だ
と同時に誰もがハンセン病患者は遠ざけ
るべき存在していたことがより問題であ
ると思った。なぜ誰も疑問に思わなかっ
たのか。当たり前のことと認識していた
のであれば、当たり前というのはとても
恐ろしいものだと思う。解決するための
方法や知識の使い方を学んでいきたいと
感じた。

［一般］
・�今まで大まかな概要しか知らずにきたハ

ンセン病問題についての歴史や現状を
知った。患者である方々の苦しみは理解
しようとしても到底できないのだろうと、
その問題の大きさに衝撃を受けたのと同
時に、「自分自身がいつでも差別者の立場
に立つことがあり得る」という言葉にはっ
とさせられた。学校で将来を担う子供た
ちに対して、今日、自分が感じたことを
ありのままに伝えていけたらと思う。ど
んな障害や病気を抱えていても「人は人
である」ということを前提に、活動や交
流を共にする中で共存・共生が当たり前
だと感じられるような子供たちを育てて
いけたらと思った。（教員）

2018（平成30）年度（2018年12月時点）

職　種 団体数 人数（人） ％
小学校 5 596 5.8
中学校 9 2,362 23.1
高校 1 322 3.1
大学 14 1,487 14.5
看護学校・ 
医療関係 6 450 4.4

教育委員会・
教員 17 1,287 12.6

官公庁 23 2,899 28.4
一般 12 820 8
合計 87 10,223 99.9

　2018年度は、昨年度までと比べ、さらに件数、
人数が飛躍的に増加した。その要因としては前年
度の特徴としても述べたが、リピーターによる依
頼に加え、運営委託財団からの広報活動により、
官公庁、教育委員会からの依頼が増加したことが
考えられる。課員２名では対応が困難になり、課
外の学芸員も動員しての対応に追われた。ハンセ
ン病問題に関心のある需要の増加は、肯定的に捉
えることができる。ただ、今後はその後、どのよ
うに参加者の意識が変わったのか、学びがあった
のか等、感想を元にした意識調査が必要であると
感じた。
　当館の設置目的については、2008年に制定され
た「ハンセン病問題の解決の促進に関する法律」
の第18条「名誉の回復及び死没者の追悼」に「国
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は、ハンセン病の患者であった者等の名誉の回復
を図るため、国立のハンセン病資料館の設置」を
するということが示されている。ハンセン病患者・
回復者の名誉の回復とは具体的に何を意味するの
か。
　当館館長の成田稔は、「名誉の回復を図るため」
に何をすればよいかと問題提起をした上で下記の
通りのべる。

同条にある「国立のハンセン病資料館の設置、
歴史的建造物の保存等」はよいとして、それ
に続く「ハンセン病及びハンセン病対策」と
いう、病気とそれへの政策との異なる二つの
主語を並べて、述語にあたる法文が「（ハン
セン病の）歴史に関する正しい知識」とある
のは、本当は「ハンセン病の正しい知識」と、

「ハンセン病対策の歴史に関する誤った認識」
ではないのだろうか。さらにその後に続く「普
及啓発」は、「正しい知識の普及」と、「誤っ
た認識をただす啓発」とであってよい（1）。（下
線：筆者）

　ハンセン病問題の社会啓発活動においては、こ
の指摘のように、「正しい知識の普及」だけでは
なく、「誤った認識をただす啓発」が求められて
いるのではないだろうか。社会啓発課が誕生し、
館外に向けたより積極的な啓発活動に注力し始め
てから４年が過ぎようとしている。参加者数と需
要の高さについてはこれまで概観してきた通りで
ある。講演後の感想文やアンケートを見ると、ハ
ンセン病や歴史、人権についての理解が深まった
という声だけではなく、参加者自身が自分自身を
振り返り、今後に生かそうとする声も多く寄せら
れた。
　特に小学生の声としてあった「ハンセン病のお
話をききながら、ハンセン病のかん者さんの気持
ちを考えると、泣きそうになりました。私には想
像する事しかできませんが、療養所で暮らす日々
はどれくらいつらかっただろうと思いました」と
いう声からは、他者を理解しようとする「共感」

（1）	 成田稔「「国立ハンセン病資料館」の設置目的である「名誉回復」について」『国立ハンセン病資料館研究紀要』第２号、2011年、６頁。

が表れ、「人同士の違いを（自分もふくめて）「欠
点」という言葉に置きかえず、「違い」として考
えるようにしたい」という声からは、学びを生か
して自身の今後の行動に生かそうとする姿勢が見
られた。
　以上のように大人の参加者だけではなく、小学
生をはじめとする若い層にもハンセン病の歴史、
ハンセン病問題を通して命と人権の大切さを学ぶ
ことの意味が十分に示される結果となった。「ハン
セン病問題」と言われる学びから、何を得るのか。
これまでの感想から参加者らの「変化」が見てと
れる。少しでも自らの心が震える経験を外部での
講演会や資料館見学の中で感じてもらえる機会と
なるのであれば、それは自分とは異なる他者への
理解や共感を呼ぶ第一歩となるのではないか。
　今後もこれまでいただいた参加者からの感想を
生かし、ハンセン病患者・回復者に対する偏見・
差別の解消と名誉回復のため、そしてハンセン病
患者・回復者が伝えたい思いをくみながら当館に
おける社会啓発活動を充実させていく所存である。

金学芸員による外部講演の様子
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成田　稔

はじめに
　北條民雄（以下、北條）の第一区府県立全生病
院（以下、全生病院）での入院病歴には、軽症癩
腫型、しばしば癩性結節性紅斑（俗に熱こぶ）を
発症し、発熱、神経痛強度、肺結核及び腸結核を
合併、咳嗽少、腹痛、腹部不快感、下痢頻発、羸
痩著明とある。癩と宣告（告知）されて自死を意
企しないものはいないというが、さらに加えて重
篤な合併症を病む苦痛は、「死んだほうがまし」
といった思いに駆られて当然だろうし、それも隔
離されている、つまりは、ここでこのまま死ねと
ばかりに見殺しにされているようなものとなる
と、その不安と苦悩は私たちの想像を超える。
　どこまでどうであったのかわからないが、北條
と親友東條耿一とは、互いに日記を見せ合ってい
たというから、忿懣、満足、悲哀、欲求などといっ
た心中を、相手によりよく伝えたいために、そこ
を客観視している面も多いのではないか。また日
記全体からすると、「死ぬ」か「生きる」かの相
克であっても、終わりには「死んで絶対的自由を
得る」よりも、「生きて個我の守りに徹した創作」
を目指しているように読める（1）。
こうした北條の死生観の流れの中から、その人と
なり、交友などについて少しうかがってみたい。

「今」が死ぬ時ではない
　北條の『いのちの初夜』の主人公尾田は、癩の
宣告を受けて入院前に自殺を思い立ったものの果
たせず、遂に海への投身自殺を企んだ。

「今」がどうして俺の死ぬ時なんだらう、す
ると「今」死ななくてもよいやうな気がして
来るのだつた。そこで買つて来たウイスキー

（1）	 「日記」1936年６月26日、27日（川端康成・川端香男里編『定本北條民雄全集 下巻』東京創元社、1980年、以下『全集下巻』）、237-
239頁。

（2）	 北條民雄『いのちの初夜』（川端康成・川端香男里編『定本北條民雄全集 上巻』東京創元社、1980年、以下『全集上巻』）、９頁。

（3）	 「日記」1937年３月24日（『全集下巻』）、274頁。

を一本、やけに平げたが少しも酔が廻つて来
ず、なんとなく滑稽な気がしだしてからから
と笑つたが、赤い蟹が足許に這つて来るのを
滅茶に踏み殺すと急にどつと瞼が熱くなつて
来たのだつた。（2）

　何気なく近付く小さな蟹を相手に、憂さ晴らし
でもしているような心地の自分を、愛想が尽きた
かのように涙を流すのはともかく、「今」が死ぬ時
でもあるまいという発想を、著者の北條自身はど
のように意識していたのだろうか。死ぬつもりの
決意の揺らぎを、ウイスキーをがぶ飲みしてごま
かそうとしても酔えず、カラカラと笑いながら近寄
る小さな蟹を踏み殺す、ではいささか大人げない。
　一途に自死を願うのなら、「いま」も「あと」
もなく、何時もが「いま」であってよい。「いま」
か「あと」かのためらいや、死ぬための具体的な
方法を選ぶのも、つまりは死に果てることからの
逃避とも言える。北條の自殺願望は、「死にたい」
思いが現実化する以前に、「生きよう」「もっとよ
く生きてみよう」という思いが芽生え、それが創
作の発想となり著述になったのではあるまいか。
　日記には、自殺の真似事をして自嘲する様を記
したりしているが、ただそれだけのことで、実際
に死に踏み切るような心積りもなかったらしく、
自殺の決意を固めたにしても、いざとなると逡巡
したのが本当のところだろう。それでも「死ぬか」

「生きるか」の心の惑いはしょっちゅう
4 4 4 4 4 4

だったの
ではないだろうか 。

考へてみると、俺は今まで、自分の中にある
死にたいといふ慾望と、生きたいといふ慾望
とに挟まれて、もだえてばかりゐたのだ。（3）

［論文］
北條民雄の日記などからその生死観その他をうかがう
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そしてときには、

しかし［原稿を書こうとして―引用者］書け
ぬ。また例の憂愁が襲つて来る。心が暗鬱に
閉ざされて、大声で慟哭したい。しかし泣い
て見たとてはじまらぬと思ひ、自殺の方法そ
の他を考へる。机の中から赤い絹紐を取り出
して、ためしに首を締めてみる。縊つて締め
るのはあまり呼吸にさしさはりがないが、顎
に引つかけて引き上げるとわけなく呼吸がつ
まる。（4）

と、道化じみたこともしている。なおこの赤い絹
紐は、友人に見せたりもしていたらしいから、実
際に首を括

くく

る場面を暗示したかったのか、それと
も死の準備は常にできていることを示したかった
のであろうか。それはともかく北條は、「死にたい」
ような思いに誘われると、前述の自著『いのちの
初夜』の中の、「「今」死ななくてもよい」（5）とい
う主人公尾田の思いが、実際には死を願う時の北
條の心の中に、いつも蘇っていたような気がして
ならない。
　こうして「今が死に時ではない」と、「生きる」
思いを煽ってみても、死の１年数カ月も前あたり
ともなると、細る命綱にすがる思いにもなったの
ではないだろうか 。

今夜はよく眠りたいものだ。昨夜は午前二時
過ぎまで眠れなかつた。床に就くと作のこと
が頭に浮び、興奮して脈搏が早くなり、どう
しても眠れないほどなのに、昼間は萎んだ木
の葉のやうに頭が重い。なんとか活気のある
頭にならないものか。明日からもつと運動す
ることにしようか。或は病気が騒いでゐるの
かも知れない。これが健康者なら「切り抜け
る」といふ言葉でこの場合に戦ひ得るが、我々
にはさうはいかない。切り抜けるとは、一定
の期間努力するなら再び平和に戻り得る場合

（4）	 「日記」1937年３月26日（『全集下巻』）、275頁。

（5）	 北條民雄『いのちの初夜』（『全集上巻』）、９頁。

（6）	 「日記」1936年７月１日（『全集下巻』）、244頁。

（7）	 「日記」1936年６月27日（『全集下巻』）、239頁。

にいふのである。我々の場合に於ては切り抜
けて行くのではなく、何故なら、かうした頭
脳の不明瞭は死ぬまで続くであらうから― 、
実にどこまでも堪へて行くだけである。意志
と意力が欲しいと思ふが、その意志そのもの、
意力そのものが、その内部から崩れて行くや
うな気がする。これは怖しい、真に怖しい。
ただ、いのちに頼るのみである。戦つて行く
より仕方がない。それ以外どうしやうもない
のだ。（6）

　北條も人の子と改めて思うつぶやきである。た
だこのような弱気と強気とが錯綜したような日記
の記事はほかに見ない。それでも「生きる」強気
な思いを崩そうとせず、次のように書く。

もつと懸命になれ。今の自分に一番欠けてゐ
るものは制作に対する熱意である。この灰白
色に澱んだ世界で自己の個性を守るには余程
の熱情と意力がなくてはならない。凡てに対
し、情熱的たること。情熱をもつて個我を守
れ。（7）

　それはまさに「自己実現」であり「生きがい」
である。これは北條の亡くなる１年半ほども前の
日記だが、このあと「死にたい」と願う機会は著
しく減ったか、あるいは弱まっている。
　そうはあっても、北條の「生きよう」、「もっと
よく生きよう」という心意気は、それに見合う体
力が一方的に失われていく中での表れであり、「死
んでしまいたい」思いを抑え続け、「死んでしま
いたい」、否、「生きるのだ」「もっと強く」と自
らを励ます日々でもあったろう。この落胆と奮起
を数少ない友人の一人が、いみじくも言い得た論
評をものしている。

「俺は死を思はない日は一日もない。」と、彼
が言つたことがあつたが、一年に一度は周期
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のやうに其の暗い念ひが激しく高まつたやう
に思はれる。「北條は死ぬ死ぬと云ひ出すと
必ず一作書き上げる。」とは或る友の痛まし
い冗談だつた。大抵の凡庸なものはどんな環
境にも苦痛にも慣れて了ふのだが、北條は死
ぬまでまぎらしやうのない不安と苦悩を抱い
て終始した。それこそ何ものにもまさつて彼
の作家としての刻印だつたと思ふ。「俺はど
んな思想も世界観も信じはしない。たゞ俺の
苦痛だけを信ずるのだ。」と、最後の年の年
頭に彼は書いてゐる。彼をして死を希ひなが
らも、烈々とした気魄で書き続けしめたのは、
ただ此の「苦痛だけを信ずる」峻厳な作家性
だつたのだ。（8）

　「死にたい」と願いながら「死ねない」だから「生
きている」が、「ただ生きているだけで貴い」、貴
いのは「書くことの個我を守る」、つまり個性的
創作に励むとともに、死を願う自らを否定して闘
い続けた。北條の臨終の言葉「おれは恢復する、
おれは恢復する、断じて恢復する」（9）とは、死と
の闘いに賭けた思いの端的な表現だが、もともと
死を願いそれが現実になるかもしれない一瞬に、
その時が「今」なのかという潜在意識が常に働い
ていた。それは「生きる」、「書く」ことの運命に
ついての無意識的な志向ではなかったか。

北條の「蘇り」の死生観
　北條の『いのちの初夜』に、次のような記述が
ある。

誰でも癩になつた刹那に、その人の人間は亡
びるのです。死ぬのです。社会的人間として
亡びるだけではありません。そんな浅はかな
亡び方では決してないのです。廃兵ではなく、
廃人なんです。けれど、尾田さん、僕等は不
死鳥です。新しい思想、新しい眼を持つ時、
全然癩者の生活を獲得する時、再び人間とし

（8）	 光岡良二「北條民雄の人と生活」（『全集下巻』）、444-445頁。

（9）	 東條耿一「臨終記」（『全集下巻』）、452頁。

（10）	 北條民雄『いのちの初夜』（『全集上巻』）、39頁。

（11）	「日記」1934年12月８日（『全集下巻』）、172頁。

て生き復るのです。復活、さう復活です。ぴ
くぴくと生きてゐる生命が肉体を獲得するの
です。新しい人間生活はそれから始まるので
す。尾田さん、あなたは今死んでゐるのです。
死んでゐますとも、あなたは人間ぢやあない
んです。あなたの苦悩や絶望、それが何処か
ら来るか、考へて見て下さい。一たび死んだ
過去の人間を捜し求めてゐるからではないで
せうか。（10）

　ここには終生隔離の意味が極めて端的に表現さ
れている。社会的存在としておちぶれるというよ
うなことではなく、社会的な生活ないし行動がす
べて不能に陥るとする考えは、隔離による一般社
会からの無期限の追放と孤立を、療養所という異
質の場で強いられる苦悩から、あからさまに表出
されているが、癩は不治という無謀な認識のもと
に、伝染予防を口実として「ここで死ねばよい」
という、極悪の対策とは知らず運命と諦めていた
ろう。
　そのような対社会的な孤独を噛みしめながら、
北條は日記に次のように書いている。

唯一度兄が死んだ時、僕と父とで骨あげに行
つた時、その骨を小さなつぼ

4 4

に入れながら、
「昨日まで生きて居つたのに･･････のう。」と
言つた。僕はこの言葉を忘れない。この言葉
の最後が、どんなに深い父の感情に接続して
ゐたことか。父自身でなければ判らない。（11）

　父の思いが判らないといいつつも、自分も父の
心のうちに抱かれたい気持を見て取れる。実母は
北條が二歳の折に亡くなっており、実の兄弟は前
述の兄だけだった。
　いずれにしても、癩なるが故に社会における人
間的存在としての立場を奪われ、縁者はおろか朋
友の人間関係までも失う。それは癩を病んだ死者
にまで及び、死後も納骨堂に隔離されたかのよう
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な状態に置かれた。呪術的な生きる魂の習慣化さ
れた思念を、北條はどのように受け止めていたか
はわからないが、父の亡兄の生きたある時を偲ぶ
一言に、「死んで生きる」信仰を重ねていたに違
いない。「癩者は死者」、「死者の復活」を謳う『い
のちの初夜』の題名（これは川端康成によるが
……）にも、呪術的な信仰の一端がうかがえるよ
うに思う。
　もっとも、このような呪術的信仰は「世間」の
ものであり、故郷での世間や他郷での世間の利害
を超えていた（？）ような北條にとっての、「蘇り」
の思想を云々するのはむつかしい。しかし死の一
カ月も前に、亡兄の骨揚げの折の父の一言を思い
出し（いつも心のうちに潜めていたのかもしれな
い）、

小林氏より書簡あり。かん詰発送の通知なり。
変らぬ氏の厚情に深く感謝す。小林氏、川端
先生等の親切な心を思ふ度に、自分は父を思
ひ出す。そして氏等の半分の親切心を自分に
持つてくれたらと、しみじみさせられる。所
詮自分は肉身に捨てらるべく運命づけられて
ゐるのであらう。死んだ兄が懐しい。（12）

　とあるのは、何か父に裏切られたような思いの
怨み言だろう。
　北條の死後、「遺骨は父が持ち帰り、郷家の墓
域に建碑埋葬された」由である（13）。

北條の共感とその「やさしさ」
　共感とは、相手の「苦しみ」や「悩み」などが
わかり、相手がそれをどう考えているかを推し
量って、ではどうしてあげたらよいか考える働き

（思いやり）くらいにしておこう。そしてこの心
の働きが表に出るのが「やさしさ」である。「死
にたい」と「生きたい」との矛盾した心理的葛藤
を常々抱え、死の願いを抑えて創作の構想にふけ
る孤高の北條には、どこか近寄りにくい雰囲気も

（12）	「日記」1937年11月９日（『全集下巻』）、289-290頁。

（13）	「北條民雄年譜」（『全集上巻』）、418頁。

（14）	 光岡良二「北條民雄の人と生活」（『全集下巻』）、442頁。

（15）	 同前、445-446頁。

あったかと思うが、「彼の本来の性情は明るい、
人なつこい、或る意味で楽天的なものではなかつ
たか」ともいう（14）。しかし、全生病院での状況は
次のようなものであった。

北條には友達が少なかつた。殊に文学に専心
し出してからは、もう交友の範囲は五指に満
たない位だつた。多くの人は彼の強いむき出
しの我儘や孤高だけを見て、それが愛情への
苦しいほど清潔な要求から出てゐることを知
らなかつた。彼ほど愛情の飢ゑを知り、又愛
情の虚偽を嫌つたものはなかつたと思ふ。彼
が笑ふとどこか泣いたやうな顔になつた。彼
の本当の人なつこさも、気難かしさとなつて
表れた。（15）

　親友の光岡良二は、このように振り返る。そし
て、次の日記の内容は、北條のこのような豊かな
感性があればこそのものであろう。

今までを振り返つて見ても、ほんとに苦しん
でゐる人と交はる時にだけ自分は信頼され
た。例へばＦ子（従兄の妻）である。彼女等
と同居してゐる時、初めの間彼女は、ルーズ
な、手に負へないひねくれ者でそのくせ人一
倍図々しい― と言つて自分を猿のやうに嫌
つた。けれど日が経ち、語り合ふことが多く
なり、お互の苦痛を話し合ふやうになるにつ
れて、彼女は自分を信じ始めた。彼女にとつ
て、心の悲しみを語り得る者が、その夫には
なく、実に僕だつたといふことが理解されて
来た。（これは決して自惚ではない。）彼女は、
僕が自殺に出発した遺書を見ると、唯、わけ
もなく泣き出してしまつた。そして彼女は、
僕が癩であることを識らず、僕の病的な苦悩
が理解出来なかつたらしいが、唯真に苦しん
でゐる者として、僕の中に共通点を見出した
のだらう。このことは幸か不幸か判らぬけれ
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ども、自分はうれしい。苦しむ人の友となる
ことが出来る自分は、それは一つの幸福であ
らう。それから、先日僕が分析した看護婦の
夢に就いても書かれてゐた。それによると、
僕の分析は完全な図星だ。（16）

　これは無意識な話し合いの中で内面的な苦悩を
わかり合う共感であり、それがまた無意識な相互
の思いやりに通じ、あるやさしさ（泣く）を表出
している。

「生きる貴さ」を覚る
　「生きる意味」をつくるのは自分自身であり、
それは有形無形の「生きた酬い」に基づくが、北
條が「生きる」か「死ぬ」かと思い惑いながら、
小説を書くのが自分の宿命であって、書くのを止
めてどう生きるか、その先については何も述べて
いない。
　北條の日記を「死」の文字を拾うように、とり
とめもなく読んでいると、「死ぬか生きるか」の
境目をさ迷いながら、「死ぬに死ねない」といっ
た思いがこの無言になる。
　北條は、1932（昭和７）年すでに同人誌を刊行
し、全生病院に入院した1934（昭和９）年頃には
川端康成に私淑、その私宅の近辺をうろついたり
したという。癩の診断はある程度予感していたこ
ともあって、それほど大きな衝撃を受けたようで
はないが、幾度か自殺を企図して結局は失敗して
おり、入院後は精神的にむしろ安定したようであ
る（17）。入院三週間後、日記に以下のように書いて
いる。

なほこの病院に於ける今までの生活態度はど
うであつたか？　如何なる場合にも作家らし
い観察的態度で暮して来た自分は、決して他
人の嘲笑を買ふやうなことはあるまいと思

（16）	「日記」1935年６月11日（『全集下巻』）、194頁。
	 看護婦の夢の分析については、ある看護婦が癩を病む男の患者に恋をし、たとえ結婚を望んでも相手が癩なるが故にその望み（夢）を歪め、

相手が病を重くするか死ぬかして夢を終わらせる、つまり男は好かれてより不幸になるという逆説的な分析である。

（17）	「北條民雄年譜」（『全集上巻』）、413頁。

（18）	「日記」1934年７月21日（『全集下巻』）、148頁。

（19）	「日記」1934年７月24日（『全集下巻』）、150頁。

（20）	「日記」1934年７月25日（『全集下巻』）、150頁。

ふ。兎に角自分はこれから書くのだ。『文芸
首都』は毎月買はう。これだけの苦しみを受
け、これだけの人間的な悲しみを味はされな
がら、このまま一生を無意味に過されるもの
か！（18）

また、その三日後には、次のように書いている。

とまれ気分も落ちついた。これからほんたう
の作家の生活を始めるのだ。作品すること、
読むこと、観察すること、より多く苦しむこ
と。自己の完成へ。（19）

　そして、さらにその翌日にも、次のように書い
ている。

激しく創作の慾望が心をゆする。昨日書いた
ものを今日書きなほす。いよいよ明日からあ
の作品の真髄に近づく。いよいよ心理はさび
しくなりむづかしさはいよいよ迫る。だが書
かねばならぬ。なんとしても書かねばならぬ。
書くことだけが自分の生存の理由だ。（20）

　これが北條の自意識的な心理だったのなら、い
かに死を願っても「土壇場での否定」になりかね
ない。
　実際に亡くなる（1937年）一年半ほども前に、「死
出の旅」に故郷徳島まで足を伸ばしている。

二週間の放浪から帰つて今日はもう四日目で
ある。どんなに死なうとあせつてみても、ま
だ自分には死の影がささない。あの苦しい経
験で判つたものは、実に、生きたい自分の意
志だけであつた。轟音と共に迫つて来る列車
に恐怖する時、紺碧の海の色に鋭い牙を感ず
る時、はつきり自分は自分の意識を見た。死

61



にたいと思ふ心も、実は生きたい念願に他な
らなかつた。そして自分は、あの時、「人間は、
なんにも出来ない状態に置かれてさへも、た
だ生きてゐるといふ事実だけで貴いものだ。」
と激しく感じた。何故貴いか、ただ生きてゐ
るだけで、生の本能に引きずられてゐるだけ
で、どうして貴いのか？それは自分には判ら
ない。が、実に貴いことだと感じた。どうい
ふ風に貴いか。まだ言葉として表現すること
が出来ない。しかし真実貴いと思へたのだ。
とにかく生きねばならぬと思ふ。（21）

　北條はここではじめて、死にたいという思いと
生きたいという思いとは裏表だと意識し、「生き
たい、生きる」のは本能的であり、そこにある「貴
さ」を感得している。ただそれは真実といいなが
らその意味を明かしていないが、死という限界状
況での創作意欲に基づいていた、つまりまだまだ
自分には書くことができる、死んでは何も残せな
いという閃きではなかったか。その翌日に、次の
ように書いている。

もつと意志的になること。自分を高く見て下
さる人々、殊に川端先生の期待に対して裏切
つてはならない。もつと懸命になれ。今の自
分に一番欠けてゐるものは制作に対する熱意
である。この灰白色に澱んだ世界で自己の個
性を守るには余程の熱情と意力がなくてはな
らない。凡てに対し、情熱的たること。情熱
をもつて個我を守れ。（22）

　この決意が並々ならぬものだったのは確かで、
以後亡くなる日までは日記から「死」に連なる文
章が激減するが、その僅かな死に結びつく思いが
表れている記述を追ってみよう。

ごろりと寝転んでゐると、［光岡良二が―引
用者］「どうしたんだ。」「苦しいんだ。書け

（21）	「日記」1936年６月26日（『全集下巻』）、237頁。

（22）	「日記」1936年６月27日（『全集下巻』）、239頁。

（23）	「日記」1936年９月10日（『全集下巻』）、255-256頁。

ない。」「書けなきあ、書かなきやいいぢやな
いか。」と言ふ彼の顔を見ると、もうむつと
してしまふ。「とらはれるからいけないんだ。」
と彼。「俺に空気のやうになれつて言ふのか。」
文学だけが俺の生活ぢやないか。書くことに
とらはれないでどこに生活がある。生活と言
つて悪ければ生と言はう。書くことが即ち俺
の生なのだ。俺のつきつめた気持が判らんの
か、と呶鳴りたくなつて来る。なんにしても
ノーマルな頭になれなかつた。奇妙にねぢれ
て腹立たしい。昼頃また机に向つたが駄目。
たつた五十枚や六十枚の小説で、なんとした
ことか！［中略］「療養所文芸も文壇のレベ
ルに達し云々」の言葉は、なんといふ思ひ上
りだ。もし真剣に人類といふものを考へ、現
在の日本文学といふものを考へるなら、この
やうな言葉は断じて吐けぬ筈だ。彼等は苦し
んでゐる。それは判る。しかしさういふ苦し
み、癩の苦しみを楽しんで書き、何の疑ひも
なく表現してゐる。それでいいのか。もし自
己を現代人とし現代の小説を書きたいと欲す
るなら、その苦しみそのものに対して懐疑せ
ねばならないではないか。癩の苦しみを書く
といふことが、どれだけ社会にとつて必要な
のか！　といふことを考へねばならないでは
ないか。彼等の眼には社会の姿が映らぬので
あらうか。その社会から切り離された自己の
姿が映らぬのであらうか。だが、こんなこと
は俺だけのことだ。彼等はみな楽しくやつて
ゐる。それでよろしい。ただ俺は誰とも会ひ
たくない。語りたくない。俺は孤独でもよい。
絶えず社会の姿と人類の姿を眼に映してゐた
い。俺は成長したいのだ。（23）

　それにしても腸結核による腹部不快感と痩せ、
癩性結節性紅斑と神経痛には苦しみ抜いたことだ
ろう。そのために病室のほうに移されているが、
ここは「恐るべき世界なり。悪夢の如し。自殺が
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ふと頭を掠める。周囲を見るに堪へず」（24）とある
ものの自殺にはこだわってはいない。しかし病の
苦痛は癒されるはずもなく、諸事の停滞する中で

「死ぬか」「生きるか」ともだえ抜いたあげくに、

小説を書くのを止してしまひたい。しかし書
くのを止せば、一体どうして毎日が過せるか。
気が狂ふだけではないか。厭でも応でも小説
を書く宿命を負はされてゐるのであらう
か。（25）

と本音のようなことも書いている。そして、死に
とらわれそうになる。

昨夜は遂に一睡も出来なかつたので、今日は
一日中ぼんやりとしてゐた。原稿はまるでは
かどらず、体は綿のやうに疲れてゐる。［中略］
もう四月がそこまで来た。春といふものがあ
るのである。だが、ああなんといふ暗い春か。
夜は死ぬことばかり考へる。色々と計画する。
果して死ねるかどうか？（26）

　このように書いた翌日の夜、首吊りの真似をし
てみる。
　こうしているうちにも腸結核は漸次憎悪し、下
痢、腹痛、倦怠感などに苦しみながら、「しみじ
みと思ふ。怖しい病気に憑かれしものかな、と。
慟哭したし。泣き叫びたし。この心如何にせ
ん。」（27）と嘆き、亡くなる１か月ほど前の５日間、
毎食の献立や摂取量を克明に記し（28）、その間、次
のように自らを勇気づけている。

自殺は考へるな。川端先生の愛情だけでも生
きる義務がある。治つたら潔よく独りで草津
へ行くべし。なんとかなる。自意識のどうど

（24）	「日記」1937年１月29日（『全集下巻』）、265頁。

（25）	「日記」1937年３月24日（『全集下巻』）、274頁。

（26）	「日記」1937年３月25日（『全集下巻』）、274-275頁。

（27）	「日記」1937年10月17日（『全集下巻』）、285-286頁。

（28）	「日記」1937年11月２日～６日（『全集下巻』）、286-289頁。

（29）	「日記」1937年11月５日（『全集下巻』）、288頁。

（30）	「日記」1937年11月７日（『全集下巻』）、289頁。

（31）	「日記」1937年11月４日（『全集下巻』）、288頁。

う廻りは何の役にも立たぬ。行動すべし。実
行すべし。（29）

　日記を書く人は、死ぬ前になると意識的か無意
識的かはともかく、毎日の食べ物や食べ方などを
詳しく記す傾向があるように思える。「食べる、
あるいは食べられる」のは、「生きる、より強く
生きられる」ことの動物的な感覚によるのかもし
れない。
　それはそれとして、「自殺は考へるな」と自ら
を強く戒めたあと、翌々日には「久々の晴天にて
気分良好。腹具合もかなり良い。一週間の努力の
効か。今月一ぱい今の調子にて頑張るべし。さう
すればきつと治る。」（30）と意気込んでいる。この
僅か数日のうちの体調は、「幾分良し」（31）と一度
だけ思いついたように書かれているが、この末期
的な腸結核の病状好転など望めるわけもなく、「食
べると力が付く」といった心理的な効果であろう。

畏友東條耿一
　東條耿一は1912（明治45）年生まれで、北條よ
り２歳年長である。高等小学校卒、頭脳明晰。
1927（昭和２）年に癩を発病し、神山復生病院に
入院する。同院で受洗するが、翌年、軽快退院す
る。1933（昭和８）年に徴兵検査不合格（壮丁癩）
となり、自殺未遂をへて、全生病院に入院する。
1934（昭和９）年（北條入院の年）から文芸活動
に取り組み、同時に不自由舎、精神病棟での付添
いをつとめる。1936（昭和11）年、園内で結婚す
る。
　個性の強い直情的な気性と虚無的な心情が、北
條との交わりを深めた。それは、東條、北條の名
字の近さからもうかがえる。
　また東條は、北條の遺骨の一片を箱に収め、北
條の日記とともに生涯傍らから離さなかったとい
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う。1942（昭和17）年死去、享年30歳。
　これで東條と北條の仲は、いかに近く、いかに
親しかったか、殊に互いに自分を隠さないでいた
かよくわかる。
　全生病院における北條は、病友との交流関係が
至って乏しかったと前に述べたが、それは本来の
豊かな感性と創作に賭けた意欲が、数多な交流へ
の心配りを敢えて避けたようにも思える。そのた
めに、数少ない「言わずもがな」の語り合いの不
要な、暗黙のうちにも心の通ずる友に限られてい
た。東條はまさにその一人だが、癩腫性病変によっ
て失明が予想されたとき、その絶望からの解放は
死以外にないと、ある日ひそかに北條に仄めかし
た。それについて北條は、日記に次のように書き
留めている。

東條よ、今、僕は君に対して何とも言ふべき
言葉がない。何故なら、どう考へて見ても、
僕には、君の苦しみを解決する方法を死以外
には見出せないからだ。僕は、唯一人の友、
君に向つて、「死ね」といふ以外にない。こ
れは何といふ悲しい言葉だらう。けれど、君
を理解すればする程、さう言はざるを得ない
のだ。この僕の気持は、あまりに理性的であ
り、リアリスティックであるかも知れない。
けれど、あり来たりの、常識的な言葉で君を
慰め得ないのは、僕の宿命だ。また、常識的
な言葉で何等よろこびを発見し得ないのは君
の宿命だ。たつた一人の、さうだ、この宇宙
内のたつた一人の友、その友に向つて「死ね」
と言はねばならぬ僕も、死以外に行き場のな
い君も、共に等しく「運命」なのだ。（32）

　また、両人は日記の交換をしていた。

東條の日記を聴かせて貰ふ。お互に日記を読
み合ふやうになつたのは何時からか、僕は十
分覚えてゐない。が、何時の間にかさうなつ
てしまつたのだ。（33）

（32）	「日記」1935年７月９日（『全集下巻』）、215頁。

（33）	「日記」1935年７月５日（『全集下巻』）、209頁。

　東條の自死のつぶやきを北條はどうのように受
け止めていたのか。どうも北條は何も言わなかっ
たようで、五日後、盆踊りの広場に出掛けている。

お盆が来た。降るのかと思はれる程空は曇つ
てゐる。昨年の盆と同じやうに、やはり今年
も涼しい。学園前のグラウンドには、大きな
やぐら
4 4 4

が建てられ、夜が来ると、みなめいめ
いに仮装などして踊りだ。八時頃出かけて行
く。けれど踊りたいといふ心は湧いては来な
い。望郷台に上ると、ほの暗い中に東條が佇
んでゐる。大きな花の輪を鳥瞰するやうに、
踊りはすぐ真下に見える。初めて自分がこの
踊りを見た時は、土人の部落の踊りでも見る
やうな感じがしたが、今年もやはりそのやう
な気がする。東條と二人で降り、ぶらぶらと
散歩をする。月は満月で碧い硝子玉のやうに
中空に浮んでゐる。東條は突然僕に、自殺の
決意を告白する。遂にここまで来てしまつた
のか。僕は心の中に突き上つて来る激しいあ
るものと戦ひながら、それでも言ふべき言葉
がない。彼が死を思ふことは既に久しい。そ
してここに至ることは最早以前から予想され
てゐることではないか。この彼に向つて自分
は何と言つたらいいのだ。自殺をやめろと言
ふか。ああ、だが今の僕にどうして彼の死を
思ひとどまらせることが出来るのだ。それど
ころか、真に彼の苦しみを思ふなら、むしろ
死を奨めるべきではあるまいか。人は何と言
ふか僕は知らぬ。けれど僕にはさうより以外
言ふ言葉がない。けれど、ああ、東條に向つ
て、この親友といふべきたつた一人の友に向
つて、どうして死ね

4 4

と言へるのだ。どうして
も、どうしても僕には言へない。「僕には何
とも言ふべき言葉がない。」僕はただそれだ
けを言つて置いた。これ程無慈悲な言葉はあ
るまい。死ね、と言ふよりも尚数倍冷たい言
葉であらう。けれど、この冷たさが、この無
慈悲さが、どんなに彼を思ふ僕の心か、誰か
察して呉れ。僕自身何かの折に幾度も言つた
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ではないか。盲目になつたら、いや、盲目に
なる前にきつと自殺する、と。この僕だ。こ
の僕の考へを彼は今行はうとしてゐる。それ
は誰の姿でもない、僕自身の姿なのだ。彼は
又言ふ。或る女性に結婚の申込みをしたと。
その女は幾分かは文学に対して理解を持つて
ゐるらしい。言ふ迄もなく盲になつてから代
筆して貰ふ為だ。その返事が今日は恐らくあ
るだらうと思ふ。その女の返事によつて死な
なくてもよいかも知れぬと彼は言ふ。けれど
90％駄目だらうと言ふ。つまり彼の生死はそ
の女の返事一筋にかかつてゐるのだ。僕は言
つた。もしその返事がNoであつた場合はど
うかその女と僕と会はせてくれと。僕は下手
な口でその女を必死になつて口説いてみよ
う。しかし僕が女を口説くなんてなんだか変
な感じがする。僕は生れて初めてだ。（34）

　「死ぬ」という一言から「死にたい思い」にま
ず共感し、東條の立場を思いやって自分の思いを
重ね、ただ一言の声掛けに戸惑い悩む北條は、い
じらしくすらある。東條が結婚を申入れたという
相手の女性が、もし断ったら東條は死を選ぶに違
いないと、では自分が口説いてみようと思い立つ
が、女を口説いた経験がないと思い直し、何だか
変な感じになっているあたりも、思いやりが昂じ
たたわいの無さかもしれない 。
　北條の東條への思いやりと、東條の北條へのそ
れとでは同じようなものだろうが、はっきり言っ
て東條はやはり大人である。

今日は朝からづきんづきんと頭が痛む。こん
な日はせめて明るい随筆でもと机に向つた
が、もとより書けやう筈もない。今の自分の
世界になんで明るいものなどあらう。明るい
ものを求めるだけでもきまりの悪い思ひであ
る。文学も哲学も宗教も糞喰へだ。僕の体は
腐つて行く。ただ一つ、俺は癩病が癒りたい
のだ。それが許されぬなら、神よ、俺を殺せ。

［中略］時間が経つて平常な気持に還れば、

（34）	「日記」1935年７月14日（『全集下巻』）、217-219頁。

（35）	「日記」1935年12月20日（『全集下巻』）、232-234頁。

またしても病気の重苦しさがどつと我が身を
包んでしまふ。小説を書く、有名になる、生
き抜く、苦悶の生涯。──美しいことである、
立派なことである。だがしかしふふん

4 4 4

と嘲笑
したいのが今の自分の本心である。見るがよ
い、重病室の重症者達を！　あの人達が自分
の先輩なのだ。やがて自分もああなり果てて
行くのは定り切つてゐる事実なのだ。軽症、
ふん、生が死を約束するやうに、軽症は重症
を約束する。［中略］ 「気が狂ひさうなんだ。
小説を書くなど、もう止めようと思ふ。」［東
條は－引用者］「ふん、又か。それもよからう。
それで一体どうするんだ。首をくくる自信が
あるのか。」私はもう黙つてしまふより致方
がない。（35）

　東條は兄妹らも癩を病み、特に兄の病態には忌
避感もあったらしいから、いずれは自分もと自殺
を企図したものの失敗している。

追憶は時空を超えて
　―東條耿一「臨終記」―
　日記は見舞にも来ない父へも繰り言を並べて終
わる。以下は、小林茂（創元社）に宛てた半月ほ
ど前の手紙である。

実は病状が少々悪化致し、ペンを持つことも
全く不可能の状態にあつたものですから、御
厚情深く感謝致しながら、遅れてしまひまし
た。どうかお許し下さい。一時、かなり良好
な経過で、この分なら間もなく元気になれる
と安心してをりましたところ、突然急性結節
にて発熱、続いて猛烈な神経痛にやられ、そ
のためまた胃腸をすつかり悪化させてしまつ
たのです。現在ではおも湯と牛乳とをわづか
にとれるのみにて、衰弱甚しく寝たきりの状
態です。お送り下さいましたお品は目下枕許
のけんどんの上に飾つてございます。全快し
たなら片端から平ぐべく、今から楽しみに致
してをります。さきにお送り願ひました分も
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未だ半分も残つてをりますのですつかりかん
づめが豊富になり、たとへ今食べられなくと
もなんとなく痛快な気持で、全快の日を待つ
てをります。以上のやうな有様ですので、カ
ルピスのやうなものでも呑んで見たいのです
が、お暇な折がございましたら二本ばかりお
送り下さい。尚カルピスのやうな軽い胃腸に
触らぬ飲物はないものでせうか。あれば御面
倒でも一緒にお願ひ申上ます。色々とほんと
にお迷惑をおかけ申します。どうかお許し下
さい。全快すればきつとこのお礼は作品で致
します。（36）

　このように、病状のさらなる悪化を告げながら
も、死はいささかも予測していなかったように思
える。それは、「臨終記」における東條の次のよ
うな記述からもうかがえる。

来る日も来る日も重湯と牛乳を少量、それも
飲んだり飲まなかつたりなので、体は日増に
衰弱する一方であつた。食べる物とては他に
何も無いのであつた。流動物以外の物を一寸
でも食べようものなら、直ちに激しい痛みを
覚え、下痢をするらしかつた。彼はよく、お
れは今何もいらん。只麦飯が二杯づゝ食ひた
い、そのやうになりたい、と云つた。（37）

　やがて幾許もなく死を覚ったのかもしれない。

死ぬ二三日前には、心もずつと平静になり私
などの測り知れない高遠な世界に遊んでゐる
やうに思はれた。おれは死など恐れはしない。
もう準備は出来た。只おれが書かなければな
らないものを残す事で心残りだ。だがそれも
愚痴かも知れん、と云つたのもその頃である。
底光りのする眼をじつと何者かに集中させ、
げつそり落ちこんだ頬に小暗い影を宿して静
かに仰臥してゐる彼の姿は、何かいたいたし

（36）	 小林茂宛北條民雄書簡、1937年11月14日（『全集下巻』）、437-438頁。

（37）	 東條耿一「臨終記」（『全集下巻』）、450頁。

（38）	 同前、451頁。

（39）	 同前、452頁。

いものと、或る不思議な澄んだ力を私に感じ
させた。私は時折り彼の顔を覗き込むやうに
して、いま何を考へてゐる？　と訊ねると何
も考へてゐない、と答へる。［中略］静かな
気持を壊されたくないのであらう。（38）

　実のところ私はこれまでに多くの人の臨終を看
取ってきた。しかし、北條のこの臨死状態ともな
ると、すでに意識がないか混濁していた。北條の
ような症例は稀有といってよいではないか。こう
して北條の死の前日に、東條は隣のベッドで寝て
看取ることになった。このような形での付添いは、
死の間近なことを病人に知らせるようなものであ
る。

たいていの病人が、急に力を落したり、極度
に厭な顔を見せたりするのであるが、彼は既
に、自分の死を予期してゐたのか、目の色一
つ動かさなかつた。その夜の二時頃（十二月
五日の暁前）看護疲れに不覚にも眠つてしま
つた私は、不図私を呼ぶ彼の声にびつくりし
て飛起きた。彼は痩せた両手に枕を高く差上
げ、頻りに打返しては眺めてゐた。何だかひ
どく昂奮してゐるやうであつた。［中略］彼
は血色のいい顔をして、眼はきらきらと輝い
てゐた。こんな晩は素晴しく力が湧いて来る、
何処からこんな力が出るのか分らない。手足
がぴんぴん跳ね上る。君、原稿を書いて呉れ。
と云ふのである。いつもの彼とは容子が違ふ。
それが死の前の最後に燃え上つた生命の力で
あるとは私は気がつかなかつた。おれは恢復
する、おれは恢復する、断じて恢復する。そ
れが彼の最後の言葉であつた。私は周章てふ
ためいて、友人達に急を告げる一方、医局へ
の長い廊下を走り乍ら、何者とも知れぬもの
に対して激しい怒りを覚えバカ、バカ、死ぬ
んぢやない、死ぬんぢやない、と呟いてゐた。
涙が無性に頬を伝つてゐた。（39）
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　次の部分は、最愛の友の死による東條の心理的
混乱が、文章に反映されている。

彼の息の絶える一瞬まで、哀れな程、実に意
識がはつきりしてゐた。一瞬の後死ぬとは思
へないほどしつかりしてゐて、川端さんには
お世話になりつぱなしで誠に申訳ない、と云
ひ、私には色々済まなかつた、有難う、と何
度も礼を云ふので、私が何だそんな事、それ
より早く元気になれよ、といふと、うん、元
気になりたい、と答へ、葛が喰ひたい、とい
ふのであつた。白頭土を入れて葛をかいてや
るとそれをうまさうに喰べ、私にも喰へ、と
薦めるので、私も一緒になつて喰べた。思へ
ばそれが彼との最後の会食であつた。珍らし
く葛をきれいに喰つてしまふと、彼の意識は、
急にまるで煙のやうに消え失せて行つた。（40）

　「おれは恢復する」という死の直前の生の雄叫
びと、「親愛の盃を交わす」ような静かな和やか
さが、同じ死の場面に重なっている。恐らく東條
とともに駆け付けた当直医が、胸に聴診器を当て、
瞳孔反射を見ながら静かに瞼をおさえ、臨終を告
げたであろう。

もはや動かない瞼を静かに閉ぢ、最後の訣別
を済ますと、急に突刺すやうな寒気が身に沁
みた。彼の死顔は実に美しかつた。彼の冷た
くなつた死顔を凝視めて、私は何か知らほつ
としたものを感じた。その房々とした頭髪を
撫で乍ら、小さく北條北條と呟くと、清浄な
ものが胸元をぐつと突上げ、眼頭が次第に曇
つて来た。（41）

　東條の北條への静思の回想が重なったのだろ
う。

（40）	 同前、452-453頁。

（41）	 同前、453頁。

（42）	「日記」1937年８月13日（『全集下巻』）、279頁。

おわりに
　本稿では、北條の日記を読みながら、希死願望
は心の裏であって、表は生きること、書くこと、
自らの個性を貫き通すことではなかったかと考え
直し、また東條との交流がいかに密であったか、
それは両者の感性の強い交わりとも知って少し括
めてみた。
　私に文学的素養などないから、作家としての北
條民雄を論ずることなどできないが、医学的ない
しは心理学的に、限られた一面であればうかがえ
るかもしれない。しかし「受容」（『いのちの初夜』）
のような発想は時空を超えており、どのみちむつ
かしいには違いないが、「当たるも当たらぬも」
の調子で日記の記事から考えてみた。
　最も目につくのが「死ぬ」か「生きる」かの死
生観だったが、「死ぬつもり」での旅路のどこかで、

「生きることの貴さ」を覚り、「書く」こと、「個
我を守る」ことに徹する誓を立てている。このよ
うに鬱的でいながら激しい気性では、親しい友人
も二、三人と少ないが、共感性は決して低くなかっ
たらしく、ある「やさしさ」をうかがわせる記事
もある。
　東條耿一との交流の深さは際立っているが、そ
れは東條の北條への「臨終記」に、死に際が全く
異なる二つの場面で表現されている。死の苦しみ
を微塵も止めない美しい死顔に何かしらほっとし
たものを感じ、生死の別のない髪の毛を撫でる感
触の中に、「あの葛はうまかったな」という思い
を込め、「共に生きた喜び」のうちに北條を蘇ら
しているのである。
　北條もまた言う。「夜、東條と人生論。今更の
如く彼の苦悩に驚き、しみじみ深い尊敬を覚える。
私は良い友を持つた。幸

しあはせ

福である」（42）と。癩を患っ
たからこその言い知れぬ深い絆。
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中山　節夫

【開催日】2018年11月３日
【会場】国立ハンセン病資料館　映像ホール

司会：本日はちょうどお隣の多磨全生園の方で、
秋の文化祭が開催されておりました。皆さんの中
にも、行かれた方もいらっしゃったかと思います。
ここハンセン病資料館は1993（平成５）年に開館
しましたが、お隣の多磨全生園は来年でちょうど
開所して110年なんですね。多くの皆様がこれま
で多磨全生園を訪れていただいたかと思います。
　本日ご覧いただく映画『あつい壁』は、今から
あまり想像も出来ないような出来事を描いたもの
ではあるんですけども、それも今からまだ数十年
前の話なんですね。改めて、今現在の社会におけ
る偏見・差別について考えるきっかけになればと
思いまして、こうした上映会を企画いたしました。
本日はありがたいことに、この『あつい壁』を作
られました監督である、中山節夫監督もお招き致
しております。
　簡単に私の方から、まず中山監督についてのご
紹介をさせていただければと思います。中山監督
は1937（昭和12）年生まれの方なんですけども、
ご出身は熊本県なんですね。熊本にも、菊池恵楓
園という国立のハンセン病療養所が１箇所ござい
ます。皆様の中には、ご存知の方もいらっしゃる
かもしれません。２階の常設展示室にも菊池恵楓
園のご紹介のビデオなどもございますので、また
こちらもあわせてご覧いただければと思います。
　中山監督は1960（昭和35）年に多摩美術大学付
属芸術学園映画科をご卒業されて、日活の撮影所
に入所されました。その後、1962年からフリーの
助監督として、多数の作品に携わられました。そ
の後、熊本に１度帰られるんですけども、劇映画
のデビューは1969（昭和44）年でありまして、本
日皆様にご鑑賞いただくこの『あつい壁』はその
デビュー作になるんですね。この作品を通してぜ
ひ当時のハンセン病患者、それから回復者に向け

られた差別的な視線についても考えていただけれ
ばと思います。
　映画上映会については２時半から開催したいと
思いますけれども、その前に中山監督から映画に
込められた思いなどぜひ伺っていきたいと思いま
す。
　それでは、中山監督をお呼びしますので、皆様
大きな拍手でお迎えいただければと思います。よ
ろしくお願いします。

中山監督：今日はありがとうございます。これ50
年前なんですね、作ったのが。ちょうど私が今ご
紹介いただきましたけれども、もともとはお医者
さんになるつもりが、勉強しないで映画ばっかり
観ててこういう結果になって、当時は映画学科の
大学っていうのは日大しかなかったんですね。そ
したら誰かが探してきてくれて、多摩美の中にも
あるということを教えてくれたんですね。そして、
多摩美の中の映画学校に行って、運よく映画科に
入れたんですね。
　日活には、映画学校の卒業１年前に入ったんで
すよ。あんまり学校が向かなかったので。だから、
受けたら入れたもんですから、日活に入ったんで
す。当時は、石原裕次郎さんが長い脚で撮影所を
闊歩していたり、ギターをひきながら小林旭さん
が出演していたりと、そんな映画ばかりだったの
で、農村出身の自分には都会向きの映画は合わな
いと思って、日活をやめることにしました。
　その後は、記録映画をやったり、教育映画の助
監督、まあ児童劇なんかやってるうちに熊本へ帰
りまして、今から観ていただく『あつい壁』を、
運動を起こして作ったんですね。

　この映画の背景についてですが、熊本のちょっ
と市内の北側に、立田山っていう山があるんです
ね。その麓に、ハンナ・リデルさんという英国の
宣教師が明治時代にやってきました。聖公会の方

［講演録］
映画『あつい壁』上映会　中山節夫監督講演会
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です。
　それで、熊本に本妙寺という、加藤清正のお母
さんを最初祀ったところなんですけど、日蓮宗の
お寺があります。リデルさんが本妙寺に桜を見に
行ったんですが、本妙寺にはすごい階段がござい
まして、そこでリデルさんの目に飛び込んできた
のは、そこの両側の参道で物乞いをするハンセン
病の人たちだったんですね。リデルさんは、それ
にショックを受けました。そして、イギリスに帰っ
て金を集めて、また熊本へ来て、日本で２番目に
古い、私立の回春病院というハンセン病の病院を
作ったんですね。1895（明治28）年のことです。
　その後、姪御さんのエダ・ライトさんって方が
後を継がれたんですけど、回春病院は1941（昭和
16）年に閉鎖になります。その時、回春病院の患
者さんたちは菊池恵楓園にうつったんですね。そ
れで回春病院は空くことになったんです。その跡
地に、恵楓園入所者の子どもたちが生活する「竜
田寮」が作られたということになります。この竜
田寮こそが、『あつい壁』で描いた黒髪校事件の
舞台の一つとなります。

　私がハンセン病というものを意識したのは、小
学校１年生のことでした。恵楓園の隣に今は農業
公園となっていますが、前は種畜牧場があったん
ですね。小学校の１年から中学校の３年まで春の
遠足がそこだったんです。私の小学校は恵楓園ま
で約３キロありました。昭和でいえば昭和19年の
話ですね。
　そこは種畜場ですから、家畜の増産のため、ヒ
ツジとヤギと豚ぐらいしかいなかったんですね。
豚の見える所が一番恵楓園に近い。で豚のいる所
を、先生に連れられて見に行きました。６歳の、
幼年ですね。燕麦の畑があって、向こうに異様な
塀があったんですね。その塀は当時、非常に高く
感じたんです、私はこんな小さいから。「先生あ
そこ何ですか？」って聞いたんですよ。そしたら
熊本弁でね、非常に悪い言葉で「きゃあくされ」っ
て言ったんです。腐れちゃった人っていう意味な
んです。「きゃあくされ」がいるところと先生か
らも聞いた気がします。
　私は、ハンセン病がどういう症状かも知らない。

その恵楓園って所は、どういう所かも知らないけ
れども、幼年の私がですよ、６歳の私が今でも背
筋がゾーっと、こうなんか寒くなってるのを覚え
ているんですよ。差別っていうのはね、誰が教え
るともなく、ご飯を食べるように日常的に教えら
れるんじゃないかな、ご飯を食べるようにね。そ
れが既に６歳の子どもにね、本能的に染みついて
しまってるんじゃなかろうかなぁと思ったんです
ね。それが最初の、私とハンセン病との出会いで
した。
　私が存じ上げている入所者の方からは、患者さ
んが亡くなられてもですね、肉親は遺骨も引き取
らなかったと聞きました。今、恵楓園の自治会長
をやっている志村康さんから、「遺骨も引き取ら
んとだよねぇ」っていう事を、私は直接聞きまし
た。患者さんの故郷では、その家から患者が出た
ことをみんな知ってるから良さそうなもんだと思
うけど、やはり残された家族は、またそこで差別
が再燃するっていう事が辛いんじゃないかと思い
ます。

　さて、昭和25、26年頃にはプロミンが出てきま
して、ハンセン病は治るという事は、私が中学に
入った頃にはもう既に聞いとったんです。１人誰
か恵楓園から退院したらしい、退所したらしい、
ということを聞いておりました。その方は園内の
小学校の先生をやっていた人で、写真を見せても
らうとどこもどうもない。恵楓園内の学校は私の
村の分校でしたので、先生たちも行ったり来たり
していました。
　そういう時代で恵楓園はですね、約1000名の人
たちがそこで療養していたわけですね。恵楓園の
隣接地には少年航空隊があり、その土地をもらっ
たもんですから、定員を2000名に増床しよう、南
国の病気だからと。まだ鹿児島も沖縄もあったは
ずですけど、昭和26年、1951年ですか？その頃、
またハンセン病の強制隔離を始めたんですよ。
　その結果起こった事件がＦ事件だったんです。
この事件については、約10年前に『新・あつい壁』
という映画にしました。Ｆ事件が起こった当時は、
ちょうど戦後民主主義が叫ばれている頃でした。
　この当時、恵楓園には園内の規則を守らなかっ
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た入所者を閉じ込める監禁室があり、そこに閉じ
込められている人が脱走することもありました。
脱走と言っても、恵楓園の事務員が看守をやって
いるようないい加減な所です。そこの裏戸が開い
てたこともあって、そこから逃げた人もいたんで
すよね。恵楓園に入った人は、家の人と何も話す
こともできずに来た人も多かったですから。
　Ｆさんも、奥さんが実家に帰ってしまっていた
し、小さい子どもと自分のお母さんだけが家に
残っていたから、心配で帰りたかった。そうして
たまたま帰った時に、近所で殺人事件が起きたん
です。そして、Ｆさんは殺人事件の犯人として逮
捕され、不十分な証拠といい加減な裁判で死刑判
決を受け、死刑に処されてしまいました。
　この事件が起きた時、私は中学２年生でした。
新聞では、Ｆさんが恵楓園から脱走し、らい菌を
まき散らすということが報道されました。そうい
うような表現で報道されました。私も、もう中２
になると新聞読んでますからね、「怖いな」と思っ
た記憶があります。

　その事件があり、それから黒髪校事件という事
件が起こりました。「黒髪校問題と言え！」なん
ていって教育委員会の先生には怒られましたけ
ど、いやこれは事件なんですよ。
　ハンセン病にかかり、入所しますね。だけど、
結婚していたり子どもがいる人は、やっぱり家の
ことが心配で入所したくないわけですよ。奥さん
はどっか住み込みに働きに行って、再婚しちゃう。
ほとんどはそうだったんですね。リデルさんの回
春病院跡に恵楓園入所者の子どもたちのための保
育所（竜田寮）が作られたんです。それで、そこ
の保育所の子どもたちは、保母さんと一緒にずっ
と生活していたんです。で、保育所の中に黒髪小
学校の分教場があったんですね。一度退職された
先生がそこで教えていて、笠智衆さんとそっくり
らしいんですよね。戦後民主主義教育が叫ばれて
いた時代で、熊本市の教育委員会は教育の機会均
等を掲げるなかで、その子どもたちを黒髪小学校
の本校に入れようとしたんです。そしたら、もの
凄くPTAが反対したんですよ。でプラカード作っ
てもう本当に醜い、醜い反対運動があったんです

ね。
　一応昭和29年ってなってますけど、もう27、28
年からずっとくすぶってきてたんです。その時、
そこの児童数は1000名前後だったんですね。戦後
の子だくさんでしょ。だからPTAは800ぐらい
だっただろうと言われているんですね。その内、

「入れましょう」と賛成したのは10人っていうか
10戸っていうんですかね、まあ10人ぐらいの人し
か賛成しなかったんです。他はもうみんな反対か、
意思表示しなかった。PTAがあんまり強いもん
ですからね、小学校の先生方も、何にも言えなかっ
た。
　この脚本は、実は学生時代に書いたんですね。
卒業制作で書いた脚本なんですけど、それを熊本
の教職員組合に手紙を出して、こういうのがあり
ますから、お金はありませんが、ぜひ映画にした
いと伝えました。そしたら、その時もね、事件当
時、学校の先生方は子どもたちの力になれなかっ
たっていうんですね。だから、その子どもたちに
対するお詫びとして、あるいは新しい学びとして、
この映画に協力しようって事で、300円の制作協
力券（前売り券）を売って作り上げたものなんで
すね。
　黒髪校事件の時に、子どもたちを入れることに
賛成した人たちは、ほとんど大学教授とか、そう
いう人たちが多かったんですね。映画制作の実行
委員会委員長も、ある大学教授がなってください
ました。その先生は、熊本で旧制中学から広島高
等師範、文理大に行かれた先生で、徳島大学の教
授をやってていました。そしたら、新しく大学を
創設するから（現在の熊本学園大学）、そこの教
授になるために帰って来いって言われて、熊本に
帰ったんですね。間もなく黒髪校事件が起き、子
どもたちの入学に賛成されました。他の賛成した
人たちも、ほとんどはよそから来た人で、地続き
の人は少なかったです。九州女学院（現九州ルー
テル学院）の江藤先生という方も賛成されたんで
すね。

　それで、黒髪小学校のPTAを含めて、地域の
住民がハンセン病についてどのように考えていた
かということですが、恵楓園のお医者さんたちが
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ですよ、「親が病気でも子どもたちは病気ではあ
りません」、「もう100％うつりません」、「長い間、
それこそ乳幼児期に患者さんと接した人でないと
発病しません」というように、子どもたちの入学
に反対する人たちを説得しようとしたんです。で
も聞く耳をもたなかった。その時はもうハンセン
病は治るってことも言われていたんですね。でも
聞く耳をもたなかったんですね。
　それで、じゃあ私はどうだったかというと、私
は高校２年でした。母は中学校の教員でしたけど、
私は母に向かって「おかしいね」、「恵楓園の先生
たちが大丈夫だって、入れてやりゃいいじゃない
かね」って言いました。そしたら母はですね、教
師ですよ、頭の中では理解できるって言うんです
よ。しかし皮膚感覚っていうのでしょう、本能、
感情的には嫌だって言うんです。
　この事件では、科学が感情に負けたんですね。
頭では竜田寮の子どもたちが病気ではないこと
も、その子どもたちから自分の子どもに病気がう
つらないことも理解してるんですよ。ほとんどは、
そういう親御さんたちだったと思います。理解し
ていても、嫌だっていうことね。ここがやっぱり、
差別の一番難しいところじゃないでしょうか。私
はその時、そう感じました。そういう、科学では
割り切れない感情の根深さが、児童総数1000名前
後で、そのうち賛成した人はたった10人だったと
いう結果に表れたのだと思います。

　それで、その時どういう解決をしたかっていう
と、今の熊本学園大学を作られた高橋守雄先生が、
うちに引き取ろうっていうことになったんです
ね。で、３人の１年生の子どもたち、女の子２人
と男の子１人だったと思います。１年生だけ黒髪
小学校に入れようってことになりました。妥協で
ですね。それで入ったそうですよ。でも３人が入っ
たクラスは、子どもたちの入学に賛成した10人の
人と、先生の子どもさんだけだった。その後、そ
の３人の子どもは、いつの間にかいなくなってし
まったようです。その高橋先生の家に引き取られ、
それで一応、黒髪小学校には通ったけど、いつの
間にかいなくなった。まあ、ごまかしごまかしな
んですね。

　事件の時、黒髪小学校から子どもの足でも歩い
て10分ぐらいのところに、Ｓ小学校っていうのが
あるんですね。そこのPTAの人たちが、「あれほ
ど恵楓園の先生たちが大丈夫だって言ってるんだ
から入れてやればどうかね」と、黒髪小のPTA
を責めたんですよ。「子どもたちがかわいそうだ
よ」って。そしたら反論が来たんですね、黒髪の
方から。「俺たちは嫌だ、私たちは嫌だ」って。
そして黒髪小学校PTAは、反対に「あんたたち
がそう言うなら、子どもの足で10分ぐらいだから、
Ｓ小にあの子たちを入れてくれ」って言ったそう
です。そしたら、Ｓ小学校のPTAは「それは困る」
と言って断ったそうです。
　この話を聞いた時、差別というのは、やはり自
分の身の上に降りかかった時に正しく理解し、正
しい行動を取らなければいけないなと思いまし
た。だけと、なかなか難しくてそれはできません
ね。どうしても、やっぱり感情は科学だけでは割
りきれない。感情というのは、非常に難しいなと
思いました。

　そしてこの事件から15、16年たった頃、借り物
の知識や言葉ではなく、自分の頭で理解すること
が大事だと思って、事件後にその子どもたちがど
うなったのかを、自分で調べたんですよ。それま
では、ハンセン病問題や部落問題などの差別につ
いて、借りものの知識しかありませんでした。学
生時代に事件を題材とした書いた脚本も、その当
時は私もまだ若かったので、自分の言葉・自分の
考えが足りませんでした。脚本も書き直さなきゃ
いけないと考えました。、
　１人の子は、両親が療養所にいらっしゃったん
です。そのご夫妻の子どもさんですが、私が訪ね
る半年前に自死しておりました。
　１人の女の子は、大阪で会ったんです。会って
くれました。すごい派手な服を着ていました。キャ
バレーに勤めている。まあ、ホステスやってる。
私は、「何のため勤めてるの、こんな夜遅くまで
酒飲んで」って聞いたんです。そしたら彼女は、
ケラケラ笑いながら、「人間に復讐してやるた
め」って言うんですよね。私はお金のためって返っ
てくると思ってたんです。私があんまり馬鹿げた
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質問をするもんですからね、このまあ幼いってい
うか、稚拙な男が何を言っているかという感じも
あったと思うんですけど。そしたら彼女からは、

「復讐してやるため」っていう言葉が返ってきて、
私はかなりショックを受けました。
　１人の男の人は、船員になっておられました。
話を聞いた時は、ちょうど静岡の清水港に着いて
た。色んな話を聞いて、「船の上ばかりじゃ寂し
いだろう」って聞いたら、「いやぁ、人は少ない
し一番いいですよ。俺の過去もばれませんし
ね。」って話してくれました。ここが一番いい。
だから、年に２か月は休みがあるそうですけど、

「もう船から降りる気もありません」とおっしゃっ
てた。
　16年たって、その人たちは22歳でしょう。22歳
だったら、お父さんがいてお母さんがいて、「た
だいま、いってきます」みたいなね、そういう当
たり前の生活っていうのがあるじゃないですか、
我々には。16年たっても、そういう当たり前の生
活すら、１人も手に入れることが出来なかったと
いうことですよね。
　看護師になっていた人もいました。会った時、
この方は高等看護学院を卒業した年でしたね。病
院で看護師として働いていました。この人は非常
に努力をした人だなと思いましたね。
　しかし、我々がありがたいとも思っていない普
通の生活すら、16年たってもみんなが送ってな
かったということに、私は非常にショックを受け
ました。

　もう１つ、PTAの人たちが気の毒だなと思う
話もあるんですね。あの、黒髪小学校のPTAの
人たちです。あなたたちはそんなに心配ならば、
恵楓園を見学に来いって言われたんですね。それ
で、PTAの人たちは何人かで、恵楓園に見学に
行かれたんでしょう。そしたら、白い予防着を着
せられ、長靴を履かされ、帽子を被せられたんで
すね。そして正門ではなく、裏門から入りますか
らね。入るところに四角いこのぐらいのね、クレ
ゾールっていうんですか、それが入った容器が置
いてあるんです。どこの療養所も一緒でしたね。
そこにベチャベチャって、足を消毒して中に入る。

中に入ったら、お医者さんと看護師さんたちが
深々と帽子を被って、大きいマスクはめて長靴を
履いている。ペストが中国で流行った時、消毒し
た写真があるじゃないですか。PTAの人たちは、
そういう格好を見たんですよ。それでね、「うつ
らない、うつらない」なんて言われたって、これ
はね、理屈よりそっちの見た目の方が勝ちますよ
ね、どうしても。それが逆効果になった部分もあ
るんですよね。そういう消毒とか予防着は、らい
予防法によってさせられていたわけです。
　恵楓園の小学校は分校でしょ。その職員室は外
にあるんです。そこでは先生たちが予防着を着て、
中に行って教えるんですよね。岡山の長島愛生園
にできた邑久高校新良田教室では、紙幣を持って
いくと、先生たちが洗面器のクレゾールで100円
札をペチャペチャして窓に貼ってたっていうよう
な時代でした。だけどその後は、そのうちに職員
の人も慣れてしまって、逆に職員の方がもう全然
気にしないようになっていきます。

　先ほどハンセン病資料館の館長の先生と話した
んですが、こうやって、今日は全生園の文化祭に、
園外から多くの人がやってくる。だからもう差別
はなくなったと思うけど、差別の問題になると全
然だめだって、館長から言われました。それは、
部落差別でも同じじゃないかなと思います。私が
ここの多磨全生園を初めて訪ねた時は、まだ私も
24、25歳の頃でした。恵楓園に行ったのはもっと
早いですが。
　ハンセン病資料館に勤めながら全生園の入所者
自治会長をやっていた佐川修さんとか、あるいは
東大出身の光岡良二さんとか、私は色んな方から
色んなことを学ばせて頂きました。だけど、そう
いった方たちは、みんな鬼籍に入られてしまいま
した。私はまだあの人たちより若いから、もっと
映画を作っていきたいなと思いますけど、ハンセ
ン病を主題とした映画はなかなか作れません。
　どうもすいません、もう時間になりました。映
画をどうぞ観てみてください。どうも今日はあり
がとうございました。
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中尾　伸治

【開催日】2018年11月23日（金）
【会場】国立ハンセン病資料館　映像ホール

【中尾伸治氏略歴】
　1934（昭和９）年生まれ
　1948（昭和23）年長島愛生園入所
　現在、長島愛生園入所者自治会会長　84歳

　皆さんこんにちは。ただいま紹介にあずかりま
した長島愛生園入所者自治会の会長をしておりま
す、中尾伸治と申します。
　本来ですと、この架橋運動に携わってくださっ
た先輩たちが、ここでお話しする予定だったんで
すが、それぞれ体調の都合があったり、それから
急に怪我をしたりということで、突如私がここへ
来ることになりました。
　私も架橋運動の当時、自治会の役員として自治
会におったんですけれども、少し脇におったとい
うことで、詳しいところまでは話が出来ないかも
しれません。しかし、その当時のことを少しは話
せるだろうということで今日は参りました。その
つもりでお聞きください。
　それから今日お配りされている本（国立ハンセ
ン病資料館ブックレット４『橋を渡る　―邑久長
島大橋架橋30周年記念』2018年）の中に、詳しく
皆さん方が書いておられますので、また後ほど読
んでいただきたいと思います。

◆長島愛生園の建物などが国の登録有形文化財に

　はじめに、皆様がた、新聞あるいはテレビでご
覧になったと思いますけれども、このたび国の文
化審議会から、邑久光明園、長島愛生園の建造物
が、有形文化財として申請が受理されることにな
りました。
　登録有形文化財として登録されるのは、邑久光
明園５件、長島愛生園５件の計10件です。

　邑久光明園では、恩賜会館。貞明皇后からいた
だいた御下賜金で建てられた建物です。これは現
在も使用されております。
　それから旧裳掛小中学校第３分教場、これ教室
が残ってます。この第３というのは、第１は愛生
園の保育所があった分教場です。第２は愛生園の
入所者の通っていた分教場です。従いまして光明
園は第３ということになります。邑久光明園は、
もと外島保養院という大阪にありました療養所が
昭和９（1934）年に室戸台風で被害にあいまして、
大変多くの方々がお亡くなりになりました。その
療養所が大阪で再建される予定だったんですが、
地元の方々の反対で、これが実現出来なかったと
いうことで、結局昭和13（1938）年に長島の西の
方に移ってこられたのです。この中学校が第３と
いうことになります。
　それから奉安殿、ここでは貞明皇后の御真影を
飾っておられました。
　それから物資運搬斜路。光明園は、急な高い山
を削って頂上のあたりに療養所を作っておりま
す。そのために海岸から物資を上げなくてはいけ
ない。それで薮池という所からトロッコで、炊事
場、あるいは給食、ああいうところの品物を運搬
していたという、その線路が残っているんですが、
それがこのたび認められたということです。
　それから、瀬溝の桟橋。これは瀬溝という今こ
れからお話しする邑久長島大橋が出来るその狭い
わずか30メートル足らずの所ですが、そこを橋が
無い時は手漕ぎの船で職員が渡っておりました。
その桟橋が、どうにか橋の工事の時にも壊されず
に残りまして、それがこのたび指定を受けたとい
うことです。
　次に愛生園ですけども、旧事務本館。これは現
在、資料館（長島愛生園歴史館）として使ってい
ます。
　それから次に収容所です。これは入所するとき
に初めて入る病棟です。この収容所という厳しい

［講演録］
「もう一つの橋」上映会＆トークイベント　中尾伸治氏講演会
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名前が付いていますけども、ここでほかの病気を
持って入らないかどうかという、一応予備の検査
をするところです。そこで健康状態を見て、それ
なりに健康であれば一般寮、不自由な体であった
ら不自由者棟という具合に仕分けをしていまし
た。
　それから次に、日出の浴場ですね。愛生園とい
うのは、非常に広い範囲ですけども、この浴場ひ
とつしかなかった時代がありました。で、その当
時のままが現在残っているということで指定を受
けました。
　次に旧洗濯場です。これは病衣、それからシー
ツ等を洗濯します。そのほかに包帯・ガーゼ、こ
れを再々使いました。１度使ったものをまた別の
容器に集めて、それをまた入所者が選別するよう
なところへ持って行って、そこでガーゼと包帯と
を分ける。また絆創膏をはずして、そういうこと
をしてまた洗濯をして、短くなったものはまた糸
で紡いで、それで再々使っていました。それらを
洗っていた洗濯場が残っているということです。
　それから最後に旧園長官舎です。これは光田（健
輔、初代）園長が最初にここに入りました。この
園長官舎は、木造ですけども現在もそのまま残っ
ております。
　この５件が愛生園では認められました。
　そのほかにまだ愛生園では申請するものがたく
さんあります。先ほどのテレビ番組（ドキュメン
タリー作品「もうひとつの橋」山陽放送1983年制
作）でもありました、邑久高等学校新良田教室、
この高校だとか女子寄宿舎などがまだ現在残って
います。全国の療養所で１つしかなかったそうい
う施設も残していきたいなと思っておりますし、
それから自分たち入所者が建てた恩賜記念館とい
うのがあります。これは山を削って、それこそ材
木は園内の松の木を倒して、壁には左官さんが
作ったナマコ壁があります。それからタイルは愛
生焼き。そういう建物です。それも指定を受けた
いな、そのように思っています。これは、これか
ら申請していこう、そのように思ってます。

◆架橋運動前史

　今日こうやってこの架け橋の話をするというこ
とになりましたのは、実は今年（2018年）の６月
に、国立ハンセン病資料館から学芸員が来まして、
架橋に関しての展示会をするということで話があ
りました。それで架橋運動をご存知の方々に声を
かけまして、いろいろな話を提供しました。とこ
ろが、ある学芸員が病気になりまして、その計画
は一旦中止になったわけですけれども、勤められ
ておられる学芸員の方が説明に来られて、今回の
上映会と講演会をする、そういうことになりまし
たので、役立たずですけれども私がここでしゃべ
ることになりました。
　架橋の問題は、ほんとに言ったら昭和32（1957）
年に愛生園の園長が、光田（健輔）園長から高島

（重孝）園長に交代する時に、出ていた話なのです。
その高島園長が、「愛生園に行くんだったら長島
に橋を架けてくれ。それを実現してくれるんなら
私はこっちに来ましょう」ということで、その話
を進めながら愛生園に就職してきました。
　しかし、現実には非常に厳しかったようです。
紆余曲折ありました。そしてまた関係省庁からは
厳しい要求も出てきたようです。その要求につい
ては、光明園と愛生園で合意が出来ない部分もあ
りました。そういうことがあって、架橋の話がそ
の時は頓挫しました。それ以降長い間、橋の問題
は消えました。それは園内の生活状態がまだまだ
向上していなかったということです。
　皆さん方ご承知のように、島から出ちゃいけな
いとか、そういうような厳しい状況がありまして、
また社会復帰もまだまだ難しい、そんな状態で
あったということ。そういうことが続いている中
で、自分たちの生活もまだ、それこそ洗濯は冷た
いのに外の洗面所でたらいで洗濯板を使ってゴシ
ゴシこする。そして手に傷をつくるというような
生活をしておりましたので、少しでもいい生活に
向けての運動をしようじゃないかという、そうい
うことを優先して要求する運動も起き上がりまし
て、この橋の問題は少し途絶えました。
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◆架橋運動が始まる

　昭和の40年代になってから少しずつですけど
も、橋の問題が進んでくるようになってきました。
　最初に昭和44（1969）年ぐらいになると思いま
すが、邑久光明園の方で、この狭い瀬溝に人間だ
けでもいいから渡りたいなと、そういう橋を作っ
て欲しいなという要求が起きました。
　先ほど言いましたように、瀬溝というのは30
メートル、一番狭いところで多分22 ～ 23メート
ルだったと思います。狭いですけども非常に潮流
が激しく、そういう所ですので事故が起きると、
それこそ遥か向こうまで、沖の方まで流されると
いう、そんな狭い所です。したがいまして、そう
いうところを歩いて渡れたらなというような声が
光明園の方で起きました。
　それがきっかけで再び橋の問題が起き上がって
きました。この橋を架けるのは、光明園だけでは、
非常に難しいです。その当時は邑久町（現・瀬戸
内市）でしたけれども、邑久町の役場にお願いに
行ったり、それから岡山県にお願いに行ったりと
いう運動がされていました。そういう中で、長島
愛生園と一緒にやろうじゃないかということに
なっていきました。
　そうしまして、今度は国会議員の先生にお願い
しようということになりまして、岡山県出身の橋
本龍太郎先生を通じて運動を始めることになりま
した。やはり、公共事業という問題（費用の1/3
を地元自治体が負担）が起きまして、県も関係し
てくる、町もそのように関係してくるということ
で、予算の面で、なかなか地元としては子孫にそ
ういう借金を残したくないという大きな問題が起
きまして、そのために進めることがなかなか出来
なかったのです。
　それでも私たちは、人が渡る橋だけでなくて、
今度は病人が出た時に自動車でそのまま外部の医
療施設に運べるように、やはりバスが通れるよう
な大きな橋を架けて欲しいということで架橋運動
がますます激しくなってきます。
　この運動というのは、ほんとに最初のうちは盛
り上がりませんでした。しかし、不自由な方々の
中でも、やっぱり橋が欲しいな、自分たちは渡れ

ないかもしれないけども、そんな本土とつながる
橋が出来たらいいなというようになりました。
　愛生園では１度、この架橋問題でアンケートを
取ってみました。そしたらその当時96％の方々が
賛成してくれました。それによりまして、その運
動にますます力が入っていくことになります。
　その当時まだまだ畑で自分たちで野菜をつくり
ながら生活しているような状態でしたので、それ
から外へ行きたい、遊びに行きたいなという機運
も盛り上がってきた。
　それからもう１つ、民間の森丸という船が地元
の虫明の港から長島に船を着けて、それから日生
という町へ船で運行してくれました。これには、
私たちを乗せてくれたんです。しかし、乗せては
くれましたけれども、最初のうちは夏でも冬でも
その船の屋根の上です。船室にはなかなか入れて
くれませんでした。その船は立派な客船ではなく
て貨物船のようなもので、床にゴザを敷いて、冬
だったら火鉢をたいて運行しているような船です
けれども、それでも中に入れてくれなかった。
　ところがある時に、一緒に乗っていた一般客の
おばさんが、「さぶいのにそんなとこ乗っとらん
でいいわ」と言って、中へ入れてくれたのがきっ
かけで、その船の中に入るようになりました。そ
うしているうちに段々地元の人たちにもその橋の
問題が広がっていきます。
　しかし、いざ話を進めていくときに、やっぱり
地元の人たちというのは反対しました。「自分た
ちの頭の上を、汚い患者が通るということは反対
だ」などという。「そんなに渡れるようになるん
だったら、みんな家に帰りゃいいがな。病気が治っ
たなら帰りゃいいがな」。そういう言葉も出まし
た。
　そんな時ですけれども、どうしても橋脚を立て
なきゃいけない、橋げたを渡さなきゃいけない、
その建てる要求を勝ち取ってもらわなきゃいけな
い。そういうようなことがありますので、地元の
県会議員の先生にお願いして、地元での話を進め
てもらう。そこまでいくまではほんとに大変な道
のりであったと、私は思ってます。
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◆園田直厚生大臣の確約を勝ちとる

　そういうことがあって、いよいよその橋の問題
を大きく取り上げていただくということで、先ほ
ど言いました橋本龍太郎先生がその当時厚生大臣
になられたときにお願いに行きました。で、「よっ
しゃっ」という時に、内閣解散になってしまいま
して、まったくその橋本先生の威力がなくなって
しまうような状態ということで、次の大臣に委ね
ることになりました。
　次は斎藤（邦吉）という方が厚生大臣になられ
たと思います。その時に富士見産婦人科病院事件
というのが起きました（1980年）。ご存知の方は
あると思いますけれども、若い婦人方の子宮を
取ってしまうという、大きな間違いを起こした病
院の事件がありましたけども、その事件を収拾す
るような意味において、長島架橋の話が持ち上が
る。振替のようなことで架橋問題が進展すること
になりました。
　富士見産婦人科病院事件のために、斎藤厚生大
臣は交代されて、次に園田（直）大臣になったん
ですが、その園田大臣が架橋を、「人間回復の橋」
として認めようということで、初めて公表される
ことになりました。
　この時は、大臣室に我々入所者の代表を入れて、
それからカメラマンも入れました。そういうこと
をして発表された。代替のようなことですけれど
も、その事件によって、架橋が実現するようになっ
たということがございます。
　それからのちは、それこそ調査費が２年ほど続
きました。それから次の建設費というようになっ
ていきます。愛生園でも光明園でも、どこに橋を
渡すか色々コースを考えて発案しておったんです
が、いよいよコースが決まって、現在の瀬溝から
光明園に渡る橋が出来るようになりました。
　私ごとですけれども、その頃私、園内で結婚し
ておりましたんですが、その妻が、ちょうど橋を
架ける橋脚が立つ頃に、膠原病という病気になり
まして、わかったとたんに７年しか命がないとい
うことがわかりました。その工事を見ながら、妻
は、「私は渡れないな」ということを言いました。
しかしなんとしてでも橋を見せてやりたいと思っ

て、その橋脚が光明園と虫明に立った時に、今が
チャンスだと思って、他人のカブっていう小さな
単車で、２人乗りは禁止ですけども、愛生園から
光明園の瀬溝まで行って、その橋脚を見せました。
これが、妻が橋を見た最後でした。これに新しい
橋が乗るんだからってことで、楽しみに療養生活
に入ったのです。

◆橋が架った途端に園内が明るくなった

　それからこの橋はどんどん工事が進んでまいり
まして、橋脚も出来まして橋自体が運ばれてくる。
そうなると、島じゅう、それこそ虫明も交えてで
すけど、大騒ぎです。
　130メートルの橋げたがクレーン船で吊り下げ
られて、長島の東の方からゆっくりゆっくり、湾
の中を橋を架ける目的地まで渡って来る。長島の
東の端に現れたのは朝６時頃で、それから橋げた
が橋脚の上に乗ったのは12時頃です。その間ほん
とにご飯も食べずお茶も飲まずというような感じ
で、元気な者はその作業が見える場所で、みんな
寄ってその完成を見たのが思い出されます。
　ある人は、どういう見方をしておったのか知り
ませんが、橋げたに乗る時に、「あと何センチか
足らんぞ！」っていうようなことを、わざわざ言
いに来てくれたり（笑）、大騒ぎしておりました。
ちゃんと測っているので１ミリの狂いもなく乗っ
たんですけれども。ほんとに漫才みたいなことが
ありました（笑）。そんな状態で橋げたが架かり
ました。途端になんか世の中が明るうなった、も
う橋が架かっただけで園内全部が明るうなったよ
うな、そんな気持ちで生活をしました。

◆検問ゲート問題

　この橋が出来てきますと、また対岸の道路も新
しく造られました。すべて繋がってきた。いよい
よ完成間近という時に、検問ゲートの大きな門と
いうものが出来ました。
　我々入所者は架橋運動を進めるにあたり、愛生
園・光明園合同の架橋員会を作ったんですが、こ
の検問ゲートの話は聞いてないよと言い出したの
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は、愛生園でした。光明園は、いやそれは最初か
ら作ると言うとる、ということでした。
　現在もまだ、この話になると口角泡を飛ばすと
ころになるんですが（笑）、その当事者がもうほ
とんどおりません。光明園に残っとるかどうかぐ
らいのことで、愛生園側はほとんどの方が亡く
なってしまいました。現実に橋が開通した時に渡
れたいう人ってほんとに少ないんです。架橋委員
会の委員長やった人なんかは、橋が出来た時には
皆、私たちの納骨堂に入ってしまっておりました。
　いずれにしましても、見張り番のような検問
ゲートが出来た。それに対してあくまでも反対し
まして、ほとんど出来上がっているようなものを
壊すことになりました。現在ロータリーのような
形で使用しておりますけれども、そのようになっ
て決着しました。
　しかし、「人間回復の橋」を造るんだというこ
とで動き出したのに、なぜその監視のための検問
ゲートのようなものがいるのかということです。
それから、その監視のためというのは、人がおる
わけじゃなくて、カメラですべて見る。光明園、
あるいは愛生園の方に電波が飛んで、それでこの
人は愛生園の人、この人は光明園の人、この人は
いつも商用で入っている人、というような仕分け
をして、そういうことをされるということ。もし、
全然知らん、ほかの人だったらそこで止めてしま
う。そういうようなもんが出来ることになってお
りましたんで、あくまでもそれは反対しようとい
うことで、結局、取り壊しになったのです。この
時も激しい運動になりましたけれども、そういう
歴史もこの橋の中にはあります。

◆架橋後のさまざまな変化

　それ以後、私たちのところには、この邑久長島
大橋を渡って、多くの人たちが愛生園、光明園に
おいでになります。昨年愛生園では１万2000人以
上の方々がおいでくださいました。光明園も同じ
くそのぐらいの人たちは来ていると思います。
　私たちも、自分たちの今までのハンセン病に対
する、この、偏見差別というんですか、そういう
ものの解消のために、色んな方面に話をしに行っ

ております。啓発活動に行っておりますが、行っ
たときに、やっぱり「話を聞くよりも実際に見に
来てください」ということを、この頃は言ってい
ます。そういうことで、愛生園に来訪していただ
くほうを選んでいます。そういう話をする人も
段々少なくなってきました。従いまして、今のう
ちに来ていただく。そして私たちもなるべくそう
いう昔のことを話せる人は、録画録音して皆さん
に聞いてもらうような、そういう準備も整えてお
ります。そういう状態で現在では、この橋を利用
した運動を続けているところです。
　橋が出来ましてから、色んな問題が解決もしま
した。ひとつは家の建て替えだとか、そういう工
事の関係です。今まではフェリーボートで渡って
いたものが、橋で来られるようになったというこ
とです。昔はコンクリートのミキサーがなかなか
愛生園には入ってきませんでした。だから工事を
するといいましたら、園内にコンクリートを練る
塔を建てて、そこで生コンを練って重機で運ぶと
いう、そんな工事をしておったんですが、今はコ
ンクリ車も来ます。色んな材木もそのように橋を
渡ってくるようになりました。それまでのフェ
リーボートで渡っていたときの損失といったら凄
いものであっただろうなと思っています。国が
払ったお金というのは、それこそ橋が出来るほど
払ったんじゃないかなと思います（笑）。
　また、間違って火災を起こした時に消防車が
フェリーボートで来ます。来る間にどんどん燃え
てしまったということもあります。今はそういう
間違いを起こしたときには、ほんとに嫌になるほ
ど消防車が入ってくることもあるんです。ちょっ
と小さな家が燃えたことがあるんですけども、そ
れに対して消防車が20台ほど来まして（笑）、も
う愛生園の道が真っ赤になったような、今では笑
い話に出来ますけど、そんなことがありました。
　この橋のおかげで、そのように自由に往来が出
来るというようになってきたといえるんじゃない
かと思っています。
　今までこの橋に関わってきてくださった方々、
それぞれが、国会の先生方にしましても、入所者
にしましても、本当にたくさん亡くなられました。
園田先生も、橋を見ずして亡くなられました。橋
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が出来た時には光明園、愛生園の代表が、園田先
生のお墓がある熊本までお参りに行って、お礼を
言ったという、そういうこともございます。橋本
龍太郎さんの葬儀の時は、私も参加しました。こ
のようにしてお礼を語っておるところです。

◆橋が架かり、家族とのつながりが復活した

　現在その橋が交流の場として非常に多く使われ
ています。交流だけじゃなくて、今度は入所者と
家族との関係というのもまた復活してきたという
ような人たちもおります。それから、途絶えてい
た兄弟から手紙が来てみたりと、そういうことも
あります。
　また私ごとになりますけども、橋が出来まして、
開通式の時、地元の邑久高校のブラスバンド部が
先頭切って橋を渡ってくれました。その後ろを
100歳近い両園のおじいさんおばあさんが続いて
渡ったんですけども、その映像を私の母がテレビ
で観ておりまして、たまたま私の顔が映ったんで
す。そしたら、長いこと会っておりませんでした
ので、母親が初めて、「何十年ぶりかでお前の顔
を見た。元気で良かったの」ということで、電話
をくれました。橋のおかげで母親と面会出来たこ
とになるんです。この母はその後早くに死んでお
りますから、元気な間にその母と、テレビでです
けども、面会出来たのです。
　それから30年経って、今度はつい今年（2018年）
の５月に、架橋30周年の記念の式典をしました。
その時にその記事を見た私の姪っ子から70年ぶり
の手紙が届きました。
　これはほんとに私が昭和23（1948）年に愛生園
に入った時、入って気分が落ち着いた時に、自分
の甥っ子姪っ子に、「俺はハンセン病になった、
でも文通ぐらい続けてくれるわな」、そんな手紙
を出しておったわけです。しかしその時には誰も
返事をくれませんでした。
　しかしこの間、架橋30周年のその新聞記事を見
た、三重におる姪っ子から手紙が届きました。70
年の長い間のお詫びと、自分の家族のことと、そ
れから奈良や京都におる自分の甥っ子姪っ子のこ
とを手紙に書いて寄越してくれました。その三重

からの手紙だけだったらあまり信用しなかったん
ですが、奈良だとか京都の甥っ子姪っ子の様子を
書いてくれておりましたので、これは間違いない、
ほんまもんだ、と思って。ほんとに70年ぶりの返
事を私から出しました。この８月にも可愛いヨッ
トの絵をかいてまた暑中見舞いのはがきが届きま
した。これからまたこの姪っ子と仲良くやってい
きたいな、そのように思っています。
　長島架橋は人のつながりだけじゃなくて、自分
たち家族のそうしたつながりもまた復活させてく
れました。多くの人たちがこのようなつながりを
起こしてくれたと思っています。私はこの架橋と
いうものは、ほんとにただ橋が架っただけじゃな
い、人だけが渡るんじゃなくて、心も繋がってく
れたということです。
　長島に架かる小さな邑久長島大橋と、四国に架
かる瀬戸大橋とは、誕生は同じ年です（1988年）。
瀬戸大橋は４月１日に誕生を迎えましたけども、
邑久長島大橋はそれより後になります（５月９
日）。これは国会議員の先生方の都合でどちらも
出席したいということがあったようです。そのた
めに後になったということですけども。邑久長島
大橋は短い橋ですが、私は瀬戸大橋よりも大きな
橋であると、そのように思ってます。
　これからもこの橋は、多くの人と繋がっていく
と思います。

◆世界遺産の登録を目指して　

　冒頭で言いましたように、長島に色々残ってい
る建物を残していこうという中で、この橋は大切
です。
　私たち長島愛生園と邑久光明園、四国にある大
島青松園という３つの園は、それぞれ瀬戸内海の
島の療養所です。従いまして、私たち３つの園が
世界遺産に登録して、自分たちの苦しかった生活、
またハンセン病に対する大きな偏見差別の歴史、
人権学習が出来る島になってほしいということ
で、今世界遺産運動もしております。
　先ほど言いました建物の保存が決まったこと
で、大きな足がかりが出来たんじゃないかなと
思っています。これからまだまだ時間がかかりま
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すけども、この運動を進めていきたいと思います。
予防法廃止の時には私たちだけじゃなくて、多く
の市民の皆様方の応援がありました。そのような
応援が、私たちにはこれからまだ必要です。その
節には非常に申し訳ないんですが、参加していた
だいて応援していただきたいなと、そのように
思っております。
　この橋というものの運動、ほんとに思い出した
ら色んなものが甦ってきます。初めて厚生省に
行ったときに、厚生省の玄関先に座り込んで大き
な横断幕を立てて、それからビラまきもしました。
厚生省の前の地下鉄の出入り口の所でビラを配っ
たりもしました。
　それから地元のビラまきの辛かったことは、ほ
んとに今思い出してもぞっとします。１軒ずつ
配ったんですが、やはり人と出くわした時に、そ
のチラシを渡した時にまともに受け取ってくれた
人はおりません。たいがい目の前で破るか足で踏
みつけるか、地元の虫明地区ではそんなこともあ
りました。そのような状態の中で私たちは運動を
つづけました。
　しかし、その人たちの応援があってこそ橋が出
来たということです。最後は私たちの願いをその
人たちが聞いてくれたということで、実現出来た
んだろうと思います。ほんとにこの橋１つ作るの
にたくさんの国会議員の先生、県会議員の先生、
市会議員の先生、色んな方にお世話になって出来
たと思います。
　今私たちは何の障害もなくて、今日はどこどこ
行くんだといって自動車に乗って外へ出て行って
ます。最近では病棟に入っているなかなか外出出
来ない人たち、「私は行けんわ」といっていたよ
うな不自由な人たちも、看護師さんに連れられて
近くのスーパーへ買い物に行けるようになりまし
た。たまには桜の時期には兵庫県の赤穂の方まで
行って、桜の木の下でお弁当を開いたという、そ
んな人たちもおります。
　本当に橋は大きいです。皆さん方の心も大き
かったと思いますが、現在でもその橋の存在は大
きいです。また若い人たちがたくさん来てくれて
おりますので、私たちは、その若い人たちに向け
て、私たちの願いを込めて、話を伝えていけると

いいな、そういうのが現状です。
　私、今回ピンチヒッターのような形で来ました
ので、まともにしゃべれておらないと思いますけ
れども、これで私のお話を終わりたいと思います。

　少し時間がありますので、何か質問ありました
らどんなことでもけっこうですので、質問をして
ください。

◆質疑応答

質問者１：こんにちは、遠くからみえてくださっ
た講師の方に、皆さんで温かい拍手を大きな拍手
を送りたいと思います。ほんとにありがとうござ
います。わたしも結構耳が不自由になりまして、
話を聞き取るのがちょっと無理なところがあるん
ですけど、本当に一生懸命話してくださる熱意が
伝わってきました。本当に苦労されて色んな思い
が沢山おありだと思うんですけど、これからもお
元気でお暮らしになってください。ありがとうご
ざいます。

中尾：ありがとうございます。今後とも応援よろ
しくお願いいたします。（拍手）

質問者２：本日はありがとうございます。橋が出
来るとなった時に、橋が出来たらこんなところに
行ってみたいとか、橋が出来たらこういうことを
やってみたいというような声を聞いたことがあれ
ば教えてください。

中尾：やはりふるさとじゃないですかね。高知の
人だったと思うんですが、ほんとにそれを待ちわ
びていたように友達の車で何日かかけて、足摺岬
の方まで帰られたことを聞いてます。まず最初に
行かれたのは、やはりお墓です。お墓でお父さん
お母さんに会いに行かれたということを聞いてい
ます。どれだけ待ちわびていたかということです。

質問者３：今日はありがとうございました。橋が
出来て療養所の方が出かけたり、色々出来るよう
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になったと思うんですけど、一方でその対岸の地
域の方たち、特に今のハンセン病の歴史を学ばな
いと知らない若い人たちっていうのは、今例えば
どういう風に長島愛生園とか邑久光明園のほうに
何か関わっていますでしょうか？　

中尾：地元の裳掛の小学校の方々は、愛生園には
つい昨日、発表会に来てくれてます。このつなが
りはもう何年にもなります。また夏祭りには出演
してくれるようになってます。また中学校の方々
は年に１回、全校生徒さん500人みんなが来ます
ので、１日か２日がかりで愛生園を見学して、ハ
ンセン病の勉強をしてくれます。最近では邑久高
等学校新良田教室の本校である、尾張にある邑久
高等学校ですが、その高校に地域委員会というの
が出来まして、そこの生徒さんがハンセン病のこ
とで現在関わってくれています。私たちは、先ほ
ど言いました語り部というのが段々少なくなって
きておりますので、地元のそうした小中学生高校
生の人たちに、やってもらいたいなと思っていま
す。
　これは、以前に裳掛中学校の生徒さんの野崎や
よいさんという方が、当時橋のことで詩を作って
くれました。今日お配りされているブックレット

（『橋を渡る』）の中に載っているそうです。ご覧
ください。少しだけ読みますけども「虫明と長島
の間は／呼べばとどくほどの／せまい瀬戸内の流
れだけだ／でも／虫明と長島の間には／もっと
もっと大きなへだたりがある／（略）なぜ長島に
橋をかけないのだろう」以下略しますけども、そ
ういう詩を作ってくれた人がおります。先ほど聞
きましたら、この方ももう相当なお歳になってお
るそうですけれども。
　この隔たりというのがこの虫明との間にあっ
て、非常にきつかった。現在は虫明の方々と少し
はお酒も飲めるような状態になってきたという、
そういう具合に少しですけども開けていって繋
がってきているといいますか、まあそういうよう
な状態になってきているということです。

質問者４：本日はありがとうございます。一応今
日の題名でいうと「もうひとつの橋」も架かった

ということなんですが、まだ心の壁を感じるって
いうのはどんな時なんでしょうか？

中尾：あの、ほんとに申し訳ないんですけども、
解放されて本当に理解を得ているかというと、ま
だまだそこまでいってないということです。例え
ばほかの病気だったら家族会があるとかそういう
繋がりがあります。しかし、ハンセン病の場合、
そうした肉親の繋がりがあるわけじゃない。仮に
今、そういうものをつくろうとしてもなかなか出
来ない。やっぱり今でも関わりたくないという感
情が残っているような気がします。
　怖い病気という気持ちが皆さんの心の中にある
のかどうか知りませんけれども、僕のように顔が
曲がっとったり、手が曲がっとったりすることに
なると、やっぱり少し距離があるように思います。
やっぱり弱い者というのは隅っこへ追いやられる
ような、そんなような感じを受けることがありま
す。
　少し前の話ですけども、ハンセン病回復者の方
が店でコーヒーを頼んだら、醤油を薄めたものを
出されたということがありました。その時、その
醤油のコーヒーが入っているお茶碗を持って市役
所まで走って行って、抗議したという話があるん
ですが、そういうことがあったりします。
　それから私がある小さな本屋さんで、友達の子
どもに送る本を探していたら、ある子どもが、

「おっちゃん、僕こんな本探してるから探してく
れ」というから一緒に探しとったら、その親が来
て、子どもの手が抜けるような勢いで連れて行っ
たことがありました。そのようなことがたびたび
起きました。
　ひどい時は、スーパーで買い物しとったら後ろ
からモップでひっつかれたことがあります。私の
後をついてモップでふいてくる。でまあ、そのお
ばさんには「ご苦労さんです」と言ったんですけ
ども（笑）。まあ、そういうことをされたことも
あります。そんなことがまだまだちょこちょこと
あるのです。
　それから、今社会復帰された方々が町で生活さ
れておりますけども、病気になった時に病院にな
かなか行けないというのがあります。どこの病院
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でも診てもらったらいいと思うんですけども、ま
だまだ、例えば全生園に来るとか、岡山だったら
愛生園にあるいは光明園に入るとか。そういう具
合にはなかなか出来ないような、そういうことも
あります。もう病気が治ったんだったら少々障害
があっても、ほかの病院でも診てもらったらいい
と思うんですけど、やはり元患者だったというよ
うなことがわかることが、やっぱりそれもひとつ
の障害としてあります。これが消えたらいいなと
も思います。

質問者４：あともう１点だけ、国は回復者がひと
りもいなくなるまで、国が面倒を見ると言ってい
ます。しかしそれは現実問題として難しいと思う
んですが、各療養所は今後どうしたらいいと思い
ますか？

中尾：私ども愛生園の入所者は今日現在156人に
なります。この人たちは、ほとんどもうほとんど
85歳以上です。それぞれ障害があります。とても
自分で生活出来るような状態じゃない。その人た
ちを放り出すということは出来ないということ
で、法律で最後まで面倒を見てくれるということ
になっておりますので、入所している人はそのよ
うな形で一応保護されています。しかし、社会へ
旅立った人たちが最後までそのまま社会で生活し
て終われるかどうかというのは疑問があります。
どうにも出来なくなった時にはまた療養所に帰っ
てくる場合が現在もありますので、そのようにな
りますけども。一応そこまでは、今のところ法律
で保護されましたので、決まっています。

木村学芸員：お話は尽きませんが、時間が来まし
た。中尾さんありがとうございます。最後に中尾
さんに、温かい盛大な拍手をお送りしたいと思い
ます。（拍手）
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立石　富生

【開催日】2018年12月１日（土）
【会場】国立ハンセン病資料館　映像ホール

　皆様、こんにちは。ご紹介いただいた立石富生
です。鹿児島からやってきました。よろしくお願
い致します。きょうは「島比呂志生誕100年展」
に足を運んでくださりありがとうございます。国
立ハンセン病資料館がこのような催しを企画して
くれたことにとても感謝しています。私は島比呂
志さんから文芸同人誌『火山地帯』を引き継ぎ、
今年で20年になります。島さんとは22年間のお付
き合いでした。これから１時間少々、私がじかに
ふれた島比呂志さんの生涯と文学について話しま
すが、時々は現在使われていない「らい」とか「ら
い病」という言葉が出てきます。これはその時代
に使われていた言葉ですので、どうぞご理解くだ
さい。ちなみに島比呂志さんは、「らい」という
言葉にこだわっていました。「ハンセン病」では
偏見差別の本質が見えなくなる、そういう呼称で
は逃避していることになるという考えでした。

　まず島比呂志さんのプロフィールですが、展示
でご覧になっていると思いますので簡単に紹介し
ます。本名は岸上薫、1918（大正７）年７月、現
在の香川県観音寺市に生まれました。３人きょう
だいの長男です。1938（昭和13）年に東京高等農
林学校（現東京農工大学）の獣医学科に入り、卒
業と同時にその頃付き合っていた女性と結婚し、
満州の獣疫研究所に就職しました。1943（昭和
18）年に母校の助教授となりましたが、しかし病
気（ハンセン病）が再発し、1945（昭和20）年に
教員を辞めて帰郷しました。そして蟄居している
時に日本童話協会に入って童話を書き始めます。
１年ばかり童話をたくさん書きましたが、雑誌に
掲載になったのはわずかに２つだけでした。1947
年、四国の大島青松園に入園、１年後の1948（昭
和23）年６月に鹿児島の星塚敬愛園に転園し、

1999（平成11）年６月に北九州市へ社会復帰する
まで、51年間過ごしました。
　島さんの両親は共働きでしたので、子供だった
島さんの面倒はおばあちゃんが見ていました。こ
のおばあちゃんが病気だったんですね。もちろん
家族は隠していますが、周辺ではらい病と噂され
ていました。ハンセン病は伝染病ですが感染力は
極めて弱く、また感染しても発症しないこともあ
ります。妹さんもおばあちゃんが面倒みていまし
たが、発症していません。島さんが発症したのは、
東京の学校に入った頃でした。島さんは病気に気
づいた時のことを、「速い球を投げようとするの
だが、どうも力が入らない。肩に痛みが走る。守
備の練習でもゴロを捕球しようとすると、ボール
がグローブからこぼれる。指が言うことをきかな
い。おかしいと思った」と話してくれました。
　島さんは中学校時代から野球をやり、ポジショ
ンは投手でした。ドロップと言って変化球が得意
な投手だったそうです。変化球を活かすために速
い球を投げるように練習していたんですね。しか
し肩や指だけでなく、膝に痣が出てきて、それが
なかなか治らない。不安になってお父さんに手紙
を書きました。お父さんからは「祖母がそうだっ
た」という内容の手紙が届きました。島さんの受
けたショックは容易に想像できます。当時、らい
病という烙印を押されると社会から抹殺され、絶
望しかありませんでした。完治する治療薬がな
かったため自殺する人も少なくありませんでし
た。島さんも東京の専門学校時代に１度自殺しよ
うしています。
　島さんの少年時代の夢は、立派な軍人になるこ
とでした。祖母が近所でいろいろ噂されていたか
ら、軍人になってそういう人たちを見返してやり
たいと考えていたのです。当時は軍国主義の時代
で、中学校から陸軍士官学校や海軍兵学校へ進学
する生徒が多かったんです。学資が不要で、陸海
軍の将校として立身出世もできるので貧乏家庭の

［講演録］
島比呂志生誕100年講演会「島比呂志の生涯と文学」
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子供には好都合だったんですね。しかし島さんは
受験に失敗。身体検査で落ちたと言いました。胸
囲が足りなかったんだそうです。それでも軍人に
こだわった。東京帝国大学農学部の実科に獣医学
科があり、そこを出ると士官になれると教えられ
て受験しましたが、残念ながらそこも落ちた。し
かし１年間勉強して次の年に合格しました。だが
その時は、専門学校として東京帝国大学農学部実
科から独立し、東京高等農林学校に変わっていま
した。島さんはがっかりしたでしょうね。帝国大
学という名に憧れたとも言っていました。

　島さんが鹿児島県鹿屋市の星塚敬愛園に転園し
たのは戦後３年、1948（昭和23）年のことですが、
敬愛園では文芸活動が活発でした。小説、随筆、詩、
短歌、俳句などを多くの入所者が書いていました。
当時は全国13か所のいずれの療養所でも活発だっ
たと思います。特に多磨全生園、長島愛生園、星
塚敬愛園の３つが盛んだったようです。多くの国
民が文化というものに飢えていて、雑誌はどんな
ものでも飛ぶように売れていた時代です。ハンセ
ン病療養所も例外ではなかったのでしょう。
　では、ハンセン病療養所で文芸熱が高まったの
はなぜでしょうか。こういう話を島さんとしたこ
とはありませんでした。私なりに考えると３つの
理由があります。まず１つめとして、療養所に収
容された時の年齢です。学業半ばで病気となって
入所した人が結構多かったと思います。ですから、
もっと勉強したいという気持ちがあった。新しい
知識を求める向学心があったのです。２つめは時
代背景です。娯楽の乏しい時代でした。まして療
養所の外には出ていけないのです。無聊を慰める
という言い方は適切でないかもしれませんが、園
の中で何かしら生き甲斐みたいなもの、絶望に陥
らないためにも生きる目標を見つけなくてはなら
ない。身近にあったのが文芸でした。特に短歌や
俳句などは子供でも作れるものですから、星塚敬
愛園では園長や医者が指導者となって子供たちに
書かせていました。文芸に興味のない人はスポー
ツに精出していました。敬愛園では運動会があっ
たし、野球部、バレー部、テニス部、弓道部など
があったんです。相撲も取っていました。とにか

く生きていくための何かの目標を持たなければ、
心が押し潰されそうになっただろうというのが私
の考えです。３つめは小説などを書き始めてから
のことになりますが、文学には偏見差別がない、
良いものさえ書けば社会が受け入れてくれるとい
う希望があった。これは戦前には北條民雄が川端
康成に見い出されて文壇に出たし、戦後は長島愛
生園の宮島俊夫が一流文芸誌の『新潮』に作品を
書いていた。そういう姿を見ていたので、この次
はおれが、という大きな励みを得ていたのだと思
います。中央の文壇に出たいというよりも、偏見
のない公平な評価を得て社会に認められたいとい
う思いが強かったのだと思います。私は以上のよ
うな３つの理由を考えているのですが、島比呂志
の小説『海の沙』には、1953年（昭和28年）のら
い予防法改正運動の敗北以降、文学活動が衰退し
ていった、というくだりがあります。闘争に向け
て盛り上がった人間回復への情熱が別な捌け口と
なって文学活動になり、しかしそういう衝動的な
文学には永続性がなかった、と書いているのです。
これは実際に療養所の中にいた人にしか感じられ
ないものかもしれません。島比呂志は小説でそう
書いているのですが、『火山地帯』が誕生したの
はその闘争敗北から５年が過ぎた1958（昭和33）
年ですから、単純にそうとは言えない側面もあり
ます。ただ言えることは、高度経済成長の波が療
養所にも押し寄せてきて、少しずつ物が豊富に
なって生活が豊かになってくると娯楽も増えてき
ました。そういう時代状況の中で文芸活動がだん
だんと衰退していった、ということです。
　とにかく星塚敬愛園は自治会活動が精力的に行
われていたので活気がありました。島さんは１年
もしないうちに自治会の文化部長に抜擢されま
す。文化部長は機関誌の発行責任者です。それに
はもちろん理由がありました。四国の実家に蟄居
していた頃たくさん書いた童話が四国出版社に
よって出版され、敬愛園に届いたのです。『銀の鈴』
という本です。この童話集が島比呂志の最初の本
です。四国の民話を題材にしたこれらの童話は中
央の雑誌ではすべてボツになったものでしたが、
島さんは原稿を棄て切れず、鹿屋へ発つ前に四国
出版社に送っていたのです。それが本となって日
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の目をみた。そのたくさんの本を見て入所者たち
は驚き、そして一目置くようになったんですね。
文章を書く者にとって自分の本を持つということ
は誰もが夢見ることですから、羨望すると共に島
比呂志の力量を認めたということになります。
　その頃療養所は園長の権限が絶大で、入所者た
ちは園長や職員に逆らうことはできなかった。敬
愛園自治会の発行する機関誌（『姶良野』）も園の
協力で発行されていた。だからと言いますか、園
長の検閲があり、園に都合の悪い原稿はボツにさ
れていました。島さん自身も１度、文芸特集号に
応募した自分の小説原稿を園長検閲によって無効
にされた経験がありました。内容が看護婦と患者
の恋愛を扱ったものだったからです。信じられな
いことですが、当時患者はそんなふうに見下げら
れていたんです。当然不満が募ります。それで文
化部長になった島比呂志さんにみんなは期待し、
島さんもそれに応えて園当局と交渉を始めまし
た。しかしなかなかうまくいきません。園側は、
ハンセン病の施設は特別だから園長検閲は当然だ
と言うのですから島さんも強引に自分の考えを押
し通し、原稿を園側に見せないで機関誌発行に踏
み切ったのです。もちろんひと悶着ありましたが、
結果的にそれが功を奏しました。
　そうやって園長検閲廃止を勝ち取ったのです
が、今度は自治会が紛糾します。自治会の中には
文芸愛好家たちが集まった文学研究会というのが
ありました。文学研究会の中に小説とか詩とか短
歌俳句とかを書く部会があったんです。その研究
会の大御所とも言うべき入所者が島さんのやり方
に反発し、つまり、園側の報復を怖れて、島比呂
志さんを批判するようになりました。大御所と言
う人は古い入所者ですね。昔からずっと研究会を
指導してきたという自負があります。それが30に
なったばかりの若造である島さんの人望が高まっ
たものだから面白くなかったのかもしれません。
島さんのやり方に反対し、文学研究会は大御所を
支持する守旧派と島さんを支持する若手の改革派
に分かれ、収拾がつかなくなっていきます。それ
が自治会活動にも影響を及ぼし、自治会そのもの
も主流派と反主流派に分かれ、最終的には自治会
解散ということになりました。これはその頃敬愛

園で起こった自治会内の権力争いの大騒動なんで
すが、これを話すと長くなりますので島比呂志さ
んの文学活動に移ります。

　先ほど出てきた文学研究会の中で島さんは文章
部に入り、主に小説を書いていました。その頃の
各療養所にはそれぞれ機関誌があり、１年に１回、
全国の療養所に呼びかけて文芸特集号を出してい
ました。この多磨全生園にも『山櫻』という機関
誌がありました。小説、随筆、評論、詩、短歌、
俳句などを全国募集し、いずれのジャンルにも名
のある選考委員がいました。小説で言いますと、
阿部知二、平林たい子、椎名麟三、田宮虎彦、椋
鳩十などです。入選すると賞金が出ます。島さん
は小説を書いていると言いましたが、じつは、小
説以外にも随筆、評論、詩、短歌、俳句も書いて
応募していたんです。しかもそれぞれにペンネー
ムを変えての応募です。と言うのは、同じ人が同
一ジャンルで複数入選するのは認められていな
かったので島さんは複数のペンネームを使ってい
たんです。その理由を島さんは、「園内の作業賃
よりも文芸入選のほうが金額が大きかった。どう
せしんどい思いをするなら文章などを書く苦労の
ほうがよかった」と言いました。
　入選と言っても一人だけではなく、１席、２席、
３席とあるので島さんはどのジャンルも入選して
いたようです。それだけ書くことに対する思いが
強かったんですね。ペンネームをいくつも使って
賞金をせしめる島さんを入所者が賞金稼ぎと言っ
て批判したことがありました。その時島さんは「原
稿用紙400枚の升目を埋めていく苦労がどれだけ
のものか、努力もしない者にはわからない」と言っ
て意に介さなかったんです。当時、入所者はみん
な何らかの園内作業をしなければなりませんでし
た。それが入所者にとって唯一の現金収入だった
からです。島さんのペンネームは、島比呂志のほ
かに青山一郎、青山崑、石村通明、石村清子など
です。もっとあったかもしれませんが、私が確認
できたのはこういうペンネームです。ちなみに、
島比呂志というペンネームは童話を書いている頃
から使っていました。島は小さいのに名は大きい

（大島）のを皮肉ったものだそうです。
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　島さんが小説を初めて書いたのは四国の療養所
にいた時です。ある日の夕方、目撃した出来事が
島比呂志を小説の世界に引き込みました。収容さ
れた患者に付き添ってきた老婆がいました。老婆
は園内の宿泊所に泊まるようにしていたんでしょ
う。園内にはそういう宿泊所がありました。園の
職員がリヤカーで老婆が使う布団を運んできまし
た。しかし、あろうことか職員は運んできた布団
を地面に投げ捨てるように置き「早く持っていけ」
と怒鳴ったんです。その光景に偶然出合った島さ
んは体が震えるほどの怒りを覚えました。職員に

「なんてひどいことをするんだ、それでも、きみ
は人間か」と抗議しようと思いましたが、声が出
てきません。1947（昭和22）年、戦後２年目の年
です。職員の権力も強く、歯向かうことはできま
せんでした。島さんはかつて、専門学校で生徒を
教える立場にあった人です。そういう自分が職員
に対して何も言えなかった。そういう自分を島さ
んは情けないと思い、打ちひしがれます。しかし
それでも何とかしたいと思い、その職員の行為を
告発する意味で小説を書きました。『癩院監房』
という小説です。職員に抗議した主人公が、職員
の怒りを買って監禁室に入れられるという内容で
す。これを機関誌に発表して園幹部に反省を促し
たいと思ったのですが、これは掲載されませんで
した。自治会役員が園当局を怖れていたからで
しょう。これが小説家・島比呂志の出発点です。
小説家の資質は処女作にあらわれると言います
が、この一件はまさに島比呂志の原点であろうと
思います。ここには、訴える、というモティーフ
がはっきり出ています。島比呂志の文学はこの「訴
える」ということを抜きには語れません。
　私たち同人が島宅に原稿を届け読後感を聞く
時、まっさきに言われたのは「これは何を訴えた
かったの」ということでした。島さんの頭にはつ
ねに、訴える、という言葉があり、その視点で同
人たちの原稿を読んでいました。厳しかったです
ね。私は２度ほど原稿がボツになりました。島さ
んからは「思いつきで書くな」と言われ、また「き
みは10年書いてきている。10年には10年のレベル
がある」とも言われました。編集者としての島さ
んが厳しいからこそ良い作品が生まれるのです

が、求められ過ぎるとだんだん書けなくなってい
きます。『火山地帯』草創期の頃はそういう同人
が何人もいて、発行も遅れがちになり、とうとう
休刊に追い込まれてしまいました。しかしそうい
う厳しい編集者を求めて『火山地帯』に入ってく
る人もいます。私も勉強したいという思いで『火
山地帯』に入りました。そういう外部の人たちが
多くなったために、復刊してからは年４回の発行
がきっちり続いたのだと思います。島さんとして
は、芥川賞候補も出した同人誌だからいい加減な
作品は載せられない、という思いが強かったんだ
と思います。
　療養所の機関誌に書き続けてきた小説などの作
品がいくつか溜まってきました。島さんはそれを
１冊の本にまとめたいと思い、随筆の選者でも
あった大学教授に相談し、河出書房から出版する
ようになりました。しかしその河出書房が倒産し
てしまった。ところが棄てる神あれば拾う神あり、
昔お世話になった童話雑誌の編集者の勧めで講談
社に送ったところ『生きてあれば』というタイト
ルで出版されることになったんです。1957（昭和
32）年、島比呂志39歳の時です。
　この本が出版されると大きな反響がありまし
た。それは園内の書き手たちにも刺激を与え、自
分たちの雑誌を創ろうという機運が盛り上がっ
た。そして翌年、1958（昭和33）年に文芸同人誌

『火山地帯』が誕生し、９月１日に創刊号を出し
ました。島比呂志40歳です。『火山地帯』という
誌名は会合の中で出てきたものですが、誰の発案
だったのか、島さんも憶えていませんでした。み
んなでわいわいがやがやと話し合っている時に誰
かが口にし、「みんなが、それがいい、となった
んじゃないか」と言っていました。その頃、鹿児
島の活火山・桜島がよく噴火していたのでその言
葉が出てきたということですね。

　島比呂志さんは自分の代表作を『海の沙』と言っ
ていました。『火山地帯』63号（1985年７月）に
発表され、文芸誌『文学界』同人雑誌評でベスト
５のトップに選ばれ、南日本文学賞を受賞した作
品です。富士霊園の「文学者の墓」にもこのタイ
トルを刻んでいます。この小説の題は、旧約聖書

88



のヨブ記から採られています。島さんはクリス
チャンではありませんでしたが、聖書は読んでい
ましたし、四国の療養所にいた頃には園内の教会
に通っていた時期もあります。自宅に蟄居してい
た頃に聖書に惹かれたようです。
　この小説は、原稿用紙300枚近い長篇の力作で
す。語り手は療養所の中にある学園の教員である
田村で、「私」という一人称で書かれています。
田村の同僚に木塚という男性と田中という女性教
師がいます。この３人が子供たちに教えているわ
けです。昔はこの小説のように、療養所の中に学
校がありました。やがて木塚は田中先生と結婚し
ますが、妻が妊娠しても療養所で子供は産むこと
ができず、中絶します。その後、少年舎にいた一
郎という子供を養子にします。一郎は成長し、や
がて社会へ出ていきます。そして、木塚の還暦祝
いに婚約者を連れて療養所に帰省して、みんなか
ら祝福されます。彼女は一郎がハンセン病元患者
であることを知って結婚するのです。みんなが大
喜びするはずです。しかし一郎は交通事故に遭い、
搬送先の病院でハンセン病元患者ということで入
院を断られ、遠く離れた療養所で手術を受けるこ
とになりますが、容体が悪化して亡くなります。
このことがあってから、木塚の精神が少しずつお
かしくなっていきます。そして最後に謎の死を遂
げるのですが、今紹介したのはストーリーのほん
の１部です。島比呂志が書きたかったのはひと言
で言うなら、なぜ一郎は死んだのか、という訴え
です。読んだ人に考えてほしいのです。入院を拒
否した病院は、らい予防法という法律に従ってそ
うしたのであり、特に責めを負う立場ではありま
せん。木塚は、国が殺したのだ、と言います。ら
い予防法に殺されたということです。小説では田
村が自治会長をやっているので、このらい予防法
の改正問題について、療養所の動きがいろいろと
出てきます。木塚は昔から、自治会とは反対の考
えを持っていました。一郎は国によって殺された
と言う木塚に、島比呂志は自分の思いを重ねてい
ます。かつては島比呂志もそういう立場だったん
です。このことはあとで話します。

（1）	 島比呂志『奇妙な国』（新教出版社、1980年）、４頁。

　『海の沙』はとても中身が濃く、重厚な作品です。
島比呂志を知っている人のほとんどが、これを代
表作と言うでしょうね。しかし私は、『奇妙な国』
という小説のほうが好きなんです。『奇妙な国』
は『火山地帯』６号（1959年）に発表された、原
稿用紙50枚程度の短編です。これは北條民雄を意
識して書いたのではないかと、私自身は思ってい
ますが、もちろん島さんはそんなことは言いませ
んでした。北條民雄の『いのちの初夜』はハンセ
ン病文学の名作と言われ、読んだ人に感動と衝撃
を与えてきた作品です。衝撃を与えるのは、ハン
セン病、当時はらい病と言っていましたが、その
症状の凄まじさ、病気に罹った人の苦悩、絶望感、
生命とは何かという根源的なことを突きつける
テーマだったからです。一方の『奇妙な国』は、
その題が示すように、風刺と諧謔とペーソスに満
ちた作品です。いわば『いのちの初夜』とは対極
にある小説です。こんな書き出しです。

　あなたがたは、面積が四十ヘクタールで人口
が千余人という、まったく玩具のような小国が、
日本列島の中に存在していることをご存じだろ
うか。そんな国は、マルコ・ポーロの『東方見
聞録』にも見えないなどと、野暮なことを言っ
てはいけない。この国の歴史は、やっと五十年
になったばかりなのだから―。しかしながら、
一国を形成する以上は、厳とした国境があり、
出入国管理令に依らざればみだりに出入国はで
きないし、また憲法や建国の精神というものが
あって、国民生活に秩序のあることも一般の国
家と変わらない。ただ変わるところは、どのよ
うな国、つまり資本主義の国にしろ社会主義の
国にしろ、すべての国がその目標を発展という
ことに置いているのに反して、この国では滅亡
こそが国家唯一の大理想だということだ。（1）

　この小説は、今読み上げた書き出しでわかるよ
うに、ハンセン病療養所を「奇妙な国」としてカ
リカチュア、戯画化して、療養所の移り変わりを
描いています。滅亡こそがこの国の大理想という
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表現に、ハンセン病政策へのアイロニーと批判が
含まれています。３度の食事と睡眠以外の時間は
退屈しきっていて、それに堪え切れなくなった者
は自分で命を絶つしかない時代があり、この奇妙
な国を支配している日本国が戦争を起こしたため
に食糧困難の時代があり、戦争が終わって生活が
楽になってくると車やオートバイで遊び呆ける人
が増えてきた、という具合に３つの物語で療養所
の変遷を描いています。風刺の中にも悲しみのこ
もる作品です。島比呂志が書きたかったのは、た
ぶん療養所入所者に対するアフォリズム、国の懐
柔策にだんだんと飼い馴らされて、国への批判を
忘れていくことへの警告だと私は受け取っていま
す。

　もう１つは『女の国』という作品。天照大神は
女の神さまである、という書き出しが浮かんだ時、
この小説の構想が固まったと島さんは言っていま
した。これは、文芸誌『新潮』編集部の求めに応
じて書いたものでしたが、なかなかＯＫが出ず、
この作品を評価していた編集者の江國滋さん、の
ちの作家ですが、江國さんが創刊５周年記念号の

『週刊新潮』に載せました。江國滋さんは、直木
賞作家江國香織さんのお父さんです。この作品は
ハンセン病療養所における性、男女の性ですが、
それをテーマにしています。療養所では園内結婚
する人が多かったんですね。療養所から逃亡する
患者が続出したものですから、対策に苦労した施
設側は、結婚すれば精神的に落ち着くのではない
かと考え、結婚を勧めるようになりました。しか
し結婚には問題がありました。男性と女性の数が
圧倒的に違っていて、結婚できない男性が多かっ
たんですね。男性12、３人に女性１人という時代
です。男性が相手を求めて悶着も起こすことも
あったようです。島比呂志に中央の雑誌社から注
文がくる時、療養所における性を書いてくれ、と
言われたそうです。雑誌社は奇抜なテーマに惹か
れたんですね。本人はそういうものは余り書きた
くはないのですが、嫌だと思っても注文に応じる
のが作家だからな、と私に言いました。しかし、
そのうちに雑誌社の要求に応じられなくなり、注
文はこなくなりました。島さんは一時期エロ作家

と言われたそうで、奥さんからとても嫌だったと
いう話を聞きました。ですから、夫人は絶対島さ
んの小説を読まなかったそうです。しかし、療養
所の男女の性は、深刻な問題でもあったんです。
　『海の沙』は確かに重厚な作品で、読む人に感
動を与えますが、こういう小説は園内のほかの作
家でも書けたんじゃないかと思いますし、従来の
ハンセン病文学の枠を突き破っていない。つまり、
どんなふうに人権を侵害されどんな被害を受けた
か、という体験の話になっているという気もする
のです。しかし、『奇妙な国』は従来の枠を突き
ぬけています。被害状況を訴えるのではなく、療
養所の実態、移りゆく環境を冷徹に活写している
のです。研究者特有の鋭い観察眼を持った島比呂
志でなければ書けなかったと、私は感じるのです。
ハンセン病文学の検証、というものを島比呂志は
意識していたのではなかったか、というのが私の
考えです。
　私は今、ハンセン病文学の枠という言葉を使い
ましたが、これは決して島比呂志の作品を「ハン
セン病文学」に限定する考えではありません。た
とえば、野間宏とか大岡昇平などの作家を、戦後
派文学と称するような意味で使っています。島比
呂志とか北條民雄は、ハンセン病文学という枠を
超えた作家だと私は認識しています。
　島比呂志の小説は、ほかにも『新潮』同人雑誌
推薦作となった『熊』、自分の逃亡生活に終止符
を打った『生存宣言』、『玉手箱』、『永田俊作』な
どの佳作があります。今回、島比呂志の小説を読
み返してみて、作風は大きく３つの系統に分けら
れるのではないかという気がしました。訴えるも
の、風刺するもの、狂気に陥るもの、今後はこう
いう点に注意しながら読んでいこうと思っていま
す。
　
　島比呂志さんは、詩もたくさん書いていました。
四国出身の詩人・大江満雄は島さんの詩を高く評
価し、つねに「詩友」と呼んでいました。展示に

「空は　アイヌの　いれずみ色」という色紙があ
りますが、これは島さんの「定山渓回顧」という
詩の中の一節です。この詩句を大江満雄はとても
気に入り、「これは日本語として新鮮で独創的な
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表現である」と言いました。そしてこの表現を、
島比呂志の独占として他人の使用を禁止し、自ら
も使用に際しては借用書を付けるという態度を示
しました。島さんはそういう大江満雄を敬愛して
いて、『火山地帯』の恩人とも言っていました。『火
山地帯』が休刊している時に大江満雄が敬愛園に
やってきて、いろいろ励ましてくれたんです。そ
の頃の大江は、ハンセン病療養所の詩の選者を
やっていて、あちこちの療養所を回って指導して
いました。鹿屋へやってきた時は島さんの家に２
晩泊まって話し込みました。６畳一間の部屋しか
ない住居でしたが、大江は施設側が用意した宿舎
を断って、島宅に泊まったんです。そういう仲だっ
たんですね。
　詩集を早く出しなさいと、大江からアドバイス
されたこともあったようですが、島さんは詩集出
版にあまり熱心ではありませんでした。私が『火
山地帯』に入った頃には、もう詩から離れている
感じでした。そのわけを訊ねたことがあります。
島さんは、「大江さんが褒めるものだからもっと
褒められようとしてあれこれ言葉をこねくり回
し、詩を難しく考えるようになった」と言いまし
た。じつは島さんは、奥さんに詩をプレゼントし
ようとしたことがあります。結婚50周年を迎える
頃だったと思いますが、夫人を喜ばそうと思い、
内緒で準備を始めました。しかし書けなかったの
です。やはり夫人を喜ばそうという意識が強くて、
言葉をこねくり回したのかもしれません。
　島さんの小説が訴える文学を標榜していました
ので、詩もハンセン病をテーマにしたものが多
かったですね。療養所で結婚する人たちは、男性
が断種手術を受けなければ夫婦一緒に住む住居が
与えられませんでした。島さんは断種手術を拒否
し続けたのですが、最終的に受け入れざるを得ま
せんでした。その屈辱の断種手術をテーマにした
詩（「確証」）もあるし、12畳半の部屋に４組の夫
婦が暮らしていたことを書いた詩（「人よ笑うな」）
もあるし、入所者たちの争いを振り返った詩（「あ
の道を歩いてみようよ」）、希望を失いつつある自
分を叱咤するような詩（「病める樹」）など、心に
沁みてくる作品が多くあります。

　島さんはいつしか、詩から離れ、小説からも離
れていきました。ハンセン病元患者の置かれた環
境が一向に改善しないので、入所者や回復者の人
権のことを優先的に考えるようになったのだと思
います。島さんが最後に小説を発表したのは、
1985（昭和60）年の『海の沙』でした。島さんに
訊ねたことはありませんが、傍でずっと見ていた
雰囲気を言いますと、小説をじっくり書く時間が
なくなったという感じでした。島さんは『火山地
帯』の編集発行をやっているので、いろんな人か
ら本が届き、手紙が届き、また訪問もありました。
それを、全部１人で対応するのですから時間がか
かります。寄贈を受けた本は必ず読んで感想を書
きましたし、手紙の返事も必ず出します。小説は
時間をかけてゆっくり練って書くタイプでしたの
で、もうそんな余裕がなくなった。しかも、あち
こちから頼まれるのはほとんどハンセン病に関す
る文章でした。島さんは、もしかすると、『海の沙』
を書き上げた時点で「これでよし」と思ったかも
しれません。『海の沙』は２年近い時間をかけて
書き上げた小説、自分の全身全霊を捧げて書いた
作品だったから代表作という思いも強かったのだ
と思います。
　島比呂志と言えば、らい予防法廃止やハンセン
病国賠訴訟に道筋をつけた作家ということで、そ
の名を知られていると思います。1995（平成７）
年に島比呂志さんが九州弁護士会連合会へ出した
申立書が弁護士会を動かし、弁護士たちは九州内
の療養所の実態調査を始め、それが裁判に繋がっ
ていきました。それまで弁護士たちは、ハンセン
病に関する国の政策には問題ありと感じていまし
たが、提言は何もせず黙認していたのでした。そ
れを島比呂志さんが「法曹の責任」（1995年）と
いう論文を書き、そして「らい予防法・優生保護
法について」という申立書を書き、法曹界はやっ
と目が覚めたのでした。
　そんなふうに、ハンセン病患者の人間回復・人
権回復について島比呂志の功績は甚大なのです
が、じつは、島比呂志さんは最初かららい予防法
廃止論者ではなく、一時期、療養所への強制収容
を条件付きで認めていました。そのことが多くの
入所者の反発を買い、論争になったこともありま
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す。のちに変節者と陰口をたたかれ、全国の入所
者組織からは敵視もされていました。島さんの言
う条件とは、「伝染病である以上それを社会に蔓
延させてはならない、だから患者を隔離施設に入
れて伝染の危険がなくなるまで身柄を拘束する、
しかしこれは患者にとって大きな犠牲を払うこと
になるので生活権の保障を社会に求める権利が生
じる」というものでした。簡単に言うなら、療養
所の実態を知らせ、家族の生活面も考慮し、いろ
いろ親切に方法を尽くしてそれでも入所を拒否す
るなら強制的に収容する、というものです。
　島比呂志さんがそういう考えを変えたのは、
1976（昭和51）年に園内で起きたハンセン病誤認
事件でした。これは皮膚病に罹った看護師が、軽
い気持ちで「らい病に罹ったかもしれない」とあ
れこれ吹聴したものですから、ある看護師が好意
で菌検査をしてあげました。それが自治会に、１
人の看護師にらい病の疑いがかけられ密かに検査
した、という噂になって伝えられました。それか
ら自治会が調査に乗り出して、園当局、看護師の
家族を巻き込んで騒ぎがいっそう大きくなったの
でした。ケースワーカーに紛糾した事件の解決を
依頼された島さんは、双方の意見をしっかり聞い
てどうにか問題を解決しましたが、これまで見過
ごしてきた「らい予防法」の怖ろしさに気づいた
のです。島比呂志60歳になる前の頃でした。
　その頃、国のハンセン病療養所運営の基本であ
るらい予防法は、空文化していました。終生隔離
を基本とする日本政府のハンセン病政策は、国際
的にも批判を浴びていましたので、厚生省は小手
先の改善を図り、入所者が自由に外出できるよう
運用を緩和していました。それまでは園長の許可
証がなければ外出できなかったのですが、簡単に
外に出ることができるようになった。男性はパン
チンコ屋とか飲み屋に出かけ、女性は買い物に
しょっちゅう出かけていきました。しかし島さん
は、その自由が幻想にすぎなかったと気づいたん
です。らい予防法が存在している以上、市民から
通報があれば、警察は外で遊んでいる入所者を取
り締まることができる。そのことは、小説『海の
沙』で一郎が入院を拒否されたことでもわかりま
す。ハンセン病誤認事件の時に、検査をした側の

看護師たちが批判されて園や自治会から異動も含
む処分を受けようとしていましたので、不当処分
だと憤った看護師の家族たちが街宣活動をして療
養所入所者の厳格な取り締まりを市民に訴えよう
としていたんです。それを知った島さんが説得し
て、かろうじてそういう事態は避けられたのです
が、その時に島さんは、らい予防法は絶対廃止し
なければならないと思ったということでした。こ
の件は島さんの本にも出ていますが、私は直接島
さんから聞きました。
　それから明けても暮れても、らい予防法に関す
る文章を書くようになりました。入所者の全国組
織である全患協は改正を求める姿勢でしたが、島
比呂志は、改正ではなく廃止しなければいけない、
という考えでした。改正では療養所は何も変わら
ないと言っていました。全患協が改正方針だった
のは療養権を守るため、つまり、予防法がなくな
ると入所者は療養所にいる根拠がなくなるから出
ていかなければならない、と考えていたからです。
ですから、廃止には踏み込めなかった。しかし島
さんは、先のことをしっかり考えていました。新
しい法律を作って療養所に残りたい人は残り、外
へ出ていきたい人は出ていく。そういうビジョン
をしっかり描いていたんですね。ですから社会へ
出ていく人の支援方策にも言及し、提言もするよ
うになりました。島比呂志がいなくてもらい予防
法はいつか廃止になったでしょうが、島比呂志ほ
ど情熱を持って廃止を叫び続けた人はいないと思
います。

　1998（平成10）年に始まったらい予防法違憲国
賠訴訟、いわゆるハンセン病裁判は、３年後の
2001（平成13）年５月11日に熊本地方裁判所で画
期的な判決が出て、原告団の勝利となりました。
たった13人で始まったこの裁判は、最終的には
1700人が立ち上がりました。当時、全国13か所の
入所者数は５千人余りですから、３割以上の人が
提訴したことになります。裁判後、療養所にもい
ろいろな動きが出てきました。本名を名乗る人、
社会へ出ていく人、啓発活動をやる人、療養所に
やってくる人も増えました。しかし、社会に出て
いく人は少なかった。平均年齢が70歳を越えてい
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たので、社会復帰するにしても遅かったんですね。
よく言われることですが、らい予防法がもっと早
くに、つまり国際的に批判された1960年代に廃止
されていれば、事情は違っていたと思います。あ
の頃は若い人が多かった。しかも、病気はほとん
ど治癒している人ばかりだったんです。戦後に療
養所に入った人たちは症状が軽く、新しい薬がで
きたため回復も早かったので、外的な後遺症が余
り見られません。そういう人たちはすぐに社会に
出ていき、新しい人生を築いていたかもしれませ
ん。そのことを考えると、国の責任は非常に大き
い。頑なだった国の姿勢、それを黙認してきた政
治家、日本らい学会、法曹界、宗教界、教育界、
マスコミ界にも責任があると言わざるを得ませ
ん。
　島さんは早くから社会復帰を考えているようで
したが、実際に療養所から北九州市へ引っ越して
いったのは、81歳になろうとする時でした。夫人
は３歳年上ですから84歳。私は引っ越しに反対し
ました。私だけでなく、島宅へ出入りしていたほ
とんどの人が反対したんです。歳が歳ですから、
みんな口々に死ににいくようなものだからやめ
て、と言いました。夫婦とも、体調は余り良くあ
りませんでした。私は、引っ越しするならせめて
鹿屋市にしてほしいと言ったのですが、島さんの
決意はゆるぎませんでした。
　島さんは、じつはもっと前から、具体的に言う
と雑誌社から注文がきていた1960年代、島さんが
40歳代の頃ですが、社会復帰のことを考えていま
した。ペン１本で生活できる道を探っていたんで
す。週刊誌に載った『女の国』の評判が良かった
ので、思いが強まったのでしょう。夫人が東京出
身でしたので、東京へ出ていくつもりだったよう
です。しかし、雑誌社の注文に応じられなくなっ
て、その夢は潰えました。『火山地帯』の同人の
１人が、看護婦と結婚して園の外に家を構えたこ
とがあります。その頃、夫人が、いい土地がある
なら家を建てましょうと言ったことがあったそう
です。しかしその時は、島さんが反対しました。
外で生活していく自信がなかったということで
す。つまり、収入のことが気になったんでしょう。
失礼ながら島さんは、原稿用紙に向かう以外に仕

事はできそうになかった。だが、たくさんの原稿
料が入る見込みはない。そういう時期だったと思
います。

　喜代子夫人のことを少し話します。東京は銀座
の近くで生まれています。上品な話し方をする方
でした。学生時代の頃に付き合い始め、卒業と同
時に結婚しました。夫人の友人がその学校に勤め
ていて、それで知り合ったようです。島さんが自
殺未遂をしたのは、病気に対する不安だけでなく、
おそらく彼女との恋愛が何らかの理由で危うく
なったからだと、私は考えています。それはたぶ
ん、自分が発病し、それを打ち明けるかどうか、
悩んでいたからだと思うのですが、島さんの口か
らそういう話は聞けませんでした。夫婦２人のこ
とは決して話題にはならず、私が何とかして聞き
出そうと水を向けても、体よくかわされるもので
した。それでも時々、喜代子夫人がポロリと洩ら
すことがありました。「わたしがいなければこの
人は駄目になっていた、だからここまでついてき
た」と言う夫人は、すべてを知っていたんですね。
ということは、島さんは病気のことを打ち明けた、
紆余曲折のすえ彼女はそれを受け入れて結婚し
た、だから病気でもなかったのに夫についてきて
一緒に終生隔離の療養所に入った、ということが
はっきりします。これは凄いことなんです。ハン
セン病に罹ったなら夫婦は離別、子供とも別れて
１人療養所に入る、というのが当たり前であった
時代に、病気でもなかった妻が夫についてきて、
療養所で同じ生活を送るんですから。映画にも
なった『小島の春』の著者、小川正子が「夫と妻
が親とその子が生き別る悲しき病世に無からし
め」という歌を詠んでいます。
　喜代子夫人は、島さんが亡くなる２年前に死去
しました。享年86歳でした。

　島さんご夫婦が北九州市へ旅立ったのは、1999
（平成11）年６月20日でした。敬愛園の宿舎、星
塚荘の玄関前でセレモニーを行いました。集まっ
たのは『火山地帯』のメンバーなど、外からきた
人がほとんどで、園内の人は、裁判関係者以外は
いませんでした。島さん夫婦の社会復帰を無視し
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ているという感じがしました。裁判が始まってい
たので、反対者はこなかったということです。テ
レビ局や新聞社のマスコミの人がたくさんいまし
た。その別れの挨拶で島さんは、「聴く耳ある者
は聴くべし、聴く耳ある者は聴くべし……」と言
いました。これは聖書に出てくる言葉です。
　島さんご夫婦の車が北九州市へ出発したあと、
私はマスコミの人たちに取り囲まれ、島さんが
言った言葉の意味を問われました。島さんは外へ
向かって言ったのか、それとも中へ向かって言っ
たのか。それがわからなければ記事が書けないと
言った記者もいました。私は、中の入所者たちに
向かって発した言葉だと答えました。裁判が始
まってから、敬愛園の中では裁判原告に対して厳
しい態度が取られ、関係がギクシャクしていまし
た。ですから、反対者や無関心の人に向かって、
もっと謙虚になって私たちを見てほしい、と呼び
かけたのだと私は思っていました。島さんのそう
いう気持ちには、みんな同じように苦労してきた
ではないか、それは全部国の責任なんだよ、それ
を忘れないでほしい、という思いも含まれていた
かもしれません。
　私が、せめて鹿屋に引っ越してほしいと言った
時、島さんは、北九州市は障害者に優しい街だと
言いました。実際、そうだったんですね。北九州
市へ移った島さんは、支援者の女性とよく外出し
ました。島さんの両手の指は曲がっていました。
足も垂足と言って足首から先がぶらぶらしていま
す。島さんは自分の姿を人目から隠しませんでし
た。偏見は皮膚感覚で生まれるものだから、馴れ
させればいいと考えていました。だから曲がった
指を人目にさらしていたんです。馴れさせる、と
いうこの感覚はとても大事なものです。島さんは、
北九州市でそれを実践していたんです。病院の待
合室で、理容室、バスの中、通りを歩く時、集会
所に呼ばれた時、とにかく堂々と手を外に出して
いました。
　島さんの社会復帰した期間は４年、正確には３
年９か月でした。しかも、その半分近い期間を、
自宅のベッドと病院のベッドに伏していました。
私たちが心配していたことが実際に起こったわけ
ですが、しかし、島さん自身は52年ぶりに出た社

会の空気を存分に吸い、楽しんでいました。たと
えは悪いですが、まさに籠から解き放たれた小鳥
みたいなものだったと思います。青春ならぬ老春
と言ってもいいかもしれません。星塚敬愛園にい
た頃はまったく外に出ていなかったのに、北九州
ではあちこちに出かけ、新幹線にも初めて乗り、
専門学校の同窓会にも出席しました。体は社会復
帰する前から悲鳴を上げていたはずですが、精力
的に動き回りました。
　しかし、生まれ故郷の観音寺市にはとうとう帰
ることができませんでした。旅の途中で死んでも
いいから、１度ふるさとの土を踏みたいと言い、
養女になった支援者の女性が帰る準備をしたので
したが、故郷の弟さんと妹さんが強く反対し、断
念したのです。２人は、島夫人の葬式の時は北九
州まできてくれたのです。兄と久しぶりに会って
話し込んだのです。その２人が強く反対した。島
比呂志のことは故郷でも知っている人が多く、隠
す必要はもうないと思うのですが、弟さんたちは
認めませんでした。ハンセン病に罹った人間の人
権回復に自分の持っているすべてを賭けて活動
し、多くの識者からその功績が認められている島
比呂志さえそうだったという現実、非常に重たい
ものです。これが、いまだに続いている偏見差別
なんです。島さんは死んだあと、養女になった人
が遺骨をリュックに入れて故郷の町へ連れて帰り
ました。じつに悲しい、虚しい帰郷です。

　最後に島比呂志はなぜ小説を、詩や随筆や評論
を書くようになったのか、そのことに触れて締め
たいと思います。1986（昭和61）年のことですが、
鹿児島の南日本新聞社が主催する南日本文学賞決
定の知らせを受けた時、島さんは辞退しました。
当時の南日本文学賞は鹿児島県内の書き手が対象
で、同人誌に掲載された作品から選ばれていまし
た。その文学賞は島さんが受賞する前に、私を含
め数人の『火山地帯』同人が、すでにもらってい
ました。島さんが、そのことをどんなふうに考え
ていたかは知りません。とにかく辞退したんです。
しかし、新聞社の説得を受け入れて、辞退を取り
下げました。その時になぜ賞を受けるのか、自分
の気持ちを新聞に書かせてほしいと言ったんで
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す。それは「書くということ」という題で、新聞
に３回にわたって載りました。
　その中で、島さんは自分のことを、子供の頃作
文は不得意だったと言っています。不得意だった
文章を30年も書き続けてきたことを自分で分析
し、「書くという行為の中にしか、不条理を打破
して人間回復をはかる術はないと考えていたし、
それが絶望的環境の中で生きる唯一の生き甲斐で
あった」と書いています。
　さらに、「書くということが、唯一の救いであり、
生きるということである以上、わたしにとっては
信仰のようなものかも知れない。」と書いていま
す。また、「文学」という言葉を軽々しくは口に
できないと言い、「わたしはいつごろか、『手紙』
それも『宛名のない手紙』だと思いつき、苦しま
ぎれの答えとするようになった。」と言います。
宛名のない手紙だからこそ読んでもらえるような
努力をしなければいけない、という意味のことを
言っています。そのことが、島比呂志が私たち同
人の原稿を読む時の基本になっていたんです。す
なわち、作品を飾るなとか、文章を上手に見せよ
うとするなとか、テーマをしっかり絞るとか、そ
ういう苦言に繋がってきます。
　きょう出席してくださった方々の中にも、文章
を書く人がいるかもしれません。私は折にふれて、
今のような島比呂志の言葉を思い出しているので
すが、正直なところ全部を身に着けているとは言
えません。自戒することの多い日々です。文章を
書かれる人は島比呂志の言葉をいくらかでも胸に
刻んでいただきたいし、そうでない人には、社会
の不条理とたたかってきた島比呂志の生き方を刻
んでいただきたい。そういうことを希望し、拙い
話を終わります。
　ご静聴、ありがとうございました。
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国立ハンセン病資料館研究紀要　執筆要項

１．内　容	 本紀要は、当館職員が、事業に伴う調査・研究等の成果を報告・公開する場、または当館
の事業の目的に即した内容を有する研究論文を掲載する場とする。
原稿は、原則として他出版物に未掲載のものとする。

２．種　別	 掲載原稿の種類・分量の目安は下記のとおりとする（すべて図表・写真等含）。
①研究論文：400字詰原稿用紙換算で40枚（16,000字）～ 80枚（32,000字）程度
②研究ノート ：400字詰原稿用紙換算で20枚（8,000字）～ 40枚（16,000字）程度
③書評：400字詰原稿用紙換算で20枚（8,000字）～ 40枚（16,000字）程度
④研究動向／資料紹介：400字詰原稿用紙換算で10枚（4,000字）～ 30枚（12,000字）程度
⑤評伝／聞き書き：400字詰原稿用紙換算で10枚（4,000字）～ 30枚（12,000字）程度

３．構　成	 原稿に必須の構成要素は下記の通りとする。
■研究論文／研究ノート：題名、著者名、本文、脚注（引用・参考文献等　以下同）
■書評：題名、著者名、本文、脚注、対象書籍・論文等の著者名、題名、出版元、出版年
■研究動向／調査報告／資料紹介／評伝／聞き書き：題名、著者名、本文、脚注

４．書　式　　
本　文：Ａ４用紙タテ、横書き、１段組、40字×30行　※縦書きを希望の場合は要別途

連絡。
脚　注：文末に一括記載　脚注以外に別途参考文献を記載する場合は、脚注の後に一括

記載。
（発行に際しては、脚注は該当箇所ページ末に配置）
脚注・引用もしくは参考文献の書式は原則として下記のとおり。
ａ．脚注：本文該当箇所に註番号を上付（□□□（1））で示し、脚注欄に（1）

□□□として記載。
ｂ．引用もしくは参考文献：

単行書…著者もしくは編者 『書名』（出版社または発行者、発行年）
論　文…著者 「論文名」（編者 『書名または雑誌名』 出版社または発行者、
発行年）
脚注で引用箇所を示す場合はページを記載のこと。

図表・写真等：本文と別途作成し、完全版下にて入稿する。図表・写真タイトルは本文
と別途作成し、配置希望箇所および掲載にあたっての留意事項と共に、
本文中（プリントアウトした原稿等）にて指示する。大きさはタテ25.0㎝、
ヨコ16.8㎝の範囲内に収まるように設定すること（図版タイトル・説明
等を図版等に併記する場合はそれらを上記範囲に含む）。図表・写真等
は出典を明記する。転載等にかかる権利処理等の責任は全て該当原稿の
著者に在する。
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５．投　稿

言　語：日本語（ただし全文日本語訳・訳者名を付して提出する場合はその他言語でも
可）

形　式：①メール添付にて送付（word、一太郎、テキスト形式　のいずれか）
②郵送の場合は、CD-ROM等のデジタル媒体にword、一太郎、テキスト形式

のいずれかにて保存した原稿を１点提出。その際は必ずプリントアウトした
原稿を同封する。

送付先 ：国立ハンセン病資料館内研究紀要担当宛
〒189-0002　�東京都東村山市青葉町4-1-13　国立ハンセン病資料館　事業部　

事業課
TEL 042-396-2909　FAX 042-396-2981

（メールアドレス等は当館内事業課に問い合わせのこと）
投稿者：原則として当館職員とする。但し当館事業課において依頼を決定した場合はそ

の限りでない。

６．校　正	 原則として著者校正は初校のみとする。

７．採否および審査

原稿の採否にかかる審査は、必要に応じて当館運営委員および事業課による査読を行い、
体裁等については研究紀要編集担当（事業課）が決定する。なお採否にかかわらず、原稿
は返却しない。

８．著作権の所在

掲載された原稿他著作物の著作権（財産権）は、国立ハンセン病資料館に帰属する。

９．その他	 上記以外の内容については、研究紀要担当（事業課）が決定する。
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